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総務省政策統括官（統計制度担当） 

(注) 表Ⅰの中に記載のある e-Stat とは、政府統計のポータルサイトである「政府統計の総合窓口」

（https://www.e-stat.go.jp/）を指す。 



ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

なし
国家公務員法第106条の25第１項
等の規定に基づく報告について

内閣官房 内閣人事局
国家公務員の再就職情報を公表することによ
り、国民の信頼や透明性の向上を図るため。

平成20年 四半期
原則３、
６、９、
12月

http://www.cas.go.jp/j
p/gaiyou/jimu/jinjikyo
ku/jinji_j.html

無 － － － － － － － － － － － － －
届出等区分別及び再就職先区分別
再就職件数

国家公務員法第106条の25第１項等

なし
独立行政法人等の役員に就いてい
る退職公務員等の状況

内閣官房 内閣人事局
独立行政法人等の役員に就いている退職公務員
等の状況について明らかにするため。

平成14年度 年 原則12月
http://www.cas.go.jp/j
p/gaiyou/jimu/jinjikyo
ku/jinji_j.html

無 － － － － － － － － － － － － － 役員における退職公務員等の状況
特殊法人等整理合理化計画、公務員制度
改革大綱等

00000002
一般職国家公務員在職状況統計表
（人事統計報告）

内閣官房 内閣人事局 国家公務員の人事管理に資するため。 昭和40年 年 10～11月
http://www.cas.go.jp/j
p/gaiyou/jimu/jinjikyo
ku/jinji_toukei.html

有 － － － ○ － － － － ○ ○ 該当なし － －

・常勤職員在職状況
・検察官在職状況
・再任用職員在職状況
・休職・派遣・休業状況
・非常勤職員在職状況

国家公務員法第20条（統計報告）

なし 管理職への任用状況等について 内閣官房 内閣人事局 管理職への任用の状況等を把握するため。 平成26年度 年 12～１月

https://www.cas.go.jp/j
p/gaiyou/jimu/jinjikyoku
/files/kanri_r050127.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －

・管理職への任用に関する状況
（管理職員数等、府省間人事交流
の実施状況）
・本府省室長級又は課長級の官職
に初めて任用された者についての
状況（採用試験の種類及び勤続年
数、出向経験）
・これまでの慣行にとらわれない
人事運用を行った取組例
・採用（選考を含む）の状況

国家公務員法（昭和22年法律第120号）
第61条の５第１項及び幹部職員の任用等
に関する政令（平成26年政令第191号）
第９条並びに採用昇任等基本方針（平成
26年６月24日閣議決定）７（３）

なし 幹部候補育成課程の運用の状況 内閣官房 内閣人事局 幹部候補育成課程の運用の管理に資するため。 平成27年度 年 ９～11月

https://www.cas.go.jp/
jp/gaiyou/jimu/jinjiky
oku/files/r4_ikusei_jo
ukyou.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －
前年度における幹部候補育成課程
における育成の対象となるべき者
の選定の実施状況　等

国家公務員法（昭和22年法律第120号）
第61条の10第１項及び幹部職員の任用等
に関する政令（平成26年政令第191号）
第14条第１項

なし
女性国家公務員の採用状況のフォ
ローアップ

内閣官房 内閣人事局 女性活躍の推進に資するため。 平成17年 年 ５月頃

https://www.cas.go.jp/
jp/gaiyou/jimu/jinjiky
oku/files/210528_follo
wup.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －
総合職、一般職、専門職及び技術
系区分の採用者に占める女性の割
合

女性国家公務員の採用状況に関する各府
省等からの聞き取り調査

なし
女性国家公務員の登用状況のフォ
ローアップ

内閣官房 内閣人事局
女性活躍及びワークライフバランスの推進に資
するため。

平成17年 年 11月頃

https://www.cas.go.jp/
jp/gaiyou/jimu/jinjiky
oku/files/20211125_fol
lowup.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －

係長相当職（本省）のうち新たに
昇任した職員、係長相当職（本
省）、国の地方機関課長・本省課
長補佐相当職、本省課室長相当
職、指定職相当に占める女性の割
合

一般職国家公務員在職状況統計表（人事
統計報告）等

なし
国家公務員の育児休業等の取得状
況のフォローアップ

内閣官房 内閣人事局
女性活躍及びワークライフバランスの推進に資
するため。

平成17年 年 11月頃

https://www.cas.go.jp/
jp/gaiyou/jimu/jinjiky
oku/pdf/211125_followu
p.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －

新たに育児休業を取得した男性職
員・女性職員の割合（取得率）等
及び「男の産休」の５日以上使用
率

仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状
況調査　等

なし
男性国家公務員の育児に伴う休
暇・休業の取得促進に係るフォ
ローアップ

内閣官房 内閣人事局 男性職員の育休取得推進に資するため。 令和２年 年 ８月

https://www.cas.go.jp/
jp/gaiyou/jimu/jinjiky
oku/pdf/210827_followu
p.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －

子の出生後１年以内の育児に伴う
休暇・休業の取得職員の割合、平
均取得日数、１か月以上取得職員
の割合、取得計画策定率、平均取
得予定日数、１か月以上取得予定
職員の割合

各府省等から提出された国家公務員男性
職員の育児に伴う休暇・休業に関する
データ

00000003 国家公務員退職手当実態調査 内閣官房 内閣人事局
国家公務員退職手当法に基づく退職手当制度の
運用状況について、基礎資料を得るため。

昭和44年度 年 12～１月
https://www.cas.go.jp/
jp/gaiyou/jimu/jinjiky
oku/jinji_c5.html

有 － － － ○ － － － － － － 該当なし － －
退職理由、勤続年数及び退職年齢
別の退職退職手当受給者数及び平
均退職手当額

各府省等から提出された国家公務員の退
職手当についてのデータ

なし 民間から国への職員の受入状況 内閣官房 内閣人事局
民間企業等から国への職員の受入れの透明性を
確保するため。

平成11年度 年 ３月
https://www.cas.go.jp/
jp/gaiyou/jimu/jinjiky
oku/jinji_f1.html

無 － － － － － － － － － － － － － 民間から国への受入者数の推移
採用昇任等基本方針（平成26年６月24日
閣議決定）７（３）

なし
国と地方公共団体との間の人事交
流の実施状況

内閣官房 内閣人事局
国と地方公共団体との間の人事交流の透明性を
確保するため。

平成11年度 年 ３月
https://www.cas.go.jp/
jp/gaiyou/jimu/jinjiky
oku/jinji_f1.html

無 － － － － － － － － － － － － －
国から地方公共団体への出向者数
の推移、地方公共団体から国への
受入者数の推移

地方分権推進計画（平成10年５月29日閣
議決定）及び採用昇任等基本方針（平成
26年６月24日閣議決定）７（３）

00020112 国家公務員死因調査 人事院
職員福祉局職員福祉
課

国家公務員の死因の実情を把握し、職員の健康
管理及び安全管理の向上に資する。

昭和40年
(昭和39年度分)

３年 12月
https://www.jinji.go.j
p/toukei/0112_shiin/sh
iin.html

有 ○ － － ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物 主要死因別順位及び死亡率
国家公務員法第17条に基づき、各府省か
ら提出されたデータ

なし
仕事と家庭の両立支援関係制度の
利用状況調査

人事院
職員福祉局職員福祉
課

育児休業制度等の一般職の国家公務員の仕事と
家庭の両立支援関係制度の利用状況を把握し、
両立支援制度等の検討のための基礎資料とす
る。

平成４年度
（育児休業実態

調査）
その他の調査は

適宜

年 ９月
https://www.jinji.go.j
p/ikuzi/ryouritsu_topp
age.html

無 － － － － － － － － － － － － － 育児休業取得者数及び取得率
勤務時間法第2条、国家公務員法第3条及
び第17条に基づき、各府省等から提出さ
れたデータ

なし 国家公務員長期病休者実態調査 人事院
職員福祉局職員福祉
課

国家公務員の長期病休者の実情を把握し、職員
の健康管理に関する諸施策の検討に資する。

昭和57年
(昭和56年分)

５年 12月

https://www.jinji.go.j
p/kenkou_anzen/health_
mentalpage/choukibyouk
yuu.pdf

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物

・長期病休者数及び長期病休者率
の推移
・長期病休者の性別、傷病別順位
・長期病休者の年齢階層別、傷病
別順位

勤務時間法第2条及び国家公務員法第17
条に基づき、各府省から提出されたデー
タ

00020131 国家公務員災害補償統計 人事院 職員福祉局補償課

一般職の国家公務員に係る補償及び福祉事業の
実施状況を把握し、災害補償制度運営の基礎資
料とする。

昭和27年 年 ２～４月
https://www.jinji.go.j
p/toukei/0131_saigaiho
sho/saigaihosho.html

有 ○ － ○ ○ － － － － ○ ○ 該当なし － －

・事故発生年度別、事由別公務災
害認定件数
・事故発生年度別、態様別通勤災
害認定件数
・補償及び福祉事業の種類別実施
状況

国家公務員災害補償法第２条第４号及び
人事院規則16－４第30条の規定に基づ
き、各実施機関（各府省等）から提出さ
れた報告

なし 懲戒処分等の状況 人事院
職員福祉局審査課
人材局企画課
給与局給与第二課

一般職の国家公務員の懲戒処分及び分限処分の
実施状況を把握し、厳正な服務規律の確保及び
公務の適正かつ能率的な運営に資する。

昭和32年 年 ６月頃
https://www.jinji.go.j
p/hakusho/

無 － － － － － － － － － － － － － 懲戒処分及び分限処分の件数
人事院規則12―０第７条、人事院規則11
―４第13条及び人事院規則11―10第８条
に基づき提出された処分説明書の写し

00020211
一般職の国家公務員の任用状況調
査

人事院 人材局企画課
一般職の国家公務員の任用状況等の実態を把握
し、今後の任用施策等人事行政全般の検討に資
する。

昭和29年度 年 11月

https://www.jinji.go.j
p/toukei/0211_ninnyouj
oukyou/ninnyoujoukyou.
html

有 ○ － － ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物
給与法職員、任期付職員、任期付
研究員、行政執行法人職員：俸給
表別・項目別集計

国家公務員法第17条に基づき、各府省か
ら提出された報告

なし
総合職試験等からの新規採用職員
に対するアンケート調査

人事院 人材局企画課
国家公務員採用総合職試験等に合格して採用さ
れた新人職員の意識を調査し、今後の人材確保
施策へ反映させる。

昭和62年度 年 ６月
https://www.jinji.go.j
p/kisya/2109/anketo202
1.pdf

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物
志望動機、人事院主催説明会等へ
の参加状況等

国家公務員採用総合職試験等に合格し、
合同初任研修に参加した者に対し実施す
るアンケートへの回答

なし 官民人事交流に関する年次報告 人事院 人材局企画課
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第
23条第２項に基づき国会及び内閣に対して報告
を行うため。

平成12年 年 ３月頃
https://www.jinji.go.j
p/kouryu/sub5.html

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物

前年に交流派遣職員であった者が
同年に占めていた派遣先企業にお
ける地位及び当該交流派遣に係る
書類の提出の時に占めていた官
職、3年前の1月1日から前年の12月
31日までの間に交流派遣後職務に
復帰した職員が前年に占めていた
官職及び当該職員が当該復帰の日
の直前に派遣先企業において占め
ていた地位、前年に交流採用職員
であった者が同年に占めていた官
職及び当該交流採用をされた日の
直前に交流元企業において占めて
いた地位（任期中に就く地位）そ
の他必要な事項

国と民間企業との間の人事交流に関する
法律第７条、第８条及び第19条に基づく
各府省から行われた申請、並びに同法第
23条に基づく各府省から提出された報告

Ⅰ　行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計（業務統計）の概要

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

① 統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

1



ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

00020312 国家公務員給与等実態調査 人事院 給与局給与第一課
一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受
ける職員等の給与等の実態を把握し、人事行政
の基礎資料を得る。

昭和24年 年
９月頃
（人事院
勧告後）

https://www.jinji.go.j
p/toukei/0312_koumuink
yuuyo/koumuinkyuuyo.ht
ml

有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物
俸給表別、学歴別人員、平均俸給
額

国家公務員法第17条の規定に基づき、各
府省から提出されたデータ

なし 国家公務員の苦情相談の概要 人事院
公平審査局職員相談
課

人事院に寄せられた苦情相談の概要について取
りまとめたもの。

平成11年 年 ７月頃
https://www.jinji.go.j
p/kisya/2107/soudan01.
html

無 － － － － － － － － － － － － － 件数、内容別内訳
人事院規則13－５第６条に基づき作成さ
れた相談記録

なし
倫理法等違反事案の調査及び懲戒
処分等の状況

人事院
国家公務員倫理審査
会事務局

一般職の国家公務員の倫理法等違反事案の調査
及び懲戒処分等の状況を把握し、職員の倫理の
保持の確保に資する。

平成13年
（平成12年度）

年 ７月
https://www.jinji.go.j
p/rinri/cyousa/jyokyo3
0.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －
倫理法等違反事案の調査及び懲戒
処分等件数

国家公務員倫理法第23条第１項及び第３
項に基づき各府省から提出された報告書

なし

指定職以上の職員に係る贈与等報
告書（令和２年度分）並びに本省
審議官以上の職員に係る株取引等
報告書及び所得等報告書（令和２
年分）の提出状況

人事院
国家公務員倫理審査
会事務局

国家公務員と事業者等との関係の透明性の確保
平成13年

（平成12年度）
年 ７月

https://www.jinji.go.j
p/rinri/new/new_main.h
tml

無 － － － － － － － － － － － － －
贈与等報告書、株取引等報告書及
び所得等報告書の提出件数

国家公務員倫理法第６条、第７条及び第
８条に基づき各府省から提出された報告
書の写し

なし
指定職以上の職員に係る贈与等報
告書の提出状況

人事院
国家公務員倫理審査
会事務局

国家公務員と事業者等との関係の透明性の確保
平成13年

（平成12年度）
四半期

９月、12
月、３
月、６月

https://www.jinji.go.j
p/rinri/new/new_main.h
tml

無 － － － － － － － － － － － － － 贈与等報告書の提出件数
国家公務員倫理法第６条に基づき各府省
から提出された報告書の写し

なし 放射線施設等実態調査 人事院
職員福祉局職員福祉
課健康安全対策推進
室

職員の放射線障害の防止に関する諸施策を講ず
るために必要な基礎資料を得ること

昭和49年 ５年 12月 － 無 － － － － － － － － － － － － 刊行物
放射線施設等を有する機関の状況
や放射線業務の従事状況など

規則10-4（職員の保健及び安全保持）第
２条に基づき、各府省等から提出された
データ

00100503
公益法人の概況及び公益認定等委
員会の活動報告

内閣府
大臣官房公益法人行
政担当室

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律（平成18年法律第49号）第48条及び第57
条の規定に基づき、公益認定等委員会の事務処
理状況、公益法人の活動の状況、公益法人に対
して行政庁がとった措置その他の事項について
の報告、調査を行った結果を取りまとめること
を目的とする。

平成26年 毎年 12月頃

https://www.koeki-
info.go.jp/outline/koueki
_toukei_n4.html

有 － － － ○ － ○ － － － ○ － － －
公益法人数、理事・監事数、公益
目的事業区分、資産状況、監督状
況等

公益認定の申請（公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律第７
条）、財産目録等の提出（公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律
第22条第１項）等の規定により、法人か
ら把握した情報

令和２年度分まで
をe-Statにおいて
公表済み
その他の年度につ
いては随時公開予
定

00100112 児童手当事業年報 内閣府 子ども・子育て本部
児童手当制度における受給者数、支給対象児童
数等の状況を把握し、児童手当制度の基礎資料
を得ることを目的とする。

昭和47年
（昭和46年度

分）
年 ２月頃

https://www8.cao.go.jp
/shoushi/jidouteate/ne
npou.html

有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －
・受給者数
・支給対象児童数
・支給総額

市町村及び公務員の所属庁において支払
われた児童手当及び特例給付に関する情
報（児童手当法第29条第１項、地方自治
法第245条の４第１項）

00100118
教育・保育施設等における事故報
告集計

内閣府 子ども・子育て本部

教育・保育施設等で発生した死亡事故等を把握
し公表することで、不慮の事故の回避を促すと
ともに、今後の施設等における安全管理検討の
ための基礎資料とする。

平成28年
（平成27年度分
から公表）

年
６月～８

月

https://www8.cao.go.jp
/shoushi/shinseido/out
line/index.html#shuuke
i

無 － － － － － － － － － － － － － 事故報告件数　等

教育・保育施設等において発生した事故
に関する情報（児童福祉法施行規則第49
条の7の2、特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準第32
条、第50条）

00100504
特定歴史公文書等の保存及び利用
の状況

内閣府
大臣官房公文書管理
課

公文書等の管理を適切に行うために、文書管理
を所管する内閣総理大臣が、その現状を一元的
に把握し、コンプライアンスの確保に努めるこ
とを目的とする。

平成24年度 年 11月
https://www8.cao.go.jp
/chosei/koubun/houkoku
/houkoku.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・特定歴史公文書等の所蔵件数及
び目録の記載状況

・利用請求件数　等

特定歴史公文書等の保存及び利用の状況
について（公文書管理法第26条）

00100505 行政文書の管理の状況 内閣府
大臣官房公文書管理
課

公文書等の管理を適切に行うために、文書管理
を所管する内閣総理大臣が、その現状を一元的
に把握し、コンプライアンスの確保に努めるこ
とを目的とする。

平成24年度 年 11月
https://www8.cao.go.jp
/chosei/koubun/houkoku
/houkoku.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・行政文書ファイル等の保有数

・行政文書ファイル等の媒体の種
別

等

行政文書ファイル管理簿の記載状況その
他の行政文書の管理の状況について（公
文書管理法第9条）

00100506 法人文書の管理の状況 内閣府
大臣官房公文書管理
課

公文書等の管理を適切に行うために、文書管理
を所管する内閣総理大臣が、その現状を一元的
に把握し、コンプライアンスの確保に努めるこ
とを目的とする。

平成24年度 年 11月
https://www8.cao.go.jp
/chosei/koubun/houkoku
/houkoku.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・法人文書ファイル等の保有数

・保存期間が満了したときの措置
（レコードスケジュール）の設定
状況　等

法人文書ファイル管理簿の記載状況その
他の法人文書の管理の状況について（公
文書管理法第12条）

00130001 犯罪統計 警察庁
刑事局捜査支援分析
管理官

犯罪情勢を把握し、警察活動等の分析に用いる
ため。

昭和21年 月、年
毎月、
年：２月

https://www.npa.go.jp/
publications/statistic
s/sousa/statistics.htm
l

有 ○ － ○ ○ － ○ － － ○ ○ ○ － 刊行物
・刑法犯認知件数、検挙件数、検
挙人員
・特別法犯検挙件数、検挙人員

犯罪統計規則（昭和40年国家公安委員会
規則第４号）

00130002 道路の交通に関する統計 警察庁 交通局交通企画課
効果的な交通事故防止施策の基礎となる交通事
故統計を作成するため。

昭和23年
月、半
年、年

毎月
半年：
７～９月
年：
１～３月

https://www.npa.go.jp/
publications/statistic
s/koutsuu/index_jiko.h
tml

有 ○ － ○ ○ － ○ － － ○ ○ ○ － 刊行物

・交通事故統計
・30日以内交通事故死者の状況
・交通死亡事故の特徴及び道路交
通法違反取締り状況
・交通事故の発生状況

交通事故統計事務取扱要綱（令和３年８
月３日付け警察庁丙交企発第82号ほか別
添）

なし
行政機関等個人情報保護法施行状
況調査

個人情報保護委員会 事務局監視・監督室

本法の施行の状況を把握し、必要と認める場合
には改善措置を適時適切に講ずる必要があるた
め。また、本法の施行の状況を広く国民に明ら
かにして透明性を高め、本法及びその運用に関
して正確な理解を深めるため。

平成18年 年 不定期 準備中 無 － － － － － － － － － － － － －

・開示請求件数、処理の状況
・個人情報の漏えい等の件数
・保有個人情報に係る安全確保の
措置の状況

行政機関の保有する個人情報の保護に関
する法律第49条及び独立行政法人等の保
有する個人情報の保護に関する法律第48
条に基づき、行政機関及び独立行政法人
等からなされた報告

令和３年度までは
総務省行政管理局
において実施。

なし
消費者事故等に関する情報の集約
及び分析の取りまとめ結果の報告

消費者庁
参事官（調査研究・
国際担当）

消費者安全法に基づき通知された消費者事故等
に関する情報について集約・分析し、消費者被
害の未然防止、拡大防止等の施策に活用する。

平成22年 年
６月

（予定）

https://www.caa.go.jp/
policies/policy/consum
er_research/white_pape
r/

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物
消費者安全法に基づき通知された
消費者事故等

消費者安全法に基づき通知された消費者
事故等（消費者安全法第12条）

なし
行政機関における公益通報者保護
法の施行状況調査

消費者庁
参事官（公益通報・
協働担当）

国（関係府省庁及び外局）、都道府県、市区町
村（合計約1,800機関）における、内部の職員等
からの通報・相談窓口の設置状況、通報の受理
等の件数、外部の労働者からの通報・相談窓口
の設置状況、公益通報の受理等の件数等の調査
を通じて、公益通報者保護制度の円滑な運用と
実効性の向上に向けた検討に関する基礎資料と
する。

平成19年度 年
3月

（予定）

https://www.caa.go.jp/
policies/policy/consum
er_partnerships/whisle
blower_protection_syst
em/research/#domestic

無 － － － － － － － － － － － － －

Ⅰ.内部の職員等からの通報
･ 各行政機関の通報・相談窓口の
設置状況、内部規程の制定状況
・各行政機関が受け付けている通
報対象事実の範囲
・各行政機関の通報の受理件数、
調査に着手した件数、是正措置等
を講じた件数

Ⅱ.外部の労働者からの公益通報
・各行政機関の通報･相談窓口の設
置状況
・通報のあった対象法律、受理件
数、調査に着手した件数、是正措
置等を講じた件数、措置の内容

行政機関における公益通報者保護法の施
行状況を把握するため、各府省庁、都道
府県、市区町村から提出された調査票
（消費者庁及び消費者委員会設置法第５
条）

00160003 地方消費者行政の現況調査 消費者庁 地方協力課

地方自治体における消費者行政の現況を把握
し、地方消費者行政支援の企画・立案に資する
ことを目的としている。
本調査は、地方に出向き、ヒアリングを行うな
どの取組の延長として行うものであり、その結
果は執務上の参考資料となる。

平成21年 年
10月

（予定）

https://www.caa.go.jp/
policies/policy/local_
cooperation/local_cons
umer_administration/st
atus_investigation/

有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －

地方自治体ごとの相談窓口の設
置・開所状況、位置付け、行政担
当職員の配置状況及び資格保有状
況などの現況

地方消費者行政の実態を把握するため、
各自治体から提出されたデータ
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

なし
公益通報者保護制度に関する民間
事業者・労働者の実態調査

消費者庁
参事官（公益通報・
協働担当）

民間事業者（約15,000社）及び労働者（約3,000
人）を対象に、公益通報者保護法の認知状況や
内部通報制度の運用上の課題等の調査を通じ
て、公益通報者保護制度の普及・啓発、実効性
の向上に向けた検討に関する基礎資料とする。

平成17年度
おおむね
隔年

１月
（予定）

https://www.caa.go.jp/
policies/policy/consum
er_partnerships/whisle
blower_protection_syst
em/research/#domestic

無 － － － － － － － － － － － － －

民間事業者に関する事項
・公益通報者保護法の認知状況
・内部通報制度の導入の目的・理
由
・内部通報制度の信頼性・安心感
向上のために事業者が講じている
方策
・公益通報者保護制度の実効性を
向上させるために求められる措置

労働者に関する事項
・公益通報者保護法の認知状況
・通報・相談窓口を利用しやすく
するために労務提供先に望むこと
・公益通報者保護制度の実効性を
向上させるために求められる措置

民間事業者及び労働者の公益通報者保護
法の認知状況等の実態を把握するため、
民間事業者及び労働者から提出された調
査票（消費者庁及び消費者委員会設置法
第４条第22号）

なし
風評被害に関する消費者意識の実
態調査

消費者庁 消費者安全課

消費者庁では、東京電力福島第一原子力発電所
事故を受けて、消費者の理解増進を図る風評被
害対策に取り組んでいる。この取組の一環とし
て、消費者意識の実態調査を行い、本調査結果
を継続して行っている全国各地でのリスクコ
ミュニケーションを始め、各種の施策等に活用
している。

平成24年度 年
２月
(予定)

https://www.caa.go.jp/
disaster/earthquake/un
derstanding_food_and_r
adiation/#harmful_rumo
r

無 － － － － － － － － － － － － －
・検査についての知識
・食品選択についての考え方
・低線量リスクの受け止め　等

風評被害に関する消費者意識の実態を調
査するため、被災地域及び都市圏の消費
者を対象としたインターネット調査によ
り得られたデータ

なし 食品表示に関する消費者意向調査 消費者庁 食品表示企画課

消費者基本計画（令和２年３月31日閣議決定）
において、食品表示制度について、消費者の更
なる食品表示の活用に向け、戦略的な普及啓発
に取り組むこととされている。
本調査は、消費者の食品表示制度に対する理解
度等を調査し、その結果を分析することで、食
品表示法等の関係法令やガイドライン等の定着
状況を把握するとともに、消費者の食品表示に
対するニーズを把握し、食品表示制度の見直し
に役立てることを目的とする。

平成28年度 年
６月

（予定）

https://www.caa.go.jp/p
olicies/policy/food_label
ing/information/researc
h/2021/#food220624

無 － － － － － － － － － － － － －

ア）属性（消費者の年齢、地域、
男女の別等）
イ）食品表示制度等の理解・活用
状況
・栄養表示、アレルゲン表示、原
材料・添加物表示、原料原産地表
示、製造所固有記号等の理解・活
用状況（製造所固有記号届出デー
タベースの活用状況を含む。）
ウ）個別のテーマについて
・アレルゲン表示の活用状況、課
題及び要望
・食品添加物表示に関する認知度
等
・新たな原料原産地表示制度の認
知度、理解度等
・乳児規格適用食品の認知度等
エ）現行の食品表示に対する課題
と要望
・文字の大きさ、情報量のバラン
ス及び表示方法等

消費者の食品表示に対する認知状況等の
実態を把握するため、ウェブを用いて提
出された調査票（消費者庁及び消費者委
員会設置法第４条14の２）

なし 消費者意識基本調査 消費者庁
参事官（調査研究・
国際担当）

消費者の日常の消費生活における意識や行動、
消費者事故・トラブルの経験等を調査し、その
結果を分析することで、消費者問題の現状や求
められる政策ニーズ等を把握し、消費者政策の
企画立案にいかす。

平成24年度 年
７月
(予定)

https://www.caa.go.jp/
policies/policy/consum
er_research/research_r
eport/survey_002/

無 － － － － － － － － － － － － －
日頃の消費生活での意識や行動、
消費者トラブルの経験等の消費生
活全般

調査対象者から委託業者を通じて取得し
た個票データ及び委託業者が作成した集
計表

なし 消費生活意識調査 消費者庁
参事官（調査研究・
国際担当）

本調査は、インターネットアンケートサービス
を活用して、消費者の意識や行動、消費者トラ
ブルの状況等を把握することを目的とする。

令和４年度 不定期
７月、10
月、12月

https://www.caa.go.jp/
policies/policy/consum
er_research/research_r
eport/survey_003/

無 － － － － － － － － － － － － －
日頃の消費生活での意識や行動、
消費者トラブルの経験等の消費生
活全般

インターネット調査によって得られた
データ

なし 行政手続等の棚卸結果等 デジタル庁 戦略・組織グループ
行政手続のオンライン化状況等の実態把握のた
め。

平成15年 年
おおむね
３月

https://cio.go.jp/tets
uduki_tanaoroshi

無 － － － － － － － － － － － － －
・オンラインでの利用が可能な申
請・届出等手続数
・行政手続のオンライン利用率

情報通信技術を活用した行政の推進等に
関する法律（平成14年法律第151号）第
16条の規定により、行政機関が公表した
資料
※ 各行政機関が集計・とりまとめた数
値を活用しており、個別データ等は保有
していない。

平成30年度以前の
調査は総務省にお
いて、平成31年度
～令和2年度まで
は内閣官房（情報
通信技術（IT）総
合戦略室）におい
て実施。

なし
行政執行法人の常勤職員数の国会
報告

総務省
行 政 管 理 局 管 理官
（独立行政法人制度
総括）

行政執行法人の常勤職員数を把握するもの。 平成13年度 年 ３月頃
https://www.soumu.go.j
p/main_sosiki/gyoukan/
kanri/satei2_06.html

無 － － － － － － － － － － － － － 常勤職員数 独立行政法人通則法第60条第２項

なし
地方公共団体における行政手続等
のオンライン利用の状況

総務省
自治行政局地域情報
化企画室

行政手続のオンライン化状況等の実態把握のた
め。

平成15年 １年
おおむね
３月

https://www.soumu.go.j
p/denshijiti/index_0000
3.html

無 － － － － － － － － － － － － －

地方公共団体の行政手続等に係る
オンライン利用状況を把握するた
め、地方公共団体における主要な
電子申請・届出等手続のうち、
「デジタル社会の実現に向けた重
点計画」（令和４年６月７日閣議
決定）において、地方公共団体が
優先的に、かつ、早急にオンライ
ン化を推進すべき手続等の手続総
件数及びオンライン手続件数の実
績について調査

「地方公共団体におけるオンライン利用
促進指針」（令和２年３月４日改訂）に
基づき、地方公共団体の取組をフォロー
アップするため、政府において毎年度オ
ンライン利用率の把握を行い公表するこ
ととされている。

00200111
行政機関等情報公開法施行状況調
査

総務省
行政管理局調査法制
課法制管理室

本法の施行の状況を的確に把握し、広く国民に
明らかにすることによって、情報公開制度及び
その運用に対する正確な理解を深めること。

平成14年
年 不定期

https://www.soumu.go.j
p/main_sosiki/gyoukan/
kanri/jyohokokai/chous
a.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・開示請求の件数と処理の状況
・開示決定等の状況
・審査請求の件数と処理の状況
・手数料の減免の状況

行政機関の保有する情報の公開に関する
法律第23条及び独立行政法人等の保有す
る情報の公開に関する法律第24条に基づ
き、行政機関及び独立行政法人等からな
された報告

00200101
行政手続法の施行状況に関する調
査

総務省
行政管理局調査法制
課法制管理室

行政手続法の施行状況を調査し、同法の円滑か
つ的確な施行を確保するため。

平成７年度 不定期 不定期

https://www.soumu.go.j
p/main_sosiki/gyoukan/
kanri/tetsuzukihou/ind
ex.html#chousa

無 － － － － － － － － － － － － －

・審査基準・標準処理期間・処分
基準等の設定状況
・処分等の求めへの対応状況
・意見公募手続等の実施状況　等

・申請に対する処分データ（行政手続法
第5条・第6条）
・不利益処分データ（行政手続法第12
条・第13条）
・行政指導データ（行政手続法第35条・
第36条・第36条の2）
・処分等の求めデータ（行政手続法第36
条の3）
・意見公募手続等データ（行政手続法第
3条・第4条・第39条・第40条・第42条・
第43条）

00200102
行政不服審査法等の施行状況に関
する調査

総務省
行政管理局調査法制
課法制管理室

行政不服審査法等に基づき、国又は地方公共団
体に対して行われた不服申立ての件数、処理状
況等の実態を把握し、その施行状況を広く国民
に明らかにすることにより、不服申立制度の適
正かつ適格な運用を図るための基礎資料を得る
ため。

昭和37年度 不定期 不定期
http://www.soumu.go.jp
/main_sosiki/gyoukan/k
anri/fufuku/#chousa

無 － － － － － － － － － － － － －

・不服申立ての類型ごとの処理件
数、処理内容、不服申立てから処
理までに要した期間、次年度に処
理を繰り越した件数等

・行政庁に為された不服申立て（審査請
求、再調査の請求及び再審査請求（行政
不服審査法第２条、第３条、第５条、第
６条等）)等

なし 行政相談の実績 総務省
行政評価局行政相談
企画課

行政相談受付件数を把握し、行政相談業務の運
営に資するため。
また、そのデータを公表することにより、国民
に行政相談を周知し、利用を促すため。

昭和36年 年
おおむね
６月

https://www.soumu.go.j
p/main_sosiki/hyouka/s
oudan_n/jituseki.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・受付窓口別行政相談受付件数
・相談内容別行政相談受付件数
・行政分野別行政相談受付件数

行政相談総合システムに登録されている
情報
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

なし 政策評価の実施状況等の国会報告 総務省
行政評価局政策評価
課

各行政機関における政策評価等の実施状況並び
にこれらの結果の政策への反映状況を明らかに
するため。

平成14年 年 ６月頃

https://www.soumu.go.j
p/main_sosiki/hyouka/s
eisaku_n/nenji_houkoku
.html

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物
・政策評価等の実施状況
・政策評価の結果の政策への反映
状況

行政機関が行う政策の評価に関する法律
（平成13年法律第86号）第19条

00200241
住民基本台帳に基づく人口、人口
動態及び世帯数調査

総務省
自治行政局住民制度
課

住民基本台帳に記載されている者の数及びそれ
らの者が構成している世帯の数を明らかにする
こと。

昭和43年
（人口動態は昭

和54年）
年

６～７月
頃

http://www.soumu.go.jp
/main_sosiki/jichi_gyo
usei/daityo/gaiyou.htm
l

有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物 人口、人口動態及び世帯数 住民基本台帳（住民基本台帳法第37条）

なし
地方行政サービス改革の取組状況
等に関する調査

総務省
自治行政局市町村課
行政経営支援室

地方公共団体における行政改革の取組状況等を
把握するため。

平成23年度 年 ３月頃
http://www.soumu.go.jp
/iken/main.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・窓口業務の民間委託等の実施状
況　等

「地方行政サービス改革の取組状況等に
関する調査」の結果

なし
公の施設の指定管理者制度の導入
状況等に関する調査結果

総務省
自治行政局市町村課
行政経営支援室

地方公共団体における公の施設の指定管理者制
度の導入状況を把握するため。

平成18年度 ３年 ３月頃

https://www.soumu.go.j
p/main_content/000804
851.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －
・指定管理者制度の導入施設数
・指定管理者制度の導入施設の状
況　等

「公の施設の指定管理者制度の導入状況
等に関する調査」の結果

なし
地方公共団体間の事務の共同処理
の状況調

総務省 自治行政局市町村課
地方公共団体相互間における事務の共同処理の
状況を把握するため。

昭和39年度 ２年
12～３月

頃

https://www.soumu.go.j
p/main_content/000799
469.pdf

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物

連携協約、協議会、機関等の共同
設置、事務の委託、事務の代替執
行、一部事務組合、広域連合の設
置状況（処理方式・事務の種類・
設置主体別の状況等）

地方自治法第245条の４

00200201
行政投資実績＜都道府県別行政投
資実績報告書＞

総務省
自治行政局地域振興
室

国、地方公共団体等が行う投資的事業の地域
別、事業別の実施状況を把握し、今後の社会資
本整備、さらには国土政策や地域政策の推進に
資すること。

昭和37年 年
12～３月

頃

http://www.soumu.go.jp
/main_sosiki/jichi_gyo
usei/c-
gyousei/kanrentoukei.h
tml

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ ○ － 刊行物 地域別、事業別行政投資額 「決算書」（地方自治法第233条）

・業務統計の作成
に際し、届出者か
らの同意を得て当
該行政記録情報を
使用
・e-stat掲載は平
成18年度版以降の
分

なし 自治体DX・情報化推進概要 総務省
自治行政局地域情報
化企画室

地方公共団体における行政情報化施策等の取組
みを支援する際の参考とするため。

平成９年から作
成していること

を確認
１年

おおむね3
月

http://www.soumu.go.jp
/denshijiti/060213_02.
html

無 － － － － － － － － － － － － －
地方公共団体の行政情報化の推進
状況

都道府県、市区町村を対象にした行政情
報化調査結果

なし 土地開発公社事業実績調査結果 総務省
自治行政局地域振興
室

全国の土地開発公社の経営状況などを把握する
ため。

平成12年
(確認できるも
の)

年
12～３月

頃

https://www.soumu.go.j
p/menu_news/s-
news/01gyosei09_020001
32.html

無 － － － － － － － － － － － － － 土地の取得実績、土地の保有状況
全国の土地開発公社の土地の取得実績や
土地の保有状況

・業務統計の作成
に際し、届出者か
らの同意を得て当
該行政記録情報を
使用

00200216 地方公共団体定員管理調査結果 総務省
自治行政局公務員部
給与能率推進室

地方公共団体の職員数や部門別の配置等の実態
を調査し、適正な定員管理に資することを目的
とする。

昭和50年 年 12月
http://www.soumu.go.jp
/main_sosiki/jichi_gyo
usei/c-gyousei/teiin/

有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物
地方公共団体における部門別、職
種別職員数

地方自治体が業務遂行上得られた、地方
公務員の職員数に関するデータ
根拠：地方自治法第245条の４

00200211
地方公務員給与実態調査（補充調
査、附帯調査）

総務省
自治行政局公務員部
給与能率推進室

地方公務員の給与の実態を明らかにし、あわせ
て地方公務員の給与に関する制度の基礎資料を
得ることを目的とする。

昭和37年

附帯調査
は５年
それ以外
の年に補
充調査

補充調査
は12月
附帯調査
は翌年３

月

http://www.soumu.go.jp
/iken/kyuyo.html

有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物
職種別職員数・給与額及び採用職
員数、退職者数・手当額 等

地方自治体が業務遂行上得られた、地方
公務員の給与情報に関するデータ
根拠：地方自治法第245条の４

00200221 地方公務員共済組合等事業年報 総務省
自治行政局公務員部
福利課

地方公務員共済組合の制度全般についての現状
と動向を把握するため。

昭和38年度 年 ３月

http://www.soumu.go.jp
/main_sosiki/jichi_gyo
usei/koumuin_seido/jig
you_nenpou.html

有 － － － ○ － ○ － － － ○ 該当なし － 刊行物

・地共済法の適用状況
・短期・長期給付支給状況
・各経理貸借対照表及び損益計算
書等

・貸借対照表及び損益計算書（地方公務
員等共済組合法第22条第２項）
・事業報告書（地方公務員等共済組合法
施行規程第167条第２項及び第３項）

00200231
地方公共団体の議会の議員及び長
の所属党派別人員調

総務省
自治行政局選挙部管
理課

選挙関係業務の参考に資するため。
平成12年

(確認できるも
の)

年 ４月
http://www.soumu.go.jp
/senkyo/senkyo_s/data/
syozoku/

有 － － － ○ － ○ － － － － 該当なし － －
地方公共団体の議会の議員及び長
の所属党派別人員数等

公職選挙法（第５条の３）

00200232
選挙人名簿及び在外選挙人名簿登
録者数

総務省
自治行政局選挙部管
理課

選挙関係業務の参考に資するため。
平成12年

(確認できるも
の)

年 12月
http://www.soumu.go.jp
/senkyo/senkyo_s/data/
meibo/

有 － － － ○ － － － － － － 該当なし － － 選挙人名簿登録者数等 公職選挙法（第５条の３）

00200233
地方公共団体の議会の議員及び長
の任期満了に関する調

総務省
自治行政局選挙部管
理課

選挙関係業務の参考に資するため。
平成12年

(確認できるも
の)

年 １月
http://www.soumu.go.jp
/senkyo/senkyo_s/data/
ninki/

有 － － － ○ － － － － － － 該当なし － －
地方公共団体の議会の議員の任期
満了数等

公職選挙法（第５条の３）

00200234 地方選挙結果調 総務省
自治行政局選挙部管
理課

選挙関係業務の参考に資するため。 昭和22年 ４年
まとまり
次第

http://www.soumu.go.jp
/senkyo/senkyo_s/data/
chihou/

無 － － － － － ○ － － － － － － － 統一地方選挙の結果 公職選挙法（第５条の３）

00200235
衆議院議員総選挙 高裁判所裁
判官国民審査結果調

総務省
自治行政局選挙部管
理課

選挙関係業務の参考に資するため。 明治23年 不定期
まとまり
次第

http://www.soumu.go.jp
/senkyo/senkyo_s/data/
shugiin/

有 － － － － － ○ － － － － 該当なし － － 衆議院総選挙等の結果 公職選挙法（第５条の３）

00200236 参議院議員通常選挙結果調 総務省
自治行政局選挙部管
理課

選挙関係業務の参考に資するため。 昭和22年 ３年
まとまり
次第

http://www.soumu.go.jp
/senkyo/senkyo_s/data/
sangiin/

有 － － － － － ○ － － － － 該当なし － － 参議院通常選挙の結果 公職選挙法（第５条の３）

なし 政治資金収支報告の概要 総務省
自治行政局選挙部政
治資金課収支公開室

政治資金の収支等を明らかにするため。 不明 年

11月（総
務大臣届
出分）
12月（都
道府県選
管届出
分）

http://www.soumu.go.jp
/senkyo/seiji_s/data_s
eiji/

無 － － － － － － － － － － － － － 政治資金の収支の状況等
政治資金規正法第12条、第17条に基づい
て提出された政治資金収支報告書

なし 政党交付金使途等報告の概要 総務省
自治行政局選挙部政
党助成室

政党交付金の使途等を明らかにするため。 平成８年 年 ９月

https://www.soumu.go.j
p/senkyo/seiji_s/data_s
eitou/

無 － － － － － － － － － － － － － 政党交付金の使途
政党助成法第17条、第28条、第29条に基
づいて提出された政党交付金使途等報告
書

なし
第三セクター等の状況に関する調
査結果

総務省
自治財政局公営企業
課

地方公共団体が出資・出えんを行っている法人
等の出資、経営等の状況を把握するため。

平成12年 隔年 12月

http://www.soumu.go.jp
/main_sosiki/c-
zaisei/kouei/02zaisei0
6_03000041.html

無 － － － － － － － － － － － － －
第三セクター等の数・出資額・決
算資料等

地方公共団体が出資・出えんを行う企業
の決算（地方自治法第252条の17の５）

00200251 地方財政状況調査 総務省
自治財政局財務調査
課

法定白書である「地方財政の状況（地方財政白
書）」を作成　等

昭和26年 年 ３月
http://www.soumu.go.jp
/iken/jokyo_chousa_shi
ryo.html

有 ○ － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物 地方財政白書等
地方公共団体の決算（地方自治法第252
条の17の５）

00200252 公共施設状況調査 総務省
自治財政局財務調査
課

公共施設の現況を把握して地方公共団体の能率
的な行政に資するための資料作成等

昭和37年 年 ３月
http://www.soumu.go.jp
/iken/shisetsu/

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物 地方財政白書
地方公共団体の施設の数（地方自治法第
252条の17の５）

なし
地方公共団体の決算に係る財務書
類の作成状況等

総務省
自治財政局財務調査
課

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革
の推進に関する法律（平成18年法律第47号）第
62条第2項の規定に基づき、地方公共団体の財務
書類の整備に関しての情報を提供

平成18年度 年 ７月
http://www.soumu.go.jp
/iken/kokaikei/

無 － － － － － － － － － － － － －
地方公共団体の財務書類の作成状
況

地方公共団体の財務書類の作成状況等
（簡素で効率的な政府を実現するための
行政改革の推進に関する法第62条第２
項）

なし
決算に基づく健全化判断比率・資
金不足比率

総務省
自治財政局財務調査
課、公営企業課

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条
第5項及び第22条第3項の規定に基づき、地方公
共団体から報告のあった健全化判断比率及び資
金不足比率を取りまとめ、その概要を公表

平成20年度 年

９月
(速報)
11月
(確報)

http://www.soumu.go.jp
/iken/zaisei/kenzenka/

無 － － － － － － － － － － － － － 団体別健全化判断比率
健全化判断比率等（地方公共団体の財政
の健全化に関する法律第３条第５項。第
22条第３項）

なし 放送の停止事故の発生状況 総務省
情報流通行政局放送
技術課（地域放送推
進室）

総務省は、放送法（昭和25年法律第132号）の規
定に基づき、放送事業者から、設備の状況（放
送停止事故の発生状況）について、定期的に報
告を求めており、この結果を公表するため。

平成23年 年
おおむね
10月

https://www.soumu.go.j
p/menu_seisaku/ictseis
aku/housou_suishin/hos
o_teishijiko.html

無 － － － － － － － － － － － － － 放送の停止事故の発生状況
設備に関する報告（放送法施行規則第
127、159条）

なし 字幕放送等の実績 総務省
情報流通行政局地上
放送課、衛星・地域
放送課

テレビジョン放送を行う基幹放送事業者による
字幕放送等の実績を明らかにするため

平成14年度 年
おおむね
９月

https://www.soumu.go.j
p/menu_news/s-
news/01ryutsu09_020002
96.html

無 － － － － － － － － － － － － － 字幕放送等の時間数
字幕放送等の時間数（放送分野における
情報アクセシビリティに関する指針）
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

なし 民間放送事業者の収支状況 総務省

情報流通行政局地上
放送課（衛星・地域
放送課、地域放送推
進室）

民間放送事業者の収支状況を把握するため。 不明 年
おおむね
９月

https://www.soumu.go.j
p/menu_news/s-
news/01ryutsu09_02000
297.html

無 － － － － － － － － － － － － －
地上基幹放送事業者、衛星系放送
事業者、有線テレビジョン放送事
業者の収支状況等

・電波法施行規則第43条の２第２項
・放送法施行規則第86条第２項
・放送法施行規則第170条第２項

なし ケーブルテレビの現状 総務省
情 報 流 通 行 政 局衛
星・地域放送課地域
放送推進室

ケーブルテレビの普及状況等を把握するため。
昭和63年

(確認できるも
の)

１年
おおむね
９月

http://www.soumu.go.jp
/menu_seisaku/ictseisa
ku/housou_suishin/catv
_toukei.html

無 － － － － － － － － － － － － －
登録に係る自主放送を行うための
有線電気通信設備によりサービス
を受ける加入世帯数等

放送法施行規則第169条、第170条等

なし 特定信書便事業の現況 総務省
情報流通行政局郵政
行政部信書便事業課

特定信書便事業の現況を把握するため。 平成20年

年（ただ
し平成24
年は報道
発表せ
ず。）

８月又は
９月（ま
とまり次
第）

https://www.soumu.go.j
p/menu_news/s-
news/01ryutsu17_020000
82.html

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物
特定信書便事業者数、役務別提供
者数、信書便物引受通数、信書便
売上高 等

民間事業者による信書の送達に関する法
律施行規則（平成15年総務省令第27号）
第41条の規定に基づき、事業者から毎年
７月10日までに提出される前年度の事業
実績報告書

民間事業者による
信書の送達に関す
る法律施行規則
（平成15年総務省
令第27号）第41条
の規定に基づき、
事業者から毎年７
月10日までに提出
される前年度の事
業実績報告書

なし
電気通信事業分野における市場検
証に関する年次レポート

総務省
総合通信基盤局電気
通信事業部事業政策
課

電気通信事業分野における市場動向の分析・検
証結果等を公表するため。

平成29年 年
おおむね
８月

https://www.soumu.go.j
p/main_sosiki/joho_tsu
sin/kyousouhyouka/kekk
a.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・固定系通信市場の動向
・移動系通信市場の動向
など

事業報告書（電気通信事業報告規則）

なし
電気通信サービスの契約数及び
シェアに関する四半期データ

総務省

総合通信基盤局電気
通信事業部事業政策
課 、 料 金 サ ー ビス
課、データ通信課

電気通信事業の公正な競争の促進、電気通信役
務の円滑な提供の確保、電気通信の健全な発達
等が図られているか分析・検証を行うことを目
的としている。

平成15年 四半期
６月、９
月、12
月、３月

https://www.soumu.go.j
p/main_sosiki/joho_tsu
sin/kyousouhyouka/data
.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・固定系通信の契約数の推移
・移動系通信の契約数の推移
など

事業報告書（電気通信事業報告規則）

なし
通信量からみた我が国の音声通信
利用状況

総務省
総合通信基盤局電気
通信事業部料金サー
ビス課

国民生活や社会経済活動に不可欠な電気通信
サービスの在り方を検討するために、その利用
動向を客観性、信頼性のあるデータに基づいて
把握すること、また、そのデータを公表するこ
とにより、国民利用者の電気通信サービスに対
する理解を深めることを目的としている。

昭和63年 年度
11～３月

頃

https://www.soumu.go.j
p/joho_tsusin/eidsyste
m/market01_05_01.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・固定系通信（加入電話・ＩＳＤ
Ｎ）の各利用状況
・ＩＰ電話の利用状況
・移動系通信（携帯電話・ＰＨ
Ｓ）の利用状況
・国際電話の利用状況

事業報告書（電気通信事業報告規則）

なし
我が国のインターネットにおける
トラヒックの集計・試算

総務省
総合通信基盤局電気
通信事業部データ通
信課

我が国のインターネットにおけるトラヒックの
実態を把握するため。

平成17年 年２回
おおむね
８月、２

月

https://www.soumu.go.j
p/joho_tsusin/eidsyste
m/market01_05_03.html

無 － － － － － － － － － － － － － 固定（ISP、IX）のトラヒック状況
電気通信サービスの契約数及びシェアに
関する四半期データ

なし 電気通信サービスの事故発生状況 総務省

総合通信基盤局電気
通信事業部電気通信
技 術 シ ス テ ム 課安
全・信頼性対策室

１年間の電気通信サービスの安全・信頼性の状
況評価の一環

平成20年度 年
７～９月

頃

https://www.soumu.go.j
p/menu_seisaku/ictseis
aku/net_anzen/jiko/res
ult.html

無 － － － － － － － － － － － － －
継続時間、影響利用者数、原因、
対象設備、影響を受けた役務　等

電気通信事故発生状況の報告（電気通信
事業法第28条、第166条、電気通信事業
法施行規則第58条及び電気通信事業報告
規則第７条の３）

なし 電気通信番号の使用状況 総務省

総合通信基盤局電気
通信事業部電気通信
技術システム課番号
企画室

電気通信番号の効率的な使用の確保に資するた
め。

平成16年 年
７～８月

頃

https://www.soumu.go.j
p/menu_news/s-
news/01kiban06_02000
097.html

無 － － － － － － － － － － － － － 電気通信番号の使用状況
電気通信事業報告規則第８条（電気通信
番号に関する使用状況報告）

なし 固定端末系伝送路設備の設置状況 総務省
総合通信基盤局電気
通信事業部料金サー
ビス課

電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第33条
第１項の規定の適正な運用のため。

平成16年度 年１回
６月～８
月頃

https://www.soumu.go.j
p/johotsusintokei/fiel
d/tsuushin03.html

無 － － － － － － － － － － － － －
各単位指定区域における固定端末
系伝送路設備の設置状況

事業報告書（電気通信事業報告規則）

00200523 住民基本台帳人口移動報告 総務省
統計局統計調査部国
勢統計課

市町村長（東京都特別区の区長を含む。）が作
成する住民基本台帳により、人口の移動状況を
明らかにすること。

昭和29年 月
毎月、
年：１
月、４月

http://www.stat.go.jp/
data/idou/

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ ○ － 刊行物

・男女別移動者数、都道府県内移
動者数及び都道府県間移動者数
・年齢５歳階級別転入超過数
・市区町村別転入者数及び転出者
数
等

住民基本台帳法第37条（資料の提供）

なし 統計法施行状況報告 総務省
政策統括官（統計制
度担当）付統計企画
管理官

統計法の適正な運用を確保する目的から、毎年
度、総務大臣が、統計法の施行状況について把
握するもの。

平成21年度 年 ７月
https://www.soumu.go.j
p/toukei_toukatsu/inde
x/seido/shoukoku.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

・基幹統計調査の申請件数、実施
件数、公表件数
・一般統計調査の承認件数、実施
件数、公表件数
など、統計法の施行状況を条文ご
とに概括したもの。

統計法第55条第１項に基づく各府省等か
らの報告

統計表については
報告書の一部とし
て掲載されてい
る。

00200051 恩給統計 総務省
政策統括官（恩給担
当）付恩給管理官付
情報処理調整官室

恩給受給者数等の現状を把握し、恩給行政の運
営に資するため。

昭和28年 年 ６月

https://www.soumu.go.j
p/main_sosiki/onkyu_to
ukatsu/onkyu_toukei.ht
ml

有 － － － ○ － － － － ○ － 該当なし － －
恩給種別、公務員別、年齢階層別
人員

恩給等受給者データベース

00200052
都道府県知事裁定恩給に関する統
計

総務省
政策統括官（恩給担
当）付恩給管理官付
情報処理調整官室

都道府県知事裁定にかかる恩給受給者数等の現
状を把握し、都道府県の事務の適切な処理に関
する情報を提供するため。

昭和28年 年 ６月

https://www.soumu.go.j
p/main_sosiki/onkyu_to
ukatsu/onkyu_toukei.ht
ml

有 － － － ○ － － － － ○ － 該当なし － －
恩給種別、公務員別、年齢階層別
人員

地方自治法第245条の４

なし
電気通信紛争処理委員会の年次報
告

総務省
電気通信紛争処理委
員会事務局

電気通信紛争処理委員会のあっせん及び仲裁の
状況を総務大臣に対して報告するもの。

平成13年度 年度
翌年度４

月

https://www.soumu.go.j
p/menu_seisaku/hakusyo
/index.html#hunso

無 － － － － － － － － － － － － － あっせん及び仲裁の状況 電気通信紛争処理委員会令第14条

00201001 公害苦情調査 公害等調整委員会（総務省） 事務局総務課

全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口が受け
付けた公害苦情の受付状況や処理状況等を把握
することにより、公害苦情の実態を明らかに
し、公害対策等の基礎資料を提供するととも
に、公害苦情処理事務の円滑な運営に資するこ
とを目的としている。

平成６年度 年度 12月
https://www.soumu.go.j
p/kouchoi/knowledge/re
port/main.html

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ 該当なし －
刊行物

（平成21年度調査結果ま
で）

公害の種類別苦情件数の推移
都道府県別公害苦情件数の推移

公害紛争処理法第49条の２

なし 製品火災に関する調査結果 消防庁（総務省） 予防課

消費者の安心・安全を確保するため、火災の原
因となる危険な製品の流通防止を目的として自
動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のう
ち、「製品の不具合により発生したと判断され
た火災」及び「原因の特定に至らなかった火
災」の製品情報を四半期毎に取りまとめてい
る。
当該調査結果を広く国民に周知することによ
り、製品に起因する火災の再発防止を目的とし
ている。

平成20年 四半期

四半期：
６月、９
月、12
月、３月

https://www.fdma.go.jp
/mission/prevention/ca
use/34530.html

無 － － － － － － － － － － － － － 製品火災件数、製品別情報
製品火災に係る報告について（平成21年
４月14日付 消防予第154号 消防技第
16号　消防特第67号　通知）

なし
夏期における熱中症による救急搬
送人員の調査

消防庁（総務省）
消防・救急課救急企
画室

全国的な熱中症による救急搬送者数を収集し、
公表することで熱中症に対する注意を呼びかけ
る。

平成20年 月
月

（６～10
月）

https://www.fdma.go.jp
/disaster/#anchor--07

無 － － － － － － － － － － － － －
都道府県別熱中症による救急搬送
状況

・消防庁統計調査系システム
・消防組織法第40条

なし 救急出動件数等に関する調査 消防庁（総務省）
消防・救急課救急企
画室

全国的な救急出動件数等の状況を確認し、その
傾向・件数推移の分析の資料とする。

不明 年 ３月

https://www.fdma.go.jp
/pressrelease/houdou/i
tems/20200327_houdou_2
.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －
救急出動件数、救急搬送人員等の
速報値集計

・救急事故等報告要領に基づく救急出動
件数及び救急事故等種別件数を取りまと
めたもの
・消防組織法第40条

なし 救急・救助の現況 消防庁（総務省）

消防・救急課救急企
画室
国民保護・防災部参
事官
国民保護・防災部防
災課広域応援室

全国的な救急、救助の状況を収集し、その傾
向・件数推移の分析の資料とする。

昭和38年 年 12月
https://www.fdma.go.jp
/publication/#rescue

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物

・救急業務の実施状況、救急蘇生
統計
・救助活動の実施状況
・消防防災ヘリコプターによる救
急・救助活動実施状況

・消防庁統計調査系システム
・消防組織法第40条
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

なし 危険物に係る事故の概要 消防庁（総務省） 予防課危険物保安室
危険物施設における事故及び危険物に係る事故
の情報を収集して取りまとめ、今後の危険物事
故防止に資するための資料とする。

昭和38年 年 ５月頃

https://www.fdma.go.jp
/pressrelease/houdou/it
ems/95af717506fe8b5a
6b79f4800adf6589ab44
dfa4.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －

・全国の危険物施設における事故
の件数
・全国の危険物施設における事故
の発生要因　等

危険物に係る事故及びコンビナート等特
別防災区域における事故の報告（消防組
織法第40条）により消防機関からなされ
た報告

なし 危険物規制事務統計表 消防庁（総務省） 予防課危険物保安室
危険物施設数や消防機関による立入検査回数等
の情報を収集して取りまとめ、危険物施設等の
現況を把握する。

昭和37年 年 ２月頃

https://www.fdma.go.jp
/publication/database/
items/kikentoukei01.pd
f

無 － － － － － － － － － － － － －
・全国の危険物施設数
・全国の危険物施設への消防機関
立入検査回数　等

危険物規制事務調査を取りまとめたもの

なし
圧縮アセチレンガス等の消防活動
阻害物質に係る事故に関する統計
表

消防庁（総務省） 予防課危険物保安室

消防法第９条の３に基づき、消防機関への届出
対象となる圧縮アセチレンガス等の火災予防又
は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある
物質について、消防活動上の安全対策や火災予
防対策に資するため。

平成９年 年
７～８月

頃

https://www.fdma.go.jp
/laws/tutatsu/items/fe8
f8ce14e509ee73b001f5
33ad818bb2d87bae9.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －
全国の圧縮アセチレンガス等の消
防活動阻害物質に係る事故のうち
消防機関が出場した件数　等

圧縮アセチレンガス等の消防活動阻害物
質に係る事故状況の調査を取りまとめた
もの

00202001 火災統計 消防庁（総務省）
国民保護・防災部防
災課防災情報室

火災状況を収集し分析し 今後の火災予防に資す
るための資料とする。

昭和44年
四半期、

年

年：９月
四半期：
６月、９
月、12
月、３月

http://www.fdma.go.jp/
neuter/topics/fieldLis
t8_3.html

有 ○ － － ○ － ○ － － ○ － 該当なし － 刊行物 火災件数、出火原因等
火災報告（消防組織法第40条）により地
方公共団体からなされた報告

00202002 消防年報 消防庁（総務省）
国民保護・防災部防
災課防災情報室

消防力の現況等を収集分析し消防行政の円滑な
運営と消防力の充実強化のための資料とする。

昭和25年 年 ３月 － 有 ○ － － ○ － ○ － － ○ － 該当なし － 刊行物 消防力の現況等
消防防災・震災対策現況調査(消防組織
法第40条)により地方公共団体からなさ
れた報告

なし
地方防災行政の現況（付 災害年
報）

消防庁（総務省）
国民保護・防災部防
災課

地方防災行政の現況等を収集分析し消防行政の
円滑な運営と消防力の充実強化のための資料と
する。

昭和52年 年 ３月頃
https://www.fdma.go.jp
/publication/bousai/ 無 － － － － － － － － － － － － 刊行物

防災会議、地域防災計画、情報連
絡体制等の現況、避難勧告等の具
体的な発令基準の策定状況等

・防災会議、地域防災計画、情報連絡体
制等の現況を取りまとめたもの
・市町村の避難勧告等の具体的な発令基
準等の策定状況を取りまとめたもの

なし
防災拠点となる公共施設等の耐震
化推進状況調査結果

消防庁（総務省）
国民保護・防災部防
災課

地震災害の発生時に災害応急対策の実施拠点や
避難場所・避難所となる防災拠点の耐震化進捗
状況を調査している。

平成13年度

年
（平成17
年度まで
は隔年）

12月頃

https://www.fdma.go.jp
/pressrelease/houdou/it
ems/221026_bousai_1.p
df

無 － － － － － － － － － － － － －
防災拠点となる公共施設等の耐震
化棟数、耐震率等

地方公共団体が所有又は管理する公共施
設等の耐震化推進状況を取りまとめたも
の

なし 緊急消防援助隊の登録隊数 消防庁（総務省）
国民保護・防災部防
災課広域応援室

緊急消防援助隊に関する政令に基づき、部隊登
録の状況を公表するもの。

平成16年 年 原則４月

https://www.fdma.go.jp
/pressrelease/houdou/i
tems/200410_kouiki_1.p
df

無 － － － － － － － － － － － － － 部隊登録数
・消防組織法第45条
・緊急消防援助隊に関する政令第4条

なし
救急搬送における医療機関の受入
れ状況等実態調査

消防庁（総務省）
消防・救急課救急企
画室

救急搬送における医療機関の受入状況を把握
し、今後の救急搬送における医療機関の受入状
況改善のための資料とする。

平成19年 年 3月
https://www.fdma.go.jp
/singi_kento/kento/pos
t-48.html

無 － － － － － － － － － － － － －

都道府県別①重症以上傷病者②産
科・周産期傷病者③小児傷病者④
救命救急センター搬送事案の各救
急搬送状況

全国の消防本部の救急隊が行った医療機
関への照会回数や現場滞在時間について
の報告を取りまとめたもの

00250002 登記統計 法務省
大臣官房司法法制部
司法法制課

登記所において取り扱った登記事件の件数及び
登録免許税額等を明らかにし、登記行政の施策
の基礎資料とする。

明治20年
（年報の刊行を
基準とする）

月、年
年報:5
月,9月

月報:毎月

https://www.moj.go.jp/
housei/toukei/toukei_i
chiran_touki.html

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ ○ － 刊行物
・不動産登記の件数及び個数
・商業・法人登記の件数

登記統計規程（平成20年12月15日付け法
務省司司訓第1201号）に基づく登記事件
の報告表及び調査票

00250003 検察統計 法務省
大臣官房司法法制部
司法法制課

検察庁で取り扱う刑事事件の受理、処理の状況
及び被疑者の身上等を明らかにし、検察行政の
施策及び刑事政策の基礎資料とする。

明治8年
（年報の刊行を
基準とする）

月、年
年報:8月
月報:毎月

https://www.moj.go.jp/
housei/toukei/toukei_i
chiran_kensatsu.html

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ ○ － 刊行物

・被疑事件の受理、既済及び未済
人員の累年比較
・被疑事件の罪名別通常受理人員
の累年比較

刑事統計調査規程（平成３年12月２日法
務省司調訓第502号）に基づく報告表及
び調査票

00250005 婦人補導統計 法務省
大臣官房司法法制部
司法法制課

婦人補導院の収容状況等を明らかにし、婦人補
導行政の施策及び刑事政策の基礎資料とする。

昭和36年
（年報の刊行を
基準とする）

月、年
年報:7月
月報:毎月

https://www.moj.go.jp/
housei/toukei/toukei_i
chiran_hodou.html

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ 該当なし － 刊行物
被収容者の入出院事由別人員、１
日平均収容人員

婦人補導院月表調査規程（平成12年12月
28日法務省司調訓第1195号）に基づく報
告表

00250005 矯正統計 法務省
大臣官房司法法制部
司法法制課

刑務所、少年刑務所及び拘置所等の収容状況、
被収容者の罪名、刑名、刑期、再入状況、前刑
関係等を明らかにし、矯正行政の施策及び刑事
政策の基礎資料とする。

明治32年
（年報の刊行を
基準とする）

月、年
年報:7月
月報:毎月

https://www.moj.go.jp/
housei/toukei/toukei_i
chiran_kousei.html

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ ○ － 刊行物
被収容者の１日平均収容人員、年
末収容人員

矯正統計調査規程（平成13年３月30日法
務省司司訓第332号）に基づく報告表及
び調査票

00250006 少年矯正統計 法務省
大臣官房司法法制部
司法法制課

少年院及び少年鑑別所の収容状況、少年の特
質、処遇状況等を明らかにし、少年矯正行政の
施策及び刑事政策の基礎資料とする。

昭和24年
（年報の刊行を
基準とする）

月、年
年報:7月
月報:毎月

https://www.moj.go.jp/
housei/toukei/toukei_i
chiran_shonen-
kyosei.html

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ ○ － 刊行物

・少年院及び少年鑑別所の１日平
均収容人員
・少年院及び少年鑑別所の新収容
者の非行名

少年矯正統計調査規程（平成５年法務省
司調訓第700号）に基づく報告表及び調
査票

00250007 保護統計 法務省
大臣官房司法法制部
司法法制課

仮釈放等の審理状況、保護観察、更生緊急保護
の実施状況等を明らかにし、更生保護行政の施
策及び刑事政策の基礎資料とする。

昭和35年
（年報の刊行を
基準とする）

月、年
年報:7月
月報:毎月

https://www.moj.go.jp/
housei/toukei/toukei_i
chiran_hogo.html

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ ○ － 刊行物

・仮釈放等審理の開始及び終了人
員　累年比較
・保護観察の開始及び終了人員等
累年比較

保護統計調査規程（平成20年７月29日法
務省司司訓第735号）に基づく更生保護
に関する調査票及び報告表

00250011 出入国管理統計 法務省
出入国在留管理庁在
留管理支援部情報分
析官

日本人及び外国人の出入（帰）国の状況を明ら
かにし、出入国管理行政の施策の基礎資料とす
る。

昭和36年
（年報の刊行を
基準とする）

月、年
年報:7月
月報:毎月

https://www.moj.go.jp/
isa/policies/statistic
s/toukei_ichiran_nyuka
n.html

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ ○ － 刊行物

・国籍・地域別入国外国人の在留
資格
・在留資格の取得等の受理及び処
理人員

・業務統計表（平成29年12月20日付け法
務省管情第1764号入国管理局出入国管理
情報官通知）
・外国人出入国記録マスタファイル

00250008 戸籍統計 法務省 民事局民事第一課

本籍人口、戸籍届出事件の動向及び戸籍事務を
取り扱う事務所数並びに従事職員数等の実態を
明らかにし、戸籍行政の施策の基礎資料とす
る。

昭和47年
（年報の刊行を
基準とする）

年 年報:9月
https://www.moj.go.jp/
housei/toukei/toukei_i
chiran_koseki.html

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ ○ － 刊行物 本籍数、届出事件数

戸籍事件表
戸籍事務取扱準則制定標準（平成16年４
月１日法務省民一第850号民事局長通
達）第21条

00250009 供託統計 法務省 民事局商事課
各種供託事件の動向を明らかにし、供託行政の
施策の基礎資料とする。

昭和47年
（年報の刊行を
基準とする）

年 年報:8月
https://www.moj.go.jp/
housei/toukei/toukei_i
chiran_kyotaku.html

有 ○ － － ○ － － － － － ○ ○ － 刊行物 供託件数、金額 年計表（供託事務取扱手続準則第95条）

00250010 人権侵犯事件統計 法務省
人権擁護局調査救済
課

人権侵犯事件の受理及び処理状況等を明らかに
し、人権擁護行政の施策の基礎資料とする。

昭和36年
（年報の刊行を
基準とする）

月、年
年報:5月
月報:毎月

https://www.moj.go.jp/
housei/toukei/toukei_i
chiran_jinken.html

有 ○ － － ○ － － － － － ○ ○ － 刊行物 人権侵犯事件の受理及び処理件数

・人権侵犯事件統計報告要領（平成12年
12月11日権調第679号人権擁護局長通
達）
・人権相談取扱規程（昭和59年８月31日
法務省訓令第３号）

00250001 訟務事件統計 法務省 訟務局訟務企画課
国の利害に関係のある民事、行政及び税務に関
する争訟事件の動向を明らかにし、訟務行政の
施策の基礎資料とする。

昭和36年
（年報の刊行を
基準とする）

月、年
年報:5月
月報:毎月

https://www.moj.go.jp/
housei/toukei/toukei_i
chiran_shomu.html

有 ○ － － ○ － － － － － ○ － － 刊行物 訟務事件数
訟務統計要領（平成30年12月26日法務省
訟企第799号訟務局長通達）

00250012 在留外国人統計 法務省
出入国在留管理庁在
留管理支援部情報分
析官

本邦に在留する外国人の実態を明らかにし、出
入国管理行政の施策の基礎資料とする。

昭和35年
（年報の刊行を
基準とする）

年２回

12月末現
在：7月
6月末現
在：12月

https://www.moj.go.jp/
isa/policies/statistic
s/toukei_ichiran_touro
ku.html

有 ○ － － ○ － ○ － － － ○ ○ － 刊行物
国籍・地域別在留資格（在留目
的）別在留外国人数等

外国人出入国記録マスタファイル

なし
検察運営に関する報告に基づく統
計

法務省 刑事局
検察庁で取り扱う刑事事件の受理、処理等の状
況を明らかにするため。

令和2年
年１回
（不定
期）

－ － 無 － － － － － － － － － － － －

行政機関の保有する情報
の公開に関する法律（平
成11年法律第42号）第５
条第１号又は第４号に該
当し得る情報を含むため

検察庁で取り扱う刑事事件の受
理、処理件数等

検察運営に関する報告について（令和2
年7月10日付け法務省刑総第699号刑事局
長通達）

なし 戸籍事務報告 法務省 民事局民事第一課

市区町村からの受理照会に対する指示件数や戸
籍現地指導を行った市区町村数等から、法務局
の市区町村に対する戸籍事務への関与の状況を
明らかにし、戸籍行政の施策の基礎資料とす
る。

昭和30年 年
年報:１月

頃
－ 無 － － － － － － － － － － － － 刊行物

届出受否指示件数、戸籍現地指導
件数

平成14年12月18日付け法務省民一第3004
号民事局長通達

なし 国籍に関する統計 法務省 民事局民事第一課
帰化許可者、国籍取得者及び離脱者の数等を明
らかにし、国籍に関する施策の基礎資料とす
る。

昭和27年 年 ２月頃
https://www.moj.go.jp/
MINJI/toukei_t_minj03.

html
無 － － － － － － － － － － － － －

帰化許可者、国籍取得者、離脱者
数等

平成10年３月５日付け法務省民五第450
号通達
平成10年３月５日付け法務省民五第451
号通達
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

00300100 海外在留邦人数調査統計 外務省 領事局政策課
海外における邦人の生命及び身体の保護その他
の安全に資するための基礎資料として作成す
る。

昭和43年 年 12月

https://www.mofa.go.jp
/mofaj/toko/tokei/hojin
/index.html

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ ○ － －
国別、主要都市／地域別、永住／
長期滞在別海外在留邦人数

在留届データ（旅券法第16条）

00300300 海外邦人援護統計 外務省
領事局海外邦人安全
課

在外公館が一年間に取り扱った邦人援護件数及
び人数を集計し公表する資料として作成する。

昭和61年 年 12月

https://www.anzen.mof
a.go.jp/anzen_info/supp
ort.html

有 － － － － － ○ － － ○ ○ － － －
地域毎の援護内容別・年齢別・性
別・滞在形態別件数及び人数等

邦人援護事件情報（事案毎に在外公館が
随時入力しており、本統計は当該情報の
内容を集計しているもの）

00300400 旅券統計 外務省 領事局旅券課
旅券発行数の動向等を明らかにする資料として
作成する。

昭和36年（確認
できる資料）

年 ２月

https://www.mofa.go.jp
/mofaj/toko/tokei/pass
port/

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ ○ － －

・一般旅券年代別・性別・月別・
都道府県別の区分別・在外公館別
発行数
・一般旅券の紛失盗難件数等

・旅券発行数（旅券法第５条）
・旅券紛失・盗難数（旅券法第17条）

00300500 ビザ（査証）発給統計 外務省 領事局外国人課
ビザ（査証）の発給傾向を把握し、執務の参考
とするための資料として作成する。

昭和28年（確認
できる資料）

年 ５月

https://www.mofa.go.jp
/mofaj/toko/tokei/hakk
yu/

有 ○ － － ○ － － － － － ○ 該当なし － － 国籍・地域別及び公館別発給数
在外公館で取り扱ったビザ（査証）発給
件数

00350120 財政統計 財務省 主計局調査課

一般会計、特別会計及び政府関係機関につい
て、予算・決算業務の資料に資するため、ま
た、統計情報を利用者の利便に供するため作成
している。

昭和37年 年

令和２年
度当初予
算以降、
当初予算
及び補正
予算成立
時、決算
の国会提
出時を目
途にそれ
ぞれ公表
すること
としてい
る。

http://www.mof.go.jp/b
udget/reference/statis
tics/

有 － － － ○ － － － － ○ － 該当なし －
刊行物

（昭和37～平成18年）

・明治初年度以降一般会計歳入歳
出予算決算
・昭和24年度以降主（重）要経費
別分類による一般会計歳出当初予
算及び補正予算

・予算書（財政法第20条第２項）
・決算書（財政法第40条）

なし 国家公務員共済組合事業統計年報 財務省 主計局給与共済課

国家公務員共済組合に係る事業概況や経理状況
等を集約し、今後の共済組合事業の運営、制度
改正等に用いるための基礎資料として作成して
いる。

昭和27年 年 ２月
http://www.mof.go.jp/b
udget/reference/kk_ann
ual_report/

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物

・国家公務員共済組合事業の実績
及びこれに関連する経理概況
・連合会を組織する共済組合にお
ける医療状況実態統計調査、動態
統計調査、国家公務員共済組合年
金受給者実態調査の結果の一部を
収録

・事業報告書（国家公務員共済組合法施
行規則第125条）
・決算事業報告書（国家公務員共済組合
法施行規則第125条の２）　等

なし 契約に関する統計 財務省 主計局法規課

「随意契約の適正化について」（平成19年1月26
日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会
議）により、随意契約見直し計画のフォロー
アップのため、「公共調達の適正化について」
（平成18年8月25日財計第2017号）に基づき、各
省各庁の長から送付を受けた統計をとりまと
め、公表するもの。

平成18年度 年
12月～３
月頃

http://www.mof.go.jp/b
udget/topics/public_pu
rchase/

無 － － － － － － － － － － － － －

国の支出の原因となる契約（予定
価格が予算決算及び会計令（昭和
22年勅令第165号。以下「予決令」
という。）第99条第2号、第3号、
第4号又は第7号で規定するそれぞ
れの金額を超えないもの及び主要
食糧の需給及び価格の安定に関す
る法律（平成6年法律第113号）第
31条に規定する方式による米穀等
の買入れに係るものを除く。）で
あって統計の対象期間において締
結したもの（会計法（昭和22年法
律第35号）第29条の12に規定する
長期継続契約であって、統計の対
象期間に契約を締結しなかったも
ののうち、過年度に締結した契約
に基づき統計の対象期間に支出し
た額の合計が、予決令第99条第3号
又は第7号で規定するそれぞれの金
額を超えるものを含む。）。

・「公共調達の適正化について」（平成
18年８月25日財計第2017号）
・「随意契約の適正化について」（平成
19年１月26日公共調達の適正化に関する
関係省庁連絡会議）

00350300 普通貿易統計 財務省 関税局関税課

外国貿易等に関する統計は、条約及び関税法第
102条((証明書類の交付及び統計の閲覧等))に基
づき作成及び公表し、並びに閲覧に供するもの
であり、貿易の実態を正確に把握し各国の外国
貿易との比較を容易にすることにより、国及び
公共機関の経済政策並びに私企業の経済活動の
資料に資することを目的とする。

明治15年 月 毎月
https://www.customs.go
.jp/toukei/info/index.
htm

有 ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ － － －
貨物の輸出入額、仕向国、原産国
等

輸出入申告書等（関税法第67条）等

00350310 特殊貿易統計 財務省 関税局関税課

外国貿易等に関する統計は、条約及び関税法第
102条((証明書類の交付及び統計の閲覧等))に基
づき作成及び公表し、並びに閲覧に供するもの
であり、貿易の実態を正確に把握し各国の外国
貿易との比較を容易にすることにより、国及び
公共機関の経済政策並びに私企業の経済活動の
資料に資することを目的とする。

明治15年 月 毎月
https://www.customs.go
.jp/toukei/info/index.
htm

有 ○ － ○ － － ○ － － － ○ － － －
金貨等の輸出入額、船舶・航空機
燃料の数量等

輸出入申告書等（関税法第67条）等

00350320 船舶・航空機統計 財務省 関税局関税課

外国貿易等に関する統計は、条約及び関税法第
102条((証明書類の交付及び統計の閲覧等))に基
づき作成及び公表し、並びに閲覧に供するもの
であり、貿易の実態を正確に把握し各国の外国
貿易との比較を容易にすることにより、国及び
公共機関の経済政策並びに私企業の経済活動の
資料に資することを目的とする。

明治15年 月 毎月
https://www.customs.go
.jp/toukei/info/index.
htm

有 ○ － ○ － － ○ － － － ○ － － － 船舶及び航空機の出入港数等 輸出入申告書等（関税法第67条）等

なし
税関における知的財産侵害物品の
差止状況

財務省 関税局業務課

知的財産侵害物品は不正薬物等と同様に輸出入
してはならない貨物であることについて国民に
注意喚起をし、税関における知的財産侵害物品
の水際取締りに対する国民の理解の促進を図る
ことを目的とする。

昭和62年
（年分の公表）

半期
３月、９
月を目途

https://www.mof.go.jp/
policy/customs_tariff/
trade/safe_society/chi
teki/

無 － － － － － － － － － － － － －

知的財産侵害物品の輸出入差止実
績
（知的財産別、品目別、仕出国別
の全国分件数及び点数等）

輸出入してはならない貨物に係る認定手
続の情報等（関税法69条の３、69条の
12）

なし
関税及び内国消費税脱税事件に係
る犯則調査結果

財務省 関税局調査課

全国の税関が輸入品に対する関税及び内国消費
税の脱税事件に対して行った犯則調査の結果を
まとめ、部内執務の参考とするとともに、税関
行政の資料として一般の利用に供するため。

不明 年 11月
https://www.mof.go.jp/
customs_tariff/trade/c
ollection/

無 － － － － － － － － － － － － － 関税等脱税事件の処分件数等
全国の税関が輸入品に対する関税及び内
国消費税の脱税事件に対して行った犯則
調査の結果

なし
関税及び内国消費税の申告内容の
輸入事後調査結果

財務省 関税局調査課

全国の税関が輸入者の関税及び内国消費税の輸
入申告に対する事後調査を行った結果をまと
め、部内執務の参考とするとともに、税関行政
の資料として一般の利用に供するため。

不明 年 11月
https://www.mof.go.jp/
customs_tariff/trade/c
ollection/

無 － － － － － － － － － － － － － 輸入事後調査を行った輸入者数等 各税関が行った輸入事後調査の結果

なし
全国の税関における関税法違反事
件の取締り状況

財務省 関税局調査課

全国の税関が空港や港湾等において不正薬物の
密輸入その他の関税法違反事件を取り締まった
実績をまとめ、部内執務の参考とするととも
に、税関行政の資料として一般の利用に供する
ため。

不明 半年
２月、９

月

https://www.mof.go.jp/
customs_tariff/trade/s
afe_society/mitsuyu/

無 － － － － － － － － － － － － － 不正薬物の押収量等
全国の税関が空港や港湾等において不正
薬物の密輸入その他の関税法違反事件を
取り締まった実績

なし 財政資金対民間収支 財務省 理財局国庫課

国庫と民間との間における現金受払の収支（国
庫対民間収支）を明らかにすることで、財政活
動に伴う国庫収支が金融市場に与える影響を明
らかにすることを目的としている。

昭和24年 月 毎月

http://www.mof.go.jp/e
xchequer/reference/rec
eipts_payments/data.ht
m

無 － － － － － － － － － － － － － 財政資金対民間収支 財政資金収支日報等
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

なし 国債統計年報 財務省 理財局国債企画課
国債、借入金等の現在額・増減額等を取りまと
め国債業務の資料に資するため、また、一般の
利用に供するため。

明治40年
（確認できる資

料）
年 11月頃

https://www.mof.go.jp/
jgbs/publication/annua
l_report/index.html

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物
・国債・借入金等の現在額
・国債・借入金等の負担会計別現
在高　ほか

国債の発行及び償還等の情報

なし 分離適格振替国債の分離状況 財務省 理財局国債企画課
分離適格振替国債の分離状況等を取りまとめ一
般の利用に供するため。

平成15年 四半期
４月、７
月、1０
月、１月

https://www.mof.go.jp/
jgbs/reference/appendi
x/suii/index.htm

無 － － － － － － － － － － － － － 分離適格振替国債の分離状況 国債の発行及び償還等の情報

なし
分離元本及び分離利息振替国債の
現在高推移

財務省 理財局国債企画課
分離適格振替国債の分離状況等を取りまとめ一
般の利用に供するため。

平成15年 四半期
４月、７
月、1０
月、１月

https://www.mof.go.jp/
jgbs/reference/appendi
x/suii/index.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
・分離元本振替国債の現在高推移
・分離利息振替国債の現在高推移

国債の発行及び償還等の情報

なし
国債及び借入金並びに政府保証債
務現在高

財務省 理財局国債企画課
内国債及び借入金、政府短期証券並びに政府保
証債務現在高について、透明性と情報開示を促
進するため。

平成８年
(平成11年まで
は「国債及び借
入金現在高」の

名称)

四半期
５月、８
月、11
月、２月

http://www.mof.go.jp/j
gbs/reference/gbb/data
.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
・国債及び借入金現在高
・政府保証債務現在高

国債の発行及び償還等の情報

なし 国債の償還予定額 財務省 理財局国債企画課
償還に関する情報を開示することで国債市場の
透明性を向上させるため。

平成27年 月 毎月
http://www.mof.go.jp/j
gbs/reference/appendix
/syoukan/index.html

無 － － － － － － － － － － － － － 国債の償還予定額 国債の発行及び償還等の情報

00350400 国有財産統計 財務省
理財局管理課国有財
産情報室

国有財産の現在額・増減額等及び国有財産行政
の現況について、国民に明らかにするため。

昭和32年 年 ３月

https://www.mof.go.jp/
policy/national_proper
ty/reference/statistic
s/index.htm

有 ○ － － ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物

・国有財産区分別現在額
・国有財産区分別増減額
・行政財産（土地）の現況
・普通財産（土地）の現況　ほか

国有財産増減及び現在額報告書（国有財
産法第33条）　等

00350440 塩需給見通し 財務省
理財局総務課たばこ
塩事業室

民間事業者及び消費者に塩の需給に係る的確な
情報を提供することにより、事業者の事業活動
の指針を示し、間接的に塩の需給及び価格の安
定を図るため、作成している。

平成10年 年 ３月
https://www.mof.go.jp/
tab_salt/reference/sal
t_forecast/data.htm

無 － － － － － － － － － － － － － 塩需給見通し
塩事業法第３条に基づき、各塩事業者及
び塩事業センターからなされた報告

00350450 塩需給実績 財務省
理財局総務課たばこ
塩事業室

塩需給見通しを補完するとともに、塩事業者及
び消費者に対し必要な情報を提供するため、作
成している。

平成10年 年 ６月
https://www.mof.go.jp/
tab_salt/reference/sal
t_result/data.htm

無 － － － － － － － － － － － － － 塩需給実績
塩事業法第30条に基づき、各塩事業者及
び塩事業センターからなされた報告

なし 金利スワップ取引実施状況 財務省 理財局国債業務課
国債の金利スワップ取引状況について、透明性
と情報開示を促進するため。

平成18年 半期
４月、10

月
http://www.mof.go.jp/j
gbs/topics/swap/

無 － － － － － － － － － － － － －
・金利スワップ取引の残高
・金利スワップ取引実施状況

国債の金利スワップ取引実施基本要領

なし
財政投融資特別会計における金利
スワップ取引実施状況

財務省
理財局財政投融資総
括課

財政投融資特別会計における金利スワップ取引
状況について、透明性と情報開示を促進するた
め。

平成23年 半期
４月、10

月

https://www.mof.go.jp/
filp/reference/zaitou_
swap/jisshijyoukyou.ht
ml

無 － － － － － － － － － － － － －
・金利スワップ取引の残高
・金利スワップ取引実施状況

財政投融資特別会計における金利スワッ
プ取引実施基本要領

なし 財政投融資月別実行状況 財務省
理財局財政投融資総
括課

機関別月別原資別の実行状況を明確にすること
を目的としている。

平成21年度 月 毎月
https://www.mof.go.jp/
filp/reference/zaitoji
sseki/data.htm

無 － － － － － － － － － － － － － 財政投融資の実績
当該年度の財政投融資計画の機関別月別
原資別の実行状況

なし 財政融資資金現在高 財務省 理財局管理課
財政融資資金の現在高を明確にすることを目的
としている。

平成22年度 月 毎月
https://www.mof.go.jp/
filp/reference/flf_bal
ance/data.htm

無 － － － － － － － － － － － － － 財政融資資金の月末現在高 財政融資資金月末現在高

なし 産業投資現在高 財務省
理財局財政投融資総
括課

産業投資の現在高を明確にすることを目的とし
ている。

平成22年度 月 毎月
http://www.mof.go.jp/f
ilp/reference/flf_bala
nce/data.htm

無 － － － － － － － － － － － － － 産業投資の月末現在高 産業投資の月末現在高

なし 財政融資資金運用報告書 財務省
理財局財政投融資総
括課

財政融資資金法の規定に基づき、財政融資資金
運用報告書を作成している。

昭和26年度 年
翌年度:７

月

https://www.mof.go.jp/
filp/reference/managem
ent_report/data.htm

無 － － － － － － － － － － － － － 財政融資資金の運用状況等

財政融資資金の運用状況
※ ただし、「損益計算書」「貸借対照
表」の2点については加工された計数
（加工統計）が含まれている。

なし 国庫の状況報告書 財務省 理財局国庫課

財政法第46条第2項の規定に基づく国会及び国民
に対する報告である。政府預金の増減を明確に
することを目的として財政資金対民間収支等の
状況を集計している。

昭和22年 四半期
６月、９
月、12
月、３月

https://www.mof.go.jp/
exchequer/reference/ex
chequer_report/data.ht
m

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物
・政府預金残高
・財政資金対民間収支

政府預金の増減

なし 外貨準備等の状況 財務省 国際局為替市場課

外国為替相場の安定のために行う為替介入等の
原資として外国為替資金特別会計及び日本銀行
が保有する外貨準備資産の状況を明らかにする
ことを目的としている。

昭和27年
（確認できる資

料）
月 毎月

https://www.mof.go.jp/
international_policy/r
eference/official_rese
rve_assets/data.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
・外貨準備
・その他外貨資産

外貨準備の公表にかかるガイドライン
（International Reserves and Foreign
Currency Liquidity: Guidelines for a
Data Template （IMF作成））に沿って
計上

なし
外国為替資金特別会計の外貨建運
用収入の内訳等

財務省 国際局為替市場課
外国為替資金特別会計の保有する外貨建資産の
運用状況を示すこと

平成19年 年 11月

https://www.mof.go.jp/
international_policy/r
eference/gaitametokkai
/index.htm

無 － － － － － － － － － － － － － 外貨建資産及び運用収入の内訳 等 決算書（財政法第40条）

なし
外国為替平衡操作の実施状況【月
次・四半期】

財務省 国際局為替市場課
外国為替相場の安定のために行う外国為替平衡
操作（為替介入）の状況を明らかにするため。

平成３年
月、四半

期

月：毎月
四半期：
２月、５
月、８
月、11月

https://www.mof.go.jp/
international_policy/r
eference/feio/index.ht
ml

無 － － － － － － － － － － － － －
外国為替平衡操作（為替介入）の
実施金額

外国為替および外国為替貿易法第7条第3
項に基づく所要の措置（外国為替平衡操
作）の実施状況

なし 開発途上国に対する資金の流れ 財務省 国際局開発政策課

経済協力開発機構（OECD）開発援助委員会
（DAC）からの要請に基づいて実施している各加
盟国から開発途上国等への開発協力実績等の集
計について、我が国における動向を把握するた
め。

平成７年 年 3月頃

https://www.mof.go.jp/
international_policy/r
eference/financial_flo
ws_to_developing_count
ries/data.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
政府開発援助(ODA)、その他の政府
資金（OOF）、民間資金（PF）の支
出総額・支出純額・回収額

経済協力開発機構（OECD）開発援助委員
会（DAC）からの要請に基づき実施する
もの。

なし 国際収支統計 財務省 国際局為替市場課

一定の期間における居住者と非居住者の間で行
われたあらゆる対外経済取引（財貨、サービ
ス、証券等の各種経済金融取引、それらに伴っ
て生じる決済資金の流れ等）を体系的に記録す
ることを目的としている。

昭和21年 月・年

月次:１～
12月
年次:2
月、5月

https://www.mof.go.jp/
policy/international_p
olicy/reference/balanc
e_of_payments/data.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

・国際収支
・地域別国際収支
・対外・対内直接投資
・対外・対内直接投資（地域別・
業種別）
・対外・対内証券投資

（記録情報等）
・外国為替及び外国貿易法の規定に基づ
く報告
（根拠法令）
・外国為替及び外国貿易法 第五十五条
の九
・外国為替令 第十八条の九

なし 本邦対外資産負債残高 財務省 国際局為替市場課
各年末における我が国の対外金融資産負債の価
値・構成の状況を翌年5月末までに閣議報告し、
対外公表することを目的としている。

昭和42年 年 ５月

https://www.mof.go.jp/
policy/international_p
olicy/reference/iip/da
ta/index.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

・本邦対外資産負債残高
・直接投資・証券投資等残高（地
域別）
・直接投資残高（地域別・業種
別）
・証券投資残高通貨別・証券種類
別
・債権/債務残高（通貨別・円外貨
別）
・銀行等対外資産負債残高

（記録情報等）
・外国為替及び外国貿易法の規定に基づ
く報告
（根拠法令）
・外国為替及び外国貿易法 第五十五条
の九
・外国為替令 第十八条の九

なし
対外及び対内証券売買契約等の状
況

財務省 国際局為替市場課

財務大臣から指定された銀行等、金融商品取引
業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用
会社からの報告に基づき、居住者・非居住者間
の証券売買契約等の状況を明らかにすることを
目的としている。

平成17年 週・月
毎週・毎

月

https://www.mof.go.jp/
policy/international_p
olicy/reference/itn_tr
ansactions_in_securiti
es/data.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
・対外及び対内証券売買契約等の
状況（週次・月次）
・証券の発行・募集

証券の売買の契約の状況に関する報告
（外国為替の取引等の報告に関する省令
第21条・第11条）

なし オフショア勘定残高 財務省 国際局為替市場課

特別国際金融取引勘定（オフショア勘定）を保
有する金融機関が、非居住者を取引の相手方と
して国外から調達した資金を国外で運用する
「外ー外取引」を行うことを原則とした市場
（東京オフショア市場）の現状を明らかにする
ことを目的としている。

平成８年 月 毎月

https://www.mof.go.jp/
policy/international_p
olicy/reference/offsho
re/data/index.htm

無 － － － － － － － － － － － － － オフショア勘定残高の推移
資産負債状況報告書（外国為替の取引等
の報告に関する省令第14条）

00351010 税務統計 国税庁（財務省） 長官官房企画課

国税に関する基礎統計として、国税の申告、賦
課、徴収及びこれらに関連する計数を提供し、
併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行
政の運営等の基礎資料とすることを目的として
いる。

明治７年 年 ６月

https://www.nta.go.jp/
publication/statistics
/kokuzeicho/tokei_nenp
o.htm

有 － － － ○ － ○ － － － ○ － － －

・申告所得税に係る申告及び処理
の状況
・法人税に係る現事業年度分の課
税状況
・相続税に係る課税状況　等

・確定所得申告（所得税法第120条 ほ
か）
・確定申告（法人税法第74条）
・相続税の申告（相続税法第27条）　等
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00351020 会社標本調査 国税庁（財務省） 長官官房企画課

我が国の法人企業について、資本金階級別や業
種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入
の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基
礎資料とすることを目的としている。

昭和26年 年 ５月

https://www.nta.go.jp/
publication/statistics
/kokuzeicho/kaishahyoh
on/top.htm

有 ○ － － ○ － ○ － － － ○ 該当なし － －
資本金階級別の資本金、営業収
入、申告所得等

確定申告（法人税法第74条）

00351030 申告所得税標本調査 国税庁（財務省） 長官官房企画課

申告所得税納税者について、所得者区分別・所
得種類別の構成、所得階級別の分布及び各種控
除の適用状況の実態を明らかにし、併せて租税
収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等
の基礎資料とすることを目的としている。

昭和26年 年 ２月

https://www.nta.go.jp/
publication/statistics
/kokuzeicho/shinkokuhy
ohon/top.htm

有 ○ － － ○ － ○ － － － ○ 該当なし － －
所得者区分別・合計所得階級別の
合計所得金額・所得控除額等

確定所得申告（所得税法第120条）

なし
国立大学法人等における役職員の
給与水準

文部科学省 大臣官房人事課
国立大学法人等における役職員の給与水準等を
把握するもの。

平成17年度 年 6月
https://www.mext.go.jp
/b_menu/houdou/2022/14
18427_00001.html

無 － － － － － － － － － － － － －
法人職員の年間給与額、対国家公
務員指数　等

国立大学法人等における役職員の給与水
準

00400101 公立学校施設実態調査 文部科学省
大臣官房文教施設企
画・防災部施設助成
課

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関す
る法律（昭和33年法律第81号）、及び公立学校
施設災害復旧費国庫負担法（昭和28年法律第247
号）等に基づく国庫補助金の執行に関する資料
を得るとともに、公立学校の施設の実態を把握
することを目的とする。

昭和29年度 年
１～３月

頃

http://www.mext.go.jp/
b_menu/toukei/chousa01
/kouritsu/1262949.htm

有 ○ － － ○ － ○ － － － ○ 該当なし － －

・学校数・学級数・児童生徒数
（学校種別）
・必要・保有・整備資格・危険・
要改築面積（学校種別・建物区分
別）
・構造別保有面積（学校種別・建
物区分別）
・学校別建物の実態
・小中学校校舎等の１校・１学
級・１人当たり保有面積等
・屋内運動場の保有状況（学校種
別）
・地域別の小中学校建物の実態
・校地面積（学校種別・用途別）
・公立学校建物の整備率＜全国＞
（校舎・屋体・寄宿舎の計）
・公立学校建物の構造別保有面積
＜全国＞（校舎・屋体・寄宿舎の
計）
・公立学校の用途別校地面積＜全
国＞

地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第54条第２項に基づき地方公共団体か
らなされた報告

00400301
教育職員に係る係争中の争訟事件
等の調査

文部科学省
初等中等教育局初等
中等教育企画課

教職員に係る係争中の争訟事件等について、そ
の概要を把握し、教職員の勤務状況等に係る基
礎資料を得ることを目的とする。

昭和36年 年 ５月頃
http://www.mext.go.jp/
b_menu/toukei/chousa01
/soshou/1267771.htm

有 ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － 刊行物

・行政事件
・不利益処分審査請求
・刑事事件
・勤務条件に関する措置要求

地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第54条第２項に基づき地方公共団体か
らなされた報告

00400302
教職員の組織する職員団体の実態
調査

文部科学省
初等中等教育局初等
中等教育企画課

教職員が組織する職員団体について、その加入
者数や新採用職員の加入者数等の実態について
調査し、文教行政上の基礎的資料を得ることを
目的とする。

昭和33年 年
１～３月

頃

http://www.mext.go.jp/
a_menu/shotou/jinji/13
00807.htm

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ 該当なし － 刊行物
・職員団体の加入者数
・新採用教職員の加入者数

地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第54条第２項に基づき地方公共団体か
らなされた報告

なし
高等学校等における国際交流等状
況調査

文部科学省
総合教育政策局国際
教育課

高校生の海外留学生数の状況等を把握すること
を目的とする。

昭和61年度 ２年
１～３月

頃

https://www.mext.go.jp
/a_menu/koutou/ryugaku
/koukousei/1323946.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

・高校生の留学、外国への研修旅
行・修学旅行の実施状況
・高等学校等における外国からの
留学生、研修旅行生などの受入状
況　等

地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第53条に基づき地方公共団体及び教育
委員会に対して行う調査

00400305
日本語指導が必要な児童生徒の受
入状況等に関する調査

文部科学省
総合教育政策局国際
教育課

日本語指導が必要な児童生徒の教育の改善充実
に資する基礎資料を得ることを目的とする。

平成３年度 ２年 9～12月頃
http://www.mext.go.jp/
b_menu/toukei/chousa01
/nihongo/1266536.htm

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －
・日本語指導が必要な児童生徒数
・日本語指導が必要な児童生徒が
在籍する学校数　等

地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第54条第２項に基づき地方公共団体か
らなされた報告

なし 外国人の子供の就学状況等調査 文部科学省
総合教育政策局国際
教育課

外国人の子供の就学状況等を把握することを目
的とする。

令和元年度 年 9～12月頃
https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/clarine
t/genjyou/1295897.htm

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －

・学齢相当の外国人の子供の住民
基本台帳上の人数
・学齢相当の外国人の子供の就学
状況の把握状況　等

地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第54条第２項に基づき地方公共団体か
らなされた報告

なし
高等学校卒業程度認定試験合格者
の企業等における扱いに関する調
査

文部科学省
総合教育政策局生涯
学習推進課

地方自治体や企業における高等学校卒業程度認
定試験の認知度及び合格者の採用に関する現状
を調査・分析することにより、本制度の改善に
資する基礎資料を得ることを目的とする。

平成17年度 不定期 随時
https://www.mext.go.jp
/b_menu/houdou/25/01/1
330270.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

・高等学校卒業程度認定試験の認
知度
・採用試験・人事考課における合
格者の取扱い　等

地方公共団体や企業における高校卒業程
度認定試験の認知度及び合格者の採用に
関する状況

なし
高等学校教育の改革に関する推進
状況

文部科学省
初等中等教育局参事
官（高等学校担当）
付

高等学校教育改革の推進状況を把握し、今後の
施策の推進の参考にすることを目的とする。

平成５年
およそ３
年に一度

10～３月
http://www.mext.go.jp/
a_menu/shotou/kaikaku/
main8_a2.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

（平成28年度調査）
・中高一貫教育校の設置・検討状
況
・総合学科・単位制の設置状況
・生徒の自校以外における学修等
の単位認定
・転入学・編入学の機会の拡大に
ついて
・全日制・定時制課程の高等学校
における遠隔教育の実施状況
等

地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第54条第2項に基づき地方公共団体か
らなされた報告 等

00400204 学校図書館の現状に関する調査 文部科学省
総合教育政策局地域
学習推進課

学校図書館関係の地方財政措置要望、委託研
究、行政説明等を実施する際の基礎資料を得る
ことを目的とする。

平成４年 ５年 随時
http://www.mext.go.jp/
a_menu/shotou/dokusho/
link/1360234.htm

有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －

・学校図書館の人的・物的整備の
現状
・学校図書館における読書活動の
状況

学校図書館の現状

なし 通級による指導実施状況調査 文部科学省
初等中等教育局特別
支援教育課

通級による指導の実施状況等を把握し、今後の
施策等の参考とするため。

平成5年度 年等 ３月等
https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/tokubet
u/1402845_00005.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
通級指導実施状況（指導を受けて
いる児童生徒数）

通級指導実施状況について都道府県等か
らなされた報告

なし
学校における医療的ケアに関する
実態調査

文部科学省
初等中等教育局特別
支援教育課

学校における医療的ケアに関する実態等を把握
し、今後の施策等の参考とするため。

平成16年度 年等 ３月等
https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/tokubet
u/1402845_00005.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
医療的ケア児数等の医療的ケアの
実施状況

医療的ケアの実施状況について都道府県
等からなされた報告

なし
特別支援学校のセンター的機能の
取組に関する状況調査

文部科学省
初等中等教育局特別
支援教育課

特別支援学校のセンター的機能の取組を把握
し、今後の施策等の参考とするため。

平成19年度 年等 ３月等

https://www.mext.go.jp
/content/20191220-
mxt_tokubetu01-
000003414-01.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －
特別支援学校のセンター的機能の
取組に関する状況

特別支援学校のセンター的機能の取組に
ついて都道府県等からなされた報告

なし 特別支援教育体制整備状況調査 文部科学省
初等中等教育局特別
支援教育課

特別支援教育の体制整備等の状況を把握し、今
後の施策等の参考とするため。

平成15年度 年等 ３月等

https://www.mext.go.jp
/content/20191220-
mxt_tokubetu01-
000003414-01.pdf

無 － － － － － － － － － － － － － 特別支援教育の体制整備等の状況
特別支援教育の体制整備等の状況につい
て都道府県等からなされた報告

なし 病気療養児に関する調査 文部科学省
初等中等教育局特別
支援教育課

病気療養児に対する支援状況等を把握し、今後
の施策等の参考とするため。

平成26年度 年等 ３月等

https://www.mext.go.jp
/content/20191225-
mxt_tokubetu01-
000003414-03.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －
病気療養児に対する支援の実施状
況

病気療養児に対する支援の実施状況につ
いて都道府県等からなされた報告

なし 教育と福祉の連携に関する調査 文部科学省
初等中等教育局特別
支援教育課

教育と福祉の連携状況等を把握し、今後の施策
等の参考とするため。

平成30年度 年等 ３月等

https://www.mext.go.jp
/content/20200317-
mxt_tokubetu01-
000005538-01.pdf

無 － － － － － － － － － － － － － 教育機関と福祉機関の連携状況
教育と福祉の連携状況について都道府県
等からなされた報告

なし

公立小・中学校において学校教育
法施行令第22条の３に規定する障
害の程度に該当し、特別な教育的
支援を必要とする児童生徒の数等
に関する調査

文部科学省
初等中等教育局特別
支援教育課

就学先決定の状況等を把握し、今後の施策等の
参考とするため。

平成30年度 年等 ３月等

https://www.mext.go.jp
/content/20200317-
mxt_tokubetu01-
000005538-01.pdf

無 － － － － － － － － － － － － － 就学先決定の状況
就学先決定の状況について都道府県等か
らなされた報告
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なし

公立小学校・義務教育学校（前期
課程）、公立中学校・中等教育学
校（前期課程）・義務教育学校
（後期課程）、公立高等学校・中
等教育学校（後期課程）における
英語教育実施状況調査

文部科学省
初等中等教育局教育
課程課

全国の公立小・中学校及び高等学校、義務教育
学校及び中等教育学校における英語教育の取組
状況を把握することを目的とする。

平成25年 年
４～７月

頃

http://www.mext.go.jp/
a_menu/kokusai/gaikoku
go/index.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

・生徒の英語力の状況
・英語担当教員の英語力の状況
・外国語指導助手（ALT）等の活用
状況

公立小・中学校及び高等学校における英
語教育の取組状況

なし 全国学力・学習状況調査 文部科学省
総合教育政策局調査
企画課

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観
点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を
把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証
し、その改善を図るとともに、学校における児
童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等
に役立て、さらに、そのような取組を通じた教
育に関する継続的な検証改善サイクルを確立す
るため、全国的な学力調査を実施する。

平成19年 年 ７～８月

http://www.mext.go.jp/
a_menu/shotou/gakuryok
u-
chousa/sonota/1347088.
htm

無 － － － － － － － － － － － － －
・児童生徒の学力の状況
・児童生徒の生活習慣や学習環境
等

地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第54条第2項に基づき教育委員会から
なされた報告 等

なし 設置計画履行状況等調査の結果等 文部科学省
高 等 教 育 局 大 学教
育・入試課

大学の設置認可時等における留意事項及び授業
科目の開設状況、教員組織の整備状況、その他
の設置計画の履行状況について、各大学からの
報告を求め、書面、面接又は実地により調査を
行い、各大学の教育水準の維持・向上及びその
主体的な改善・充実に資することを目的として
実施するものである。

平成17年 年 ３月
http://www.mext.go.jp/
a_menu/koutou/ninka/13
54958.htm

無 － － － － － － － － － － － － － 指摘事項が付された大学数等

「設置計画履行状況報告書」、「収容定
員に係る学則変更を行った大学の履行状
況報告書」（大学の設置等の認可の申請
及び届出に係る手続き等に関する規則
（平成18年文部科学省令第12号）第14
条）

なし
国公私立大学・短期大学入学者選
抜実施状況の概要

文部科学省
高 等 教 育 局 大 学教
育・入試課

実施した国公私立大学・短期大学の入試結果を
入学者選抜実施に関する指導・助言等の業務に
使用するほか、入試区分毎の志願者数や入学者
数を総体として把握することで、入試の実施状
況を把握・分析し、政策立案に活用

平成６年 年
９～３月

頃

https://www.mext.go.jp
/a_menu/koutou/senbats
u/1346790.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
入試区分毎の志願者数、合格者
数、入学者数等

国公私立大学・短期大学入学者選抜実施
状況

なし 国公立大学入学者選抜の概要 文部科学省
高 等 教 育 局 大 学教
育・入試課

これから実施する国公立大学の入試状況を把握
し、入学者選抜実施に関する指導・助言等の業
務に使用するほか、国公立大学の入試に関する
社会的関心の高さに対応するため、取りまとめ
た結果を公表

平成５年 年
９月～12
月頃

https://www.mext.go.jp
/a_menu/koutou/senbats
u/1346792.htm

無 － － － － － － － － － － － － － 入試区分毎の募集人員等 国公立大学入学者選抜の状況

なし
国公立大学入学者選抜の確定志願
状況及び２段階選抜実施状況

文部科学省
高 等 教 育 局 大 学教
育・入試課

国公立大学の一般選抜の志願状況を把握し、入
学者選抜実施に関する助言等の業務に使用する
ほか、国公立大学の入試に関する社会的関心の
高さに対応するため、取りまとめた結果を公表

平成２年 年 ２月
https://www.mext.go.jp
/a_menu/koutou/senbats
u/1346791.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
一般選抜の志願者数、第一段階選
抜不合格者数等

国公立大学入学者選抜の確定志願状況及
び２段階選抜実施状況

なし 教員養成学部等及び附属学校調査 文部科学省
総合教育政策局教育
人材政策課

教員養成学部等及び附属学校に関する全国的な
状況を把握することを目的とする。

昭和44年 年
12～１月

頃

https://www.mext.go.jp
/a_menu/koutou/kyousho
ku/kyoushoku/1354464.h
tm

無 － － － － － － － － － － － － －
・国立大学教員養成学部・課程卒
業者の就職状況
・教職大学院修了者の就職者状況

国立の教員養成大学・学部（教員養成課
程）等の卒業者の就職状況

なし
公立小・中学校における教育課程
の編成・実施状況調査結果

文部科学省
初等中等教育局教育
課程課

義務教育に関する政策の企画・立案等のため
に、全国の公立小・中学校における教育課程の
編成状況等を調査するもの。

平成15年 不定期 未定
http://www.mext.go.jp/
a_menu/shotou/new-
cs/1263169.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

・年間の総授業時数、総授業日数
・指導方法の改善に関する取組の
実施状況
　等

公立小・中学校における教育課程の編
成・実施状況

なし
公立高等学校における教育課程の
編成・実施状況調査結果

文部科学省
初等中等教育局教育
課程課

高等学校教育に関する政策の企画・立案等のた
めに、全国の公立高等学校における教育課程の
編成状況等を調査するもの。

平成16年 不定期 未定
http://www.mext.go.jp/
a_menu/shotou/new-
cs/1263169.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

・週あたりの授業時数、年間総授
業日数
・指導方法の改善に関する取組の
実施状況

等

公立高等学校における教育課程の編成・
実施状況

なし
公立学校教員採用選考の実施状況
調査

文部科学省
総合教育政策局教育
人材政策課

都道府県・指定都市・豊能地区（大阪府）教育
委員会において実施された採用選考の実施状況
を把握することを目的とする。

昭和54年 年
12～４月

頃

https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/senkou/
1243159.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
公立学校教員採用選考試験の受験
者数、採用者数、採用倍率

都道府県、指定都市等教育委員会から収
集した公立学校教員採用選考の実施状況
についての報告

なし
公立学校教員採用選考の実施方法
調査

文部科学省
総合教育政策局教育
人材政策課

都道府県・指定都市・豊能地区（大阪府）教育
委員会において実施された採用選考の実施方法
を把握・公表することで、各県市の採用選考方
法の改善に資することを目的とする。

平成10年 年
12～４月

頃

https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/senkou/
1243158.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

公立学校教員採用選考試験の実施
種目、選考の種類、試験の内容、
特例措置、障害者への配慮事項、
公平・公正確保のための取組　等

都道府県、指定都市等教育委員会から収
集した公立学校教員採用選考の実施方法
についての報告

なし 就学援助実施状況等調査 文部科学省
初等中等教育局修学
支援・教材課

学校教育法第19条の規定や「子供の貧困対策に
関する大綱」に基づく子供の貧困対策を推進す
る観点から、市町村における就学援助の実施状
況等を把握することを目的とする。

平成７年度 年
10月～３
月頃

https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/career/
05010502/1412177_00003
.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
要保護及び準要保護児童生徒数，
就学援助制度の周知方法，準要保
護の認定基準等

市町村における就学援助の実施状況等

なし
高等学校等における政治参加に関
する学習活動に係る調査研究

文部科学省
初等中等教育局教育
課程課

全国の国公私立の高等学校等（中等教育学校。
特別支援学校高等部含む）における政治参加に
関する学習活動の実施状況等を調査するもの。

平成28年度
およそ３
年に一度

3月
https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/shukens
ha/1388336.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

・学校における主権者教育の実施
状況
・教育委員会による高等学校等へ
の支援状況　等

都道府県・政令指定都市教育委員会及び
学校における政治参加に関する学習活動
に係る取組状況
（根拠：地方教育行政の組織及び運営に
関する法律　第54条第2項）

学校について悉皆
調査

なし
高等学校等における政治参加に関
する学習活動に係る実態調査

文部科学省
初等中等教育局教育
課程課

全国の国公私立の高等学校等（中等教育学校。
特別支援学校高等部含む）における政治参加に
関する学習活動の実施状況等を調査するもの。

令和元年度
およそ３
年に一度

3月
https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/shukens
ha/1388336.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

・学校における主権者教育の実施
状況
・教育委員会による高等学校等へ
の支援状況　等

都道府県・政令指定都市教育委員会及び
学校における政治参加に関する学習活動
に係る取組状況
（根拠：地方教育行政の組織及び運営に
関する法律　第54条第2項）

学校について抽出
調査

なし 道徳教育実施状況調査 文部科学省
初等中等教育局教育
課程課

「特別の教科 道徳」が全面実施（小：H30年
度、中：R元年度）されて以降の道徳教育の取組
状況や課題を把握し、今後の道徳教育のさらな
る改善・充実を図るために必要な知見を得るこ
とを目的に実施。

平成１５年 年 4月

https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/doutoku
/chousa/mext_00080.htm
l

無 － － － － － － － - － － － － 刊行物
・小中学校及び教育委員会を対象
とした道徳教育についての調査

令和３年度「道徳教育の抜本的改善・充
実に係る支援事業委託要項」「２委託内
容」「(5)道徳教育実施状況調査」

なし 初任者研修実施状況調査 文部科学省
総合教育政策局教育
人材政策課

教員研修の充実・改善を図るため。 平成19年 年
12～４月

頃

https://www.mext.go.jp/a
_menu/shotou/kenshu/in
dex.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
初任者研修の対象者数指導教員の
人数、１人当たりの研修時間、日
数、研修内容　等

都道府県、指定都市、中核市教育委員会
等から収集した教員研修実施状況につい
ての報告

なし
中堅教諭等資質向上研修実施状況
調査

文部科学省
総合教育政策局教育
人材政策課

教員研修の充実・改善を図るため。 平成29年 年
12～４月

頃

https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/kenshu/
index.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
中堅教諭研修の対象者数指導教員
の人数、１人当たりの研修時間、
日数、研修内容　等

都道府県、指定都市、中核市教育委員会
等から収集した教員研修実施状況につい
ての報告

なし
教職経験者研修・職階研修・その
他の研修等実施状況調査

文部科学省
総合教育政策局教育
人材政策課

教員研修の充実・改善を図るため。 平成19年 ２年等
12～４月

頃

https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/kenshu/
index.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
教職経験年数や職階に応じた研修
等の実施教委数、日数　等

都道府県、指定都市、中核市教育委員会
等から収集した教員研修実施状況につい
ての報告

なし 社会体験研修実施状況調査 文部科学省
総合教育政策局教育
人材政策課

教員研修の充実・改善を図るため。 平成19年 ２年等
12～４月

頃

https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/kenshu/
index.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
社会体験研修実施教委数、派遣者
数　等

都道府県、指定都市、中核市教育委員会
等から収集した教員研修実施状況につい
ての報告

なし 大学院等派遣研修実施状況調査 文部科学省
総合教育政策局教育
人材政策課

教員研修の充実・改善を図るため。 平成23年 ２年等
12～４月

頃

https://www.mext.go.jp/a
_menu/shotou/kenshu/in
dex.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
大学院等派遣研修実施教委数、派
遣者数　等

都道府県、指定都市教育委員会等から収
集した教員研修実施状況についての報告

なし
大学院修学休業制度等に基づく休
業者に関する調査

文部科学省
総合教育政策局教育
人材政策課

大学院等への修学に伴う休業制度を活用した、
公立学校教員の休業状況等を把握するため。

平成13年 ２年等
12～４月

頃

https://www.mext.go.jp/a
_menu/shotou/kyuugyou/
syuugaku.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
大学院等への修学休業者数、休業
期間、取得予定免許の種類　等

都道府県、指定都市委員会等から収集し
た修学休業状況についての報告

なし 免許状授与件数調査 文部科学省
総合教育政策局教育
人材政策課

教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則等
に規定された各種免許状授与に係る全国的な実
態を把握することを目的とする。

平成元年以前 年
12～４月

頃

https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/kyoin/1
353329.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
各都道府県の免許授与件数、特別
免許状の授与件数、臨時免許状の
授与件数　等

都道府県から収集した各種免許状授与状
況についての報告

なし 教員免許状取得状況調査 文部科学省
総合教育政策局教育
人材政策課

教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に
基づく大学の教職課程の許認可に関して適正な
実施を行うため。

平成元年以前 年 - - 無 － － － － － － － － － － － － －
教員免許状取得状況、教員就職状
況　等

教育職員免許法施行規則第22条の２によ
る報告の聴取
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

なし
特別支援学校教員の特別支援学校
教諭等免許状保有状況等調査

文部科学省
初等中等教育局特別
支援教育課

特別支援学校の教諭等免許状保有状況等を把握
し、今後の施策の推進の参考にすることを目的
とする。

平成17年度 年 ３月等
http://www.mext.go.jp/
a_menu/shotou/tokubetu
/1343899.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
特別支援学校教員における特別支
援学校教諭等免許状の保有状況

特別支援学校教員の特別支援学校教諭等
免許状保有状況について都道府県等から
なされた報告

なし 学校評価等実施状況調査 文部科学省 初等中等教育企画課
学校運営の改善を図るため、活用を推進してい
る学校評価等の現状と課題を把握するもの。

平成18年 ５年等 ３月頃等
http://www.mext.go.jp/
a_menu/shotou/gakko-
hyoka/1369130.htm

無 － － － － － － － － － － － － －
自己評価、学校関係者評価、第三
者評価について等

学校の教職員が行う自己評価について
は、法令上、全ての学校について、その
実施と結果の公表の義務が課せられてお
り、その実施状況や課題の把握等

令和３年度、令和
４年度は調査実施
延期

なし
教育委員会における学校の働き方
改革のための取組状況調査

文部科学省
初等中等教育局財務
課

中央教育審議会答申を踏まえ、平成28年度から
実施している「教育委員会における学校の業務
改善のための取組状況調査」を抜本的に見直
し、各教育委員会や学校における働き方改革の
進捗状況を明確にし、市区町村別の公表等や優
良事例の展開を通じて、働き方改革の取組を促
すことを目的とするもの

平成28年度 年 12月

https://www.mext.go.jp
/a_menu/shotou/uneishi
en/detail/1407520_0001
0.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

・勤務実態の具体の把握方法
・推進体制や枠組みの整備状況
・勤務時間の適正化に向けた取組
状況
・支援スタッフ等の活用状況
・業務の効率化・平準化に向けた
取組状況
・業務の削減・精選に向けた取組
状況等

・地方教育行政の組織及び運営に関する
法律第54条第2項に基づき教育委員会か
らなされた報告
・教育委員会における学校の働き方改革
のための取組状況

令和元年度から、
「教育委員会にお
ける学校の働き方
改革のための取組
状況調査」に名称
変更して実施

なし
コミュニティ・スクール及び地域
学校協働活動実施状況調査

文部科学省
総合教育政策局地域
学習推進課

全国の「コミュニティ・スクール（学校運営協
議会制度）」の導入・推進状況及び「地域学校
協働活動」の実施状況等を把握し、今後の施策
推進の参考にすることを目的とするもの。

令和元年 年 9月

https://manabi-
mirai.mext.go.jp/docume
nt/chosa/2022.html

無 － － － － － － － － － － － － －
コミュニティ・スクールを導入し
ている学校数、地域学校協働本部
の数等

コミュニティ・スクールの導入状況、地
域学校協働本部の整備状況等
・地方教育行政の組織及び運営に関する
法律第54条第2項に基づき教育委員会か
らなされた報告

なし
学校安全の推進に関する計画に係
る取組状況調査

文部科学省
総合教育政策局男女
共同参画共生社会学
習・安全課

学校保健安全法（昭和33年法律第56号）及び第3
次学校安全の推進に関する計画（2022年3月25日
閣議決定）等に基づき、今後の総合的な学校安
全の推進を図るため、各学校における学校安全
の取組を調査するもの。

平成16年度開始
（平成15年度実

績）
２～３年 年度末頃

https://anzenkyouiku.m
ext.go.jp/report-
gakkouanzen/index.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・学校安全計画の策定状況と内容
の充実

学校保健安全法（昭和33年法律第56
号）、地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第54条第2項に基づき教育委員
会からなされた報告

なし
研究者・教員等の雇用状況等に関
する調査

文部科学省
科学技術・学術政策
局人材政策課

大学及び研究開発法人等の研究者、教員等に対
する労働契約法の特例等について、特例を定め
た法律の施行状況等を把握し、今後の政策検討
を行うための基礎資料として活用するととも
に、各機関に対する適切な対応の依頼につなげ
ることを目的とするもの。

令和４年度 不定期 ２月等
https://www.mext.go.jp
/a_menu/jinzai/1357901
_00004.htm

無 － － － － － － － － － － － － －

大学及び研究開発法人等の研究
者、教員等に対する労働契約法の
特例の対象者の状況、本特例に関
する労働者への説明状況等

大学、研究開発法人等における研究者等
の雇用・育成に関わる状況

なし 埋蔵文化財関係統計資料 文化庁（文部科学省） 文化財第二課

埋蔵文化財に携わる専門職員の数や、全国的に
行われる発掘調査の費用及び届出件数などを把
握することによって、今後の埋蔵文化財行政に
係る問題点や方向性を探る上での基礎資料とす
る。

昭和46年 年 ３月末
https://www.bunka.go.j
p/seisaku/bunkazai/sho
kai/maizo.html

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物
・埋蔵文化財担当専門職員数
・発掘調査の届出等の件数
・発掘調査の費用　　等

・「調査のための発掘に関する届出」
（文化財保護法第92条）
・「土木工事等のための発掘に関する届
出」（文化財保護法第93条）
・「遺跡の発見に関する届出」（文化財
保護法第96条）等

なし 国語に関する世論調査 文化庁（文部科学省） 国語課

日本人の国語に関する意識や理解の現状につい
て調査し，国語施策の立案に資するとともに，
国民の国語に関する興味・関心を喚起すること
を目的とする。

平成７年度 年 ９月頃

https://www.bunka.go.j
p/tokei_hakusho_shuppa
n/tokeichosa/kokugo_yo
ronchosa/index.html

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物

・国民の言葉遣いに関する意識
・国民の国語に関する意識
・文化審議会国語分科会の審議内
容に関わる国民の言葉などに対す
る意識　等

国語や言葉遣いに対する国民の意識や，
文化審議会国語分科会の審議内容に関わ
る国民の意識を調査した「国語に関する
世論調査」結果

00450026 医師・歯科医師・薬剤師統計 厚生労働省
政策統括官付参事官
付保健統計室

医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年
齢、業務の種別、従事場所及び診療科名（薬剤
師を除く。）等による分布を明らかにし、厚生
労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。

平成30年 ２年 12月
https://www.mhlw.go.jp
/toukei/list/33-
20.html

有 － － ○ － － － － － ○ ○ 該当なし － 刊行物

医師数、歯科医師数及び薬剤師数
（性、年齢、業務の種別、従事場
所及び診療科名（薬剤師を除
く。）等）

医師届出票（医師法第６条第３項）
歯科医師届出票（歯科医師法第６条第３
項）
薬剤師届出票（薬剤師法第９条）

・平成28年度まで
は一般統計調査で
ある「医師・歯科
医師・薬剤師調
査」の結果から作
成

00450048 社会医療診療行為別統計 厚生労働省
政策統括官付参事官
付社会統計室

医療保険制度における医療の給付の受給者に係
る診療行為の内容、傷病の状況、調剤行為の内
容及び薬剤の使用状況等を明らかにし、医療保
険行政に必要な基礎資料を得ることを目的とす
る。

平成27年 年 ６月頃
http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/26-19.html

有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし ○ －

・診療報酬明細書に係る年齢、傷
病、診療実日数、診療行為別点
数・回数及び薬剤の使用状況等
・調剤報酬明細書に係る年齢、処
方箋受付回数、調剤行為別点数・
回数及び薬剤の使用状況等

・レセプト情報・特定健診等情報データ
ベース
・高齢者の医療の確保に関する法律第16
条（医療費適正化計画の作成等のための
調査及び分析等）に基づいた提出

平成26年までは一
般統計調査である
「社会医療診療行
為別調査」の結果
から作成

00450049 介護給付費等実態統計 厚生労働省
政策統括官付参事官
付社会統計室

介護サービスに係る給付費等の状況を把握し、
介護報酬の改定など、介護保険制度の円滑な運
営及び政策の立案に必要な基礎資料を得ること
を目的とする。

平成30年度 月、年
月：毎月
年：９月

頃

https://www.mhlw.go.jp
/toukei/list/45-1.html

有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし ○ －

・介護給付費明細書及び介護予防・日
常生活支援総合事業費明細書に係る
性、年齢、要介護(要支援)状態区分、
サービス種類別単位数・回数等
・給付管理票に係る性、年齢、要介護
(要支援)状態区分、サービス種類別計
画単位数等

介護保険総合データベースに蓄積されて
いる都道府県国民健康保険団体連合会の
審査したすべての介護給付費明細書、介
護予防・日常生活支援総合事業費明細書
及び給付管理票（福祉用具購入費、住宅
改修費など市区町村が直接支払う費用
（償還払い）に係るものは除く。）

・平成29年度まで
は一般統計調査で
ある「介護給付費
等実態調査」の結
果から作成

00450155
医療用医薬品における情報化進捗
状況調査

厚生労働省
医 政 局 医 薬 産 業振
興・医療情報企画課

医療用医薬品へのバーコードの表示状況等を把
握し、表示等の推進に向けて更なる取組を検討
するため。

平成20年度 年 ３月頃
http://www.mhlw.go.jp/
stf/houdou/0000178798.
html

無 － － － － － － － － － － － － － アイテム数、バーコード表示数等

医療用医薬品へのバーコード表示の実施
について（平成18年９月15日付薬食安発
第0915001号厚生労働省医薬食品局安全
対策課長通知）

00450156
医療機器等における情報化進捗状
況調査

厚生労働省
医 政 局 医 薬 産 業振
興・医療情報企画課

医療機器等へのバーコードの表示状況等を把握
し、表示等の推進に向けて更なる取組を検討す
るため。

平成20年度 年 ３月頃
http://www.mhlw.go.jp/
stf/houdou/0000178808.
html

無 － － － － － － － － － － － － － 総規格数、バーコード表示数等

医療機器等へのバーコード表示の実施に
ついて（平成20年３月28日付医政経発第
0328001号厚生労働省医政局経済課長通
知）

00450125 病床機能報告制度 厚生労働省
医政局地域医療計画
課

医療機関が、病床において担っている医療機能
の現状と今後の方向を選択し、その他の報告項
目と併せて、病棟単位で、都道府県に報告す
る。都道府県は、報告された情報等を活用し
て、二次医療圏ごとの各医療機能の将来の必要
量等を含めた地域医療構想を策定する。

平成26年度 年 ３月
各都道府県のホームペー
ジで公表中

無 － － － － － － － － － － － － －

・病棟ごとの医療機能
・構造設備・人員配置等に関する
項目
・具体的な医療の内容に関する項
目

・医療法（昭和23年法律第205号）第30
条の13
・医療法第30条の３の２
・医療法施行規則第30条の27の２
・医療法施行規則第30条の33の２～第30
条の33の８

00450124
人生の 終段階における医療に関
する意識調査

厚生労働省
医政局地域医療計画
課

一般国民、医療・介護従事者及び施設長の人生
の 終段階における医療・ケアに対する意識や
その変化を把握することで、本人の意思を尊重
した望ましい人生の 終段階における医療・ケ
アのあり方を検討するため。

平成４年度 ５年 -
http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/saisyuiryo

.html
有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －

人生の 終段階における医療・ケ
アの関心、意思決定支援の実態等

「住民基本台帳」（住民基本台帳法第11
条の２第１項）

なし
臓器移植の実施状況等に関する報
告書

厚生労働省
健康局難病対策課移
植医療対策推進室

臓器の移植に関する法律案に対する附帯決議
（平成９年６月16日（参議院臓器の移植に関す
る特別委員会）において、「移植医療について
国民の理解を深めるため、臓器移植の実施状
況、移植結果等（臓器配分の公平性の状況を把
握するための調査の結果を含む。）について、
毎年、国会に報告書を提出すること」とされて
いるため。

平成10年 年 不定期

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/kenkou_iryou/kenk
ou/zouki_ishoku/houkok
u_00001.html

無 － － － － － － － － － － － －
(参)厚生労働委員会にて

配布

臓器移植法に基づき脳死と判定さ
れた者の数、臓器移植実施数、臓
器提供施設数、移植実施施設数等

臓器のあっせんを全国一元的に行う機関
である（公社）日本臓器移植ネットワー
ク等から情報提供がなされる、臓器移植
法に基づき脳死と判定された者の数や臓
器移植実施数等の情報等

なし 医薬品販売制度実態把握調査 厚生労働省
医薬・生活衛生局総
務課

消費者が薬局や薬店において購入可能な医薬品
の販売実態を、一般消費者からの目線で調査す
ることにより、医薬品販売の適正化を図ること
を目的としている。

平成26年 年
６～９月

頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_28008.ht
ml

無 － － － － － － － － － － － － －
一般消費者が調査した薬局等にお
ける一般用医薬品等の情報提供の
実施状況等

医薬品販売制度実態把握調査結果

00450521 水道事業における耐震化の状況 厚生労働省
医薬・生活衛生局水
道課

水道事業における耐震化の推進施策の一環とし
て、全国の水道管や浄水施設など水道施設の耐
震化状況を調査するもの。

平成20年度 年 2月頃

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/topics/bukyoku/ken
kou/suido/taishin/

無 － － － － － － － － － － － － －

・基幹管路の耐震化状況（耐震適
合率）
・浄水施設の耐震化状況（耐震化
率）
・配水池の耐震化状況（耐震化
率）

水道事業等の業務、施設概況、水質管理
状況等を把握するために公益社団法人日
本水道協会が主体となって実施する水道
統計調査のデータ

11



ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

00450531 検疫所業務年報 厚生労働省
医薬・生活衛生局検
疫所業務課

・検疫法（昭和26年法律第201号。）に基づく検
疫感染症の病原体発見例、検疫業務実績、申請
業務実績、港湾区域等衛生管理業務実績
・感染症法（平成10年法律第114号。）に基づく
輸入動物届出実績等
・輸入食品の届出件数、輸入重量、検査件数、
食品衛生法（昭和22年法律第22号。）違反件数
等の状況
について毎年１回公表しているもの。

昭和29年 年 12月頃
https://www.forth.go.j
p/ihr/fragment1/index.
html

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物

・検疫感染症の病原体発見例、検
疫業務実績、申請業務実績、港湾
区域等衛生管理業務実績、輸入動
物届出実績等を年別に集計
・輸入食品の届出件数、輸入重
量、検査件数、食品衛生法違反件
数等を年別に集計

・検疫済証・仮検疫済証（根拠規定：検
疫法第17条、第18条、施行規則第５条、
第６条）
・申請書（根拠規定：検疫法第26条、26
条の２、施行規則第９条）
・届出書（根拠規定：感染症法第56条の
２、施行規則第29条）
・食品等輸入届出書（根拠規定：食品衛
生法第27条、施行令第32条）

00450532 輸入食品監視統計 厚生労働省
医薬・生活衛生局検
疫所業務課

輸入食品の届出件数、輸入重量、検査件数、食
品衛生法（昭和22年法律第22号。）違反件数等
の状況を集計し、毎年一回公表しているもの。

昭和56年 年 ９月頃

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/kenkou_iryou/shoku
hin/yunyu_kanshi/kansh
i/index.html

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物
輸入食品の届出件数、輸入重量、
検査件数、食品衛生法違反件数等
を年別に集計

食品等輸入届出書（根拠規定：食品衛生
法第27条、施行令第32条）

00450191 食中毒統計調査 厚生労働省
医薬・生活衛生局食
品監視安全課

食中毒の患者並びに食中毒死者の発生状況を的
確に把握し、食品衛生対策の基礎資料とするた
め。

昭和48年 年 ３月

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/kenkou_iryou/shoku
hin/syokuchu/04.html

有 ○ － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物
食中毒事件数・患者数・死者数を
病因物質別等に集計

食中毒事件調査結果報告書（根拠規定：
食品衛生法第63条、施行令第37条、施行
規則第76条）

00450193
牛海綿状脳症（BSE）スクリーニ
ング検査の結果

厚生労働省
医薬・生活衛生局食
品監視安全課

BSEに罹患した牛等が食用として流通しないよう
措置することにより、食肉の安全を確保すると
ともに、併せて我が国におけるBSEの罹患状況の
評価に資するため。

平成13年 月 毎月
http://www.mhlw.go.jp/
houdou/0110/h1018-
6.html

無 － － － － － － － － － － － － －
ＢＳＥスクリーニング検査数を対
象となる牛別に集計

伝達性海綿状脳症検査実施要領に基づき
都道府県等で実施したスクリーニング検
査
（根拠規定：と畜場法第14条、と畜場法
施行令第６条、牛海綿状脳症対策特別措
置法第７条、厚生労働省関係牛海綿状脳
症対策特別措置法施行規則第１条）

00450541 労働基準監督年報 厚生労働省 労働基準局監督課
労働基準行政の活動状況を把握し、今後の労働
基準行政の運営に役立てるため。

昭和24年 年 ３月
http://www.mhlw.go.jp/
bunya/roudoukijun/kant
oku01/

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物 監督実施状況等
各労働基準監督署等で実施した、監督指
導に関するデータ等

00450551 労働災害発生状況 厚生労働省
労働基準局安全衛生
部安全課

労働災害の発生状況を把握し、労働災害防止対
策に役立てるため。

昭和25年
（確認できる範

囲）
月 毎月

https://www.mhlw.go.jp
/bunya/roudoukijun/anz
eneisei11/rousai-
hassei/

有 － － － ○ － － － － － － － － －
休業４日以上の死傷災害の業種
別、死亡災害の業種別、都道府県
別、事故型別件数　等

労働者死傷病報告（労働安全衛生規則第
97条）、死亡災害報告、重大災害報告
（平成27年まで）、労災保険給付データ
(平成23年まで)

統計は月次（速報
値）で作成してい
るが、e-statへの
掲載は年次（確定
値）のみ

00450211 定期健康診断結果報告 厚生労働省
労働基準局安全衛生
部労働衛生課

労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の有
所見率等を把握し、労働者の健康管理対策に役
立てるため。

昭和31年
（確認できる資

料）
年 ６月頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/koyou_roudou/roud
oukijun/anzen/toukei.h
tml
「業務上疾病発生状況等
調査」を参照

有 ○ － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －
定期健康診断実施結果（年次別、
業種別、都道府県別）

定期健康診断結果報告書（労働安全衛生
規則第52条）

00450217 特殊健康診断結果報告 厚生労働省
労働基準局安全衛生
部労働衛生課

労働安全衛生法に基づく特殊健康診断の有所見
率等を把握し、労働者の健康管理対策に役立て
るため。

昭和31年
（確認できる資

料）
年 ６月頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/koyou_roudou/roud
oukijun/anzen/toukei.h
tml「業務上疾病発生状
況等調査」を参照

無 － － － － － － － － － － － － －
特殊健康診断実施結果（年次別、
対象作業別）

各特殊健康診断結果報告（有機溶剤中毒
予防規則第30条の３等）

00450218 業務上疾病発生状況 厚生労働省
労働基準局安全衛生
部労働衛生課

労働災害のうちの業務上疾病の発生状況を把握
し、労働者の健康管理対策に役立てるため。

昭和31年
（確認できる資

料）
年 ６月頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/koyou_roudou/roud
oukijun/anzen/toukei.h
tml

有 － － － ○ － － － － － － 該当なし － －
業務上疾病発生状況（業種別・疾
病別、年次別）

労働者死傷病報告（労働安全衛生規則第
97条）

00450219 じん肺管理区分決定状況 厚生労働省
労働基準局安全衛生
部労働衛生課

じん肺管理区分の決定状況等、じん肺健康管理
の実施状況等を把握し、労働者の健康管理対策
に役立てるため。

昭和31年
（確認できる資

料）
年 ６月頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/koyou_roudou/roud
oukijun/anzen/toukei.h
tml
「業務上疾病発生状況等
調査」を参照

無 － － － － － － － － － － － － －
じん肺管理区分決定状況（年次
別）、公表年の業種別じん肺健康
管理実施状況

じん肺健康管理実施状況報告（じん肺法
施行規則第37条）

00450561 労働保険の適用徴収の状況 厚生労働省
労働基準局労働保険
徴収課

労働保険の適用徴収の状況を把握し、労働保険
適用徴収制度の基礎資料を得ることを目的とす
る。

平成21年 月、年 毎月
http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/roudouhoke
n.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・労働保険の適用状況
・労働保険料の収納率等

各都道府県労働局で取り扱った、労働保
険の適用徴収業務に関するデータ

00450571
石綿による疾病に関する労災保険
給付などの請求・決定状況

厚生労働省 労働基準局補償課
石綿による疾病に関する労災保険給付などの請
求・決定件数を把握することを目的とする。

平成18年 年

速報値：
６月頃
確定値：
12月頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_29518.ht
ml

有 － － － － － ○ － － － － 該当なし － － 疾病別請求・決定状況
石綿による疾病に関する労災保険等の請
求・決定に関するデータ

00450572 過労死等の労災補償状況 厚生労働省 労働基準局補償課
脳・心臓疾患や、精神障害に関する労災保険の
請求・決定件数を把握することを目的とする。

平成14年 年 ６月頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_26394.ht
ml

有 － － － － － ○ － － － － 該当なし － － 疾病別請求・決定状況
脳・心臓疾患及び精神障害に関する労災
保険の請求・決定に関するデータ

00450581 労災保険事業月報 厚生労働省
労働基準局労災保険
業務課

月ごとの労災保険事業の給付等の状況を把握
し、労災保険制度の基礎資料を得ることを目的
とする。

昭和22年 月 毎月
http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/136-
1b.html

有 － － ○ － － ○ － － ○ － 該当なし － －
・適用状況
・保険給付支払状況

各都道府県労働局で取り扱った、各種保
険給付に関するデータ

00450582 労働者災害補償保険事業年報 厚生労働省
労働基準局労災保険
業務課

年度ごとの労災保険事業の給付等の状況を把握
し、労災保険制度の基礎資料を得ることを目的
とする。

昭和22年 年

速報値：
７月

確定値 ：
３月

http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/138-
1b.html

有 － － ○ － － ○ － － ○ － 該当なし － 刊行物
・適用状況
・保険給付支払状況

各都道府県労働局で取り扱った、各種保
険給付に関するデータ

00450222
一般職業紹介状況（職業安定業務
統計）

厚生労働省
職業安定局雇用政策
課

公共職業安定所における求人、求職、就職の状
況（新規学卒者を除く。）を取りまとめ、求人
倍率等の指標を作成する。

昭和23年 月

月：毎月
暦年：１

月
年度：４

月

http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/114-
1b.html

有 － － － ○ － － － － ○ － ○ － －
・有効求人倍率
・新規求人数等

労働力の需給に関する調査等（職業安定
法第14条）

00450223 雇用保険事業月報 厚生労働省
職業安定局雇用保険
課

雇用保険の適用・給付状況を把握し、雇用保険
制度の適正な運営を図るとともに、雇用対策等
の基礎資料として利用することを目的とする。

昭和50年 月、年
月：毎月
年：11月

http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/150-1.html

有 － － － ○ － － － － ○ － 該当なし － －
・雇用保険適用状況
・雇用保険給付状況

雇用保険に関する各種届出（雇用保険
法、雇用保険法施行規則）

00450591 障害者雇用状況 厚生労働省
職業安定局障害者雇
用対策課

障害者雇用促進法に定められた障害者の雇用義
務の履行状況を把握し、雇用制度の適切な運営
を図ることを目的とする。

昭和52年 年 12月頃

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/koyou_roudou/koyou
/shougaishakoyou/houdo
u/index.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・障害者の雇用者数
・障害者雇用率の達成状況

・障害者雇用促進法第43条第７項
・障害者雇用促進法第40条

00450601 労働者派遣事業報告書の集計結果 厚生労働省
職業安定局需給調整
事業課

派遣労働者数、派遣先件数、年間売上高、派遣
料金及び派遣賃金等を時系列的、構造的に把握
することを目的とする。

平成12年度 年 ３月
http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/0000079194.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・派遣労働者数
・派遣先件数
・年間売上高
・派遣料金
・派遣賃金

労働者派遣事業報告書（労働者派遣事業
の適正な運営の確保及び派遣労働者の保
護等に関する法律、労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律施行規則）

00450602 職業紹介事業報告書の集計結果 厚生労働省
職業安定局需給調整
事業課

求職者数、求人者数、就職件数等を時系列的、
構造的に把握することを目的とする。

平成12年度 年 ３月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/koyou_roudou/koyo
u/haken-
shoukai/shoukaishukei.
html

無 － － － － － － － － － － － － －

・求人数
・求職者数
・就職件数
・手数料額
・離職者数

職業紹介事業報告書（職業安定法、職業
安定法施行規則）
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業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

00450621 高年齢者の雇用状況 厚生労働省
職業安定局高齢者雇
用対策課

定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の
雇用等に関する状況を把握することを目的とす
る。

平成18年 年
10～11月

頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/houdou/0000182200
_00003.html

無 － － － － － － － － － － － － －
高年齢者雇用確保措置及び高年齢
者就業確保措置の実施状況

高年齢者雇用状況等報告書（高年齢者等
の雇用の安定等に関する法律第52条第１
項）

なし 「外国人雇用状況」の届出状況 厚生労働省
職業安定局外国人雇
用対策課

外国人労働者の雇用状況を把握し、外国人労働
者の雇用管理の改善や再就職支援を図ることを
目的とする。

平成20年 年 １月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/koyou_roudou/koyo
u/gaikokujin/gaikokuji
n-koyou/06.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・外国人労働者数
・外国人雇用事業所数

労働施策の総合的な推進並びに労働者の
雇用の安定及び職業生活の充実等に関す
る法律第28条

00450232
高校・中学新卒者の就職内定状況
等

厚生労働省
人材開発統括官付若
年者・キャリア形成
支援担当参事官室

学校や公共職業安定所からの職業紹介を希望し
た新規中学校卒業者・高校卒業者を対象とし
て、それらの求人・求職・内定状況を把握し、
雇用対策等に活用するとともに、基礎資料とし
て活用することを目的とする。

昭和62年 月
５月、９
月、11月

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/koyou_roudou/koyou
/jakunen/jakunensha-
houdou.html

有 － － － ○ － － － － ○ ○ ○ － －

・求人数
・求職者数
・求人倍率
・就職内定者数、就職内定率

ハローワーク経由で収集した新規学校卒
業者の求人・求職・就職等の状況報告

00450631 「技能検定」の実施状況まとめ 厚生労働省
人材開発統括官付能
力評価担当参事官室

職業能力開発促進法に基づく技能検定の実施状
況を把握し、基礎資料を得るとともに、技能検
定職種の統廃合等に活用し、技能検定制度の活
性化に寄与することを目的とする。

昭和55年（確認
できる資料）

年 ７月頃
https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_19883.htm
l

有 － － － ○ － － － － － － － － －

・検定職種・作業・等級別の技能
検定受検申請者数、合格者数及び
合格率
・同受検申請者数及び合格者数の
推移

「都道府県知事が行う技能検定に関する
業務に係る通知の整備について（平成16
年４月１日付け能発0401001号厚生労働
省職業能力開発局長通知）」に基づき、
都道府県から提出された実施結果報告書
（職業能力開発促進法第46条第２項、職
業能力開発促進法施行令第３条及び地方
自治法第245条の４第１項）

00450632
「若年技能者人材育成支援等事
業」に係るものづくりマイスター
認定状況

厚生労働省
人材開発統括官付能
力評価担当参事官室

「若年技能者人材育成支援等事業」について、
ものづくりマイスターの認定状況を把握・公表
することにより若年技能者の人材育成に取組む
事業主等の活用を促進するとともに、事業の進
捗状況等を把握することにより事業の効果的・
効率的な実施を推進することを目的とする。

平成25年度 月
おおむね
奇数月

https://monozukuri-
meister.mhlw.go.jp/mm/
mm/contents/boshu/

有 － － － ○ － － － － － － － － － ものづくりマイスター認定状況
厚生労働省ものづくりマイスターデータ
ベース（若年技能者人材育成支援等事業
実施要領）

00450643
ハロートレーニング（公共職業訓
練）の実施状況

厚生労働省
人材開発統括官付人
材開発政策担当参事
官室

公共職業訓練の実施状況を把握するとともに、
職業訓練制度の円滑な運営に資するための基礎
資料を得ることを目的としている。

平成25年
（把握可能な限

り）
年 10月頃

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/koyou_roudou/jinza
ikaihatsu/hellotrainin
g_top.html

有 － － － － － ○ － － ○ ○ 該当なし － －
訓練受講者数、訓練修了後の就職
率等

都道府県、独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構等から収集したハロー
トレーニング（公共職業訓練）の実施状
況についての報告

00450651
子ども虐待による死亡事例等の検
証結果

厚生労働省
子ども家庭局家庭福
祉課虐待防止対策推
進室

子ども虐待による死亡事例等については、事例
を分析・検証し、明らかとなった問題点・課題
から具体的な対応策の提言を行うことを目的と
している。

平成16年 年
８月～10

月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/bun
ya/0000198645.html

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物 子ども虐待による死亡事例　等
児童虐待防止法第４条第５項 地方自治
法第245条の４第１項

00450652
市区町村の児童家庭相談業務の実
施状況等の調査結果

厚生労働省
子ども家庭局家庭福
祉課虐待防止対策推
進室

厚生労働省が、市区町村及び都道府県の児童家
庭相談業務等の取組状況を把握し、今後の児童
福祉施策の推進に向けた方策を検討する上での
参考資料とすることを目的とする。

平成17年 年 ３月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/bun
ya/0000198650.html

無 － － － － － － － － － － － － － 児童家庭相談業務の状況 等 地方自治法第245条の４第１項

00450653
母子家庭の母及び父子家庭の父の
自立支援施策の実施状況について

厚生労働省
子ども家庭局家庭福
祉課

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に
関する特別措置法（平成24年法律第92号）第４
条に基づき、母子家庭等への自立支援施策の実
施状況を把握して公表することを目的とする。

平成25年
（平成24年度

分）
年 1～3月頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/bun
ya/0000189612_00009.h
tml

無 － － － － － － － － － － － － －
事業実績（主に利用者数、就職件
数）、事業実施自治体数

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の
支援に関する特別措置法第４条に基づく
事業の実施状況に関し自治体から提出さ
れたデータ

00450671
放課後児童健全育成事業（放課後
児童クラブ）の実施状況

厚生労働省
子ども家庭局子育て
支援課

放課後児童クラブの現状把握と今後の施策のた
めの基礎資料を得ることを目的とする。

平成10年 年 12月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_29856.ht
ml

無 － － － － － － － － － － － － －
・放課後児童クラブ数
・登録児童数
・待機児童数

放課後児童健全育成事業（放課後児童ク
ラブ）の実施状況

00450681 保育所等関連状況取りまとめ 厚生労働省 子ども家庭局保育課
４月１日時点における保育所等利用児童数や保
育所等入所待機児童数等を把握し、待機児童解
消等の保育施策検討のための基礎資料とする。

平成13年 年
８～９月

頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_27446.ht
ml

無 － － － － － － － － － － － － －

・保育所等数
・保育所等定員数
・保育所等利用児童数
・保育所等入所待機児童数　等

保育所入所申込等に関する情報（児童福
祉法第24条第３項、子ども・子育て支援
法第20条第1項）

00450278 認可外保育施設の現況取りまとめ 厚生労働省
子ども家庭局総務課
少子化総合対策室

認可外保育施設の施設数や利用児童数等を把握
し、認可外保育施設における指導監督に関する
検討のための基礎資料とする。

平成15年
（平成14年度

分）
年 ７月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_27428.ht
ml

有 － － － ○ － － － － － － 該当なし － －
・認可外保育施設数
・認可外保育施設の利用児童数
・指導監督基準の適合状況    等

認可外保育施設の届出等に関する情報
（児童福祉法第59条の２、第59条の２の
５）

00450691
乳幼児等に係る医療費の援助につ
いての調査結果

厚生労働省
子ども家庭局母子保
健課

地方自治体が実施している乳幼児等に対する医
療費助成の現状の把握及び、各自治体や住民に
対するサービスの周知並びに情報提供に資する
ため。

平成16年度
（把握可能な限

り）
年 ８月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_28023.ht
ml

無 － － － － － － － － － － － － －
都道府県及び市町村の乳幼児等に
対する医療費助成の対象年齢、所
得制限等

都道府県及び市町村の乳幼児等の医療費
助成の状況（乳幼児等に係る医療費の援
助についての調査（依頼）母子保健課長
通知）

00450693
妊婦健康診査の公費負担の状況に
かかる調査結果

厚生労働省
子ども家庭局母子保
健課

市町村が実施している妊婦健康診査の公費負担
の状況を把握するため。

平成22年度
（把握可能な限

り）
隔年 ８月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/houdou/000017669
1_00001.html

無 － － － － － － － － － － － － － 市町村の妊産婦健康診査の状況
市町村の妊産婦健康診査の状況（母子保
健法第13条）

00450279
次世代育成支援対策推進法に基づ
く市町村行動計画及び都道府県行
動計画に関する策定状況等の調査

厚生労働省
子ども家庭局総務課
少子化総合対策室

次世代育成支援対策法に基づく市町村行動計画
及び都道府県行動計画の策定状況等を把握する
ため。

平成17年 年 不定期

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/buny
a/kodomo/kodomo_kos
odate/jisedai/index.html

有 － － － ○ － － － － － － 該当なし － －
・策定状況
・公表状況

市町村及び都道府県の地域行動計画の策
定状況及び公表状況（次世代育成支援対
策推進法第８条、第９条）

00450270
次世代育成支援対策推進法に基づ
く特定事業主行動計画の策定状況
の調査

厚生労働省
子ども家庭局総務課
少子化総合対策室

次世代育成支援対策法に基づく特定事業主行動
計画の策定状況等を把握するため。

平成17年 年 不定期

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/buny
a/kodomo/kodomo_kos
odate/jisedai/index.html

有 － － － ○ － － － － － － 該当なし － －
・策定状況
・公表状況

国及び地方公共団体（都道府県、市町村
及び特別区）の特定事業主行動計画の策
定状況及び公表状況（次世代育成支援対
策推進法第19条）

00450295
都道府県労働局雇用環境・均等部
（室）での法施行状況

厚生労働省

雇用環境・均等局雇
用機会均等課、職業
生活両立課、有期・
短時間労働課

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）で取り
扱った、男女雇用機会均等法、労働施策総合推
進法、パートタイム労働法、育児・介護休業法
に関する相談、紛争解決の援助申立、調停申
請、是正指導の状況を把握し、適切な法施行の
ための基礎資料を得ることを目的とする。

昭和62年 年 ６月
http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/0000167772.html

無 － － － － － － － － － － － － －

男女雇用機会均等法、労働施策総
合推進法、育児・介護休業法、
パートタイム労働法に関する相
談、紛争解決の援助申立、調停申
請、是正指導の状況

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）
における男女雇用機会均等法、労働施策
総合推進法、パートタイム労働法及び育
児・介護休業法の施行状況

00450293
女性活躍推進法に基づく一般事業
主行動計画策定届の届出及び認定
状況

厚生労働省
雇用環境・均等局雇
用機会均等課

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の
策定届の届出及び認定状況を把握し、法施行業
務等の基礎資料とするため。

平成28年 四半期 四半期
http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/0000129028.html

無 － － － － － － － － － － － － －
女性活躍推進法に基づく一般事業
主行動計画策定届の届出及び認定
状況

一般事業主行動計画策定届（女性活躍推
進法第８条）
女性活躍推進法に基づく認定（女性活躍
推進法第９条）

00450701
次世代育成支援対策推進法に基づ
く一般事業主行動計画策定届の届
出及び認定状況

厚生労働省
雇用環境・均等局職
業生活両立課

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主
行動計画の策定届の届出及び認定状況を把握
し、法施行業務等の基礎資料とするため。

平成22年 四半期 四半期

http://www.mhlw.go.jp/
general/seido/koyou/ji
sedai/sekoujyoukyou.ht
ml

無 － － － － － － － － － － － － －
次世代育成支援対策推進法に基づ
く一般事業主行動計画策定届の届
出及び認定状況

・一般事業主行動計画策定届（次世代育
成支援対策推進法第12条）
・次世代育成支援対策推進法に基づく認
定（次世代育成支援対策推進法第13条及
び第15条の２）

00450292 家内労働概況調査 厚生労働省
雇用環境・均等局在
宅労働課

全国の家内労働者数、委託者数等を把握すると
ともに、危険有害業務に従事する家内労働者の
概況を把握し、家内労働対策を推進するための
基礎資料を得ることを目的とする。

昭和47年 年 3月
http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/93-1b.html

有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －

・家内労働従事者数、家内労働者
数、補助者数、委託者数及び代理
人数
・危険有害業務の種類、性別及び
類型別危険有害業務に従事する家
内労働従事者数　等

委託状況届（家内労働法第26条）
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
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テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
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(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標
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備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

00450711 使用者による障害者虐待の状況等 厚生労働省
雇用環境・均等局総
務課

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支
援等に関する法律第28条に基づき公表するこ
と。

平成25年度 年 ７月頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/bun
ya/hukushi_kaigo/shoug
aishahukushi/gyakutaib
oushi/index.html

無 － － － － － － － － － － － － －

使用者による虐待があった事業所
の業種及び規模、使用者による虐
待を行った使用者と被虐待者との
関係等

各都道府県労働局で取り扱った使用者に
よる障害者虐待の状況等のデータ

00450712 個別労働紛争解決制度施行状況 厚生労働省
雇用環境・均等局総
務課

個別労働紛争解決制度における総合労働相談、
助言・指導、あっせんの状況を集計し、毎年1回
公表すること。

平成14年度 年 ６月頃

https://www.mhlw.go.jp
/general/seido/chihou/k
aiketu/index.html

無 － － － － － － － － － － － － －
総合労働相談件数、助言・指導申
出件数、あっせん申請件数等

各都道府県労働局で取り扱った総合労働
相談件数、助言・指導申出件数、あっせ
ん申請件数等のデータ

00450347
都道府県・市区町村における障害
者虐待事例への対応状況等

厚生労働省
社会・援護局障害保
健福祉部障害福祉課

障害者虐待防止法に基づく都道府県、市区町村
の対応状況等を把握し、障害者虐待防止対策の
基礎資料を得ることを目的とする。

平成25年 年 ３月頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/hukushi_kaigo/sho
ugaishahukushi/gyakuta
iboushi/index.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・障害者虐待の通報・届出件数
・都道府県、市区町村による障害
者虐待への対応状況
・虐待と判断された事例及び虐待
者／被虐待者の状況
・都道府県、市区町村による障害
者虐待防止のための体制整備の状
況

・都道府県、市区町村による障害者虐待
防止法に基づく各種相談記録
・障害者虐待防止法第42条を踏まえて実
施する調査に対して地方公共団体からな
された報告

00450348 障害者相談支援事業の実施状況 厚生労働省
社会・援護局障害保
健福祉部障害福祉課

障害者相談支援事業にかかる都道府県、市区町
村の対応状況等を把握し、相談支援の基礎資料
を得ることを目的とする。

平成18年 年 ３月頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/hukushi_kaigo/sho
ugaishahukushi/toukei/
index.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・障害者相談支援事業の実施状況
・相談支援従事者研修等の実施状
況

各都道府県・市町村における障害者相談
支援事業等の実施状況にかかる調査に対
して地方公共団体からなされた報告

00450343 障害支援区分認定状況調査 厚生労働省
社会・援護局障害保
健福祉部精神・障害
保健課

障害者総合支援法に基づく障害支援区分認定事
務の各自治体における実施状況について把握・
分析を行い、障害支援区分の制度運営に資する
基礎資料を得るとともに、各自治体における障
害支援区分の適切な認定を支援することを目的
とする。

平成27年 年 12月頃

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/hukushi_kaigo/shou
gaishahukushi/kubun/in
dex.html

有 － － － － － ○ － － － ○ 該当なし － －
市区町村が認定した二次判定区
分、一次判定区分の件数

・市区町村が障害者総合支援法に基づい
て実施する認定調査の結果
・市区町村等が障害者総合支援法に基づ
いて設置する市町村審査会において判定
された障害支援区分の結果

00450303
無料低額診療事業等に係る実施状
況の報告

厚生労働省 社会・援護局総務課

社会福祉法（昭和26年法律第45号）第2条第3項
第9号に基づく「生計困難者のために、無料又は
低額な料金で診療を行う事業（以下「無料低額
診療事業」という。）」及び同項第10号に基づ
く「生計困難者に対して、無料又は低額な費用
で介護保険法（平成9年法律第123号）に規定す
る介護老人保健施設を利用させる事業（以下
「無料低額老健事業」という。）」を実施され
ている施設の実施状況を把握することを目的と
する。

平成28年度 年 ５月
http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/muryou_sin
ryoujigyou.html

有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －

無料低額診療事業・無料低額老健
事業の無料低額診療事業等対象患
者（入所者）数、施設数、実施施
設の内訳及び診療事業の実施施設
の取組（サービス）の内訳

・社会福祉法第70条
・平成１３年７月２３日付け社援発第１
２７６号厚生労働省社会・援護局長通知
・平成１３年７月２３日付け社援発第１
２７７号・老発第２７５号厚生労働省社
会・援護局長、老健局長連名通知
・平成１３年７月２３日付け社援総発第
５号厚生労働省社会・援護局総務課長通
知
・平成１３年７月２３日付け社援総発第
６号・老計発第３０号厚生労働省社会・
援護局総務課長、老健局計画課長連名通
知
・平成３０年２月２０日付け社援総発０
２２０第１号・老老発０２２０第１号号
社会・援護局総務課長、老健局老人保健
課長通知

00450313 医療扶助実態統計 厚生労働省 社会・援護局保護課

生活保護法による医療扶助受給者の診療内容を
把握し、被保護階層に対する医療対策その他厚
生労働行政の企画運営に必要な基礎資料を得る
ことを目的とする。

令和３年 年 ６月
https://www.mhlw.go.jp
/toukei/list/67-17.html 有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －

一般診療件数・日数・決定点数
歯科診療件数・日数・決定点数
調剤件数・処方せん受付回数・点
数
薬剤数量に占める後発医薬品割合

「レセプト情報・特定健診等情報データ
ベース」（高齢者の医療の確保に関する
法律第16条（医療費適正化計画の作成等
のための調査及び分析等））

令和２年までは、
一般統計調査であ
る「医療扶助実態
調査」の結果から
作成

00450323
ホームレスの実態に関する全国調
査（概数調査）

厚生労働省
社会・援護局地域福
祉課

本調査は、ホームレスの自立の支援等に関する
特別措置法（平成14年法律第105号）及びホーム
レスの自立の支援等に関する基本方針（平成20
年7月厚生労働省・国土交通省告示第1号）に基
づき実施される施策の効果を継続的に把握する
ことを目的とする。

平成15年 年 4月
http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/63-15.html

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －

・男女別ホームレス数
・場所別ホームレス数（都市公
園、河川、道路、駅舎、その他施
設の５区分に分類

・ホームレスの自立の支援等に関する特
別措置法第14条
・同条に基づき、自治体に調査・集計を
業務委託

－

00450351 介護保険事業状況報告 厚生労働省
老健局介護保険計画
課

介護保険制度の施行に伴い、介護保険事業の実
施状況を把握し、今後の介護保険制度の円滑な
運営に資するための基礎資料を得ることを目的
としている。

平成12年 月、年

月：随
時、

年：７月
予定

http://www.mhlw.go.jp/
topics/kaigo/toukei/jo
ukyou.html

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － 刊行物

・第１号被保険者数
・要介護(要支援)認定者数
・居宅(介護予防)サービス受給者
数
・地域密着型(介護予防)サービス
受給者数
・施設サービス受給者数
・保険給付 介護給付・予防給付
総数(給付費)
・保険給付 介護給付・予防給付
居宅(介護予防)サービス(給付費)
・保険給付 介護給付・予防給付
地域密着型(介護予防)サービス(給
付費)
・保険給付 介護給付・予防給付
施設サービス(給付費)
・保険給付 特定入所者介護(介護
予防)サービス費　総数(給付費)
・保険給付 高額介護(介護予防)
サービス費　総数(給付費)

介護保険法第197条の２に基づき地方公
共団体からなされた報告

なし
有料老人ホームを対象とした指導
状況等のフォローアップ調査結果

厚生労働省 老健局高齢者支援課
老人福祉法に基づく届出が行われているか等の
実態把握を目的としている。

平成21年 年 ３月
https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_17744.htm
l

無 － － － － － － － － － － － － －
・有料老人ホームの届出状況
・有料老人ホームにおける前払金
の保全措置の実施状況

老人福祉法第29条第１項に基づき地方公
共団体からなされた届出

なし

高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律に
基づく対応状況等に関する調査結
果

厚生労働省 老健局高齢者支援課

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支
援等に関する法律に基づく都道府県、市区町村
の対応状況等を把握し、高齢者虐待防止対策の
基礎資料を得ることを目的とする。

平成19年 年 １２月
https://www.mhlw.go.jp
/stf/houdou/0000196989
_00008.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・養介護施設従事者等による高齢
者虐待についての対応状況等
・養護者による高齢者虐待につい
ての対応状況等
・市町村における高齢者虐待防止
対応のための体制整備等について
・クロス集計等分析結果表等

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対
する支援等に関する法律第２６条を踏ま
えて実施する調査に対して地方公共団体
からなされた報告

なし
特定健診・特定保健指導の実施状
況

厚生労働省
保険局医療介護連携
政策課医療費適正化
対策推進室

特定健康診査・特定保健指導の実施状況を把握
し、当該制度の実施率向上に向けた取組の基礎
資料とするため。

平成21年度 年 ３月頃

https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_03092.ht
ml

無 － － － － － － － － － － － － －

・特定健康診査の実施率（保険者
種別、性・年齢階級別）
・特定保健指導の実施率（保険者
種別、性・年齢階級別）

高齢者の医療の確保に関する法律第142
条に基づき医療保険者からなされた報告

00450396 国民健康保険事業年報・月報 厚生労働省 保険局調査課
国民健康保険の事業状況を把握し、国民健康保
険制度の健全な運営を図るための基礎資料とす
るため。

昭和29年度 月、年
年：４月
月：毎月

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/iryouhoken/databas
e/seido/kokumin_nenpo.
html

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － 刊行物

・一般状況（保険者数、世帯数、
被保険者数等）
・医療費の状況
・経理状況
・保険料（税）賦課状況

国民健康保険法第107条に基づき市区町
村、国保組合からなされた報告

00450397 国民健康保険実態調査 厚生労働省 保険局調査課

国民健康保険における保険者の保険料（税）賦
課の状況及び被保険者の年齢、所得、職業等を
調査し、国民健康保険制度の健全な発展を期す
ための基礎資料を得るため。

昭和37年度 年 ２月

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/iryouhoken/databas
e/seido/kokumin_jitai.
html

有 ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － 刊行物

・世帯の所得階級別保険料（税）
賦課状況（全世帯、軽減世帯）
・世帯主の職業別世帯数、組合員
の年齢階級別保険料賦課状況

国民健康保険法第106条に基づき市区町
村、国保組合からなされた報告
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00450390 後期高齢者医療事業状況報告 厚生労働省 保険局調査課
後期高齢者医療制度の事業状況を把握し、後期
高齢者医療制度の健全な運営を図るための基礎
資料とするため。

平成20年度 月、年
年：４月
月：毎月

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/iryouhoken/databas
e/seido/kouki_houkoku.
html

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － 刊行物

・一般状況（被保険者数等）
・医療費の状況
・経理状況
・保険料賦課状況

高齢者の医療の確保に関する法律第135
条に基づき後期高齢者医療広域連合から
なされた報告

00450388
後期高齢者医療制度被保険者実態
調査

厚生労働省 保険局調査課

後期高齢者医療制度における後期高齢者医療広
域連合の保険料賦課の状況及び被保険者の年
齢、所得等を調査し、後期高齢者医療制度に係
わる基礎資料を得るため。

平成20年度 年 ３月

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/iryouhoken/databas
e/seido/kouki_jittai.h
tml

有 ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － 刊行物

・被保険者の属性
・保険料の賦課状況、軽減判定の
状況
・被保険者の所得の状況

高齢者の医療の確保に関する法律第134
条第１項に基づき後期高齢者医療広域連
合からなされた報告

00450402 「医科医療費の動向」調査 厚生労働省 保険局調査課
医科医療費の動向等を迅速に明らかにし、医療
保険行政のための基礎資料を得ることを目的と
する。

平成29年度 月 毎月

http://www.mhlw.go.jp/
bunya/iryouhoken/datab
ase/zenpan/cyouzai_dou
kou.html

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － － ・医科医療費の動向
高齢者の医療の確保に関する法律第16条
第２項に基づき保険者及び後期高齢者医
療広域連合からなされた報告

00450482 「調剤医療費の動向」調査 厚生労働省 保険局調査課
調剤医療費の動向及び薬剤の使用状況等を迅速
に明らかにし、医療保険行政のための基礎資料
を得ることを目的とする。

平成23年度 月 毎月

http://www.mhlw.go.jp/
bunya/iryouhoken/datab
ase/zenpan/cyouzai_dou
kou.html

有 － － － ○ － － － － ○ ○ 該当なし － －
・調剤医療費の動向
・薬剤の使用状況

高齢者の医療の確保に関する法律第16条
第２項に基づき保険者及び後期高齢者医
療広域連合からなされた報告

00450483 健康保険・船員保険事業状況報告 厚生労働省 保険局調査課
健康保険及び船員保険の事業状況を把握し、健
康保険制度及び船員保険制度の健全な運営を図
るための基礎資料とするため。

平成20年度 月、年
年：12月
頃、

月：毎月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/iryouhoken/databa
se/seido/kenpo_zyoukyo
u.html

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － 刊行物
・適用及び給付の状況
・収支状況

健康保険法施行規則第14条に基づき健康
保険組合からなされた報告並びに健康保
険法施行規則第２条の８及び船員保険法
施行規則第３条に基づき全国健康保険協
会からなされた報告

00450484 入院基本料等実施状況報告 厚生労働省 保険局医療課
診療報酬の施設基準の届出状況について、直近
の状況を把握し、基礎資料を得ることを目的と
するため。

平成18年度
（把握可能な限

り）
年 不定期

https://www.mhlw.go.jp
/content/12404000/0005
46464.pdf

無 － － － － － － － － － － － － － 入院基本料等の実施状況等
保険医療機関及び保険医療養担当規則第
11条の３に基づく報告

00450386
ＤＰＣ導入の影響評価に関する調
査

厚生労働省 保険局医療課
ＤＰＣの導入の影響評価及び今後のDPC制度の見
直しを目的として実施するもの。

平成18年度 年 ３月頃

http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/kenkou_iryou/iryou
hoken/database/dpc.htm
l

有 － － － ○ － ○ － － － ○ 該当なし － －
・病態等の情報
・診療報酬請求情報
・施設情報

・病態等の情報等
・厚生労働大臣が指定する病院の病棟に
おける療養に要する費用の額の算定方法
第５項第三号の規定に基づく調査

00450462 国民年金被保険者実態調査 厚生労働省
年金局事業企画課調
査室

国民年金第１号被保険者について、保険料の納
付状況ごとに、その実態を明らかにし、被保険
者の収入、被保険者の国民年金制度に対する意
識、保険料未納の理由など今後の年金制度の検
討及び国民年金の事業運営に必要な資料を得る
こと。

平成８年 ３年 ３月頃
http://www.mhlw.go.jp/
toukei/list/140-
15a.html

有 － － － ○ － ○ － － － ○ 該当なし － 刊行物

・国民年金に関する納付状況
・本人及び世帯の所得の状況
・世帯の固定資産評価額の状況
・国民健康保険（市町村）の保険
料（税）賦課状況及び納付状況

・国民年金被保険者ファイル
・市区町村民税課税台帳
・国民健康保険料（税）賦課台帳
・固定資産課税台帳

00450463 厚生年金保険・国民年金事業統計 厚生労働省
年金局事業企画課調
査室

厚生年金保険及び国民年金の事業状況を把握
し、厚生年金保険及び国民年金制度の適正な運
営を図るための基礎資料として利用する。

月報）昭和17年
年報）昭和36年

月、年
毎月、毎

年

（事業年報）
https://www.mhlw.go.jp
/topics/bukyoku/nenkin
/nenkin/toukei/nenpou/
2008/
（事業月報）
https://www.mhlw.go.jp
/seisakunitsuite/bunya
/nenkin/nenkin/toukei/
geppou/

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － 刊行物
厚生年金保険及び国民年金の加入
状況・給付状況・収納状況

年金の適用・給付情報

00450464
厚生年金保険 業態別・規模別適
用状況調

厚生労働省
年金局事業企画課調
査室

厚生年金保険の適用状況を把握し、厚生年金保
険制度の運営及び改善のための基礎資料として
利用すること。

昭和33年 年 ３月

http://www.mhlw.go.jp/
topics/bukyoku/nenkin/
nenkin/toukei/gyoutaib
etub.html

有 － － － ○ － ○ － － － ○ 該当なし － 刊行物
厚生年金保険の全適用事業所につ
いての業態別・規模別の適用状況

厚生年金保険の適用情報

00450741 厚生年金基金の財政状況等 厚生労働省
年金局企業年金・個
人年金課

厚生年金基金の財政運営状況等を把握するため
の基礎資料として利用するため。

平成21年度
（把握可能な限

り）
年

12月～３
月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/nenkin/nenkin/kou
sei/index.html

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －
・適用・給付の状況
・積立の状況

厚生年金基金の貸借対照表、損益計算書
及び業務報告書（公的年金制度の健全性
及び信頼性の確保のための厚生年金保険
法等の一部を改正する法律の施行に伴う
経過措置に関する政令第３条第２項にの
規定よりなおその効力を有するものとさ
れた廃止前の厚生年金基金令第39条に基
づき提出されたもの）

00450742
厚生年金基金の解散・代行返上の
状況

厚生労働省
年金局企業年金・個
人年金課

厚生年金基金の解散・代行返上の状況を把握す
るため。

平成21年
（確認できる資

料）
不定期 不定期

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/nenkin/nenkin/kou
sei/index.html

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －
基金解散数・内特例解散基金数・
代行返上基金数

厚生年金基金の解散・代行返上に係る情
報

00450743 厚生年金基金等の未請求者の状況 厚生労働省
年金局企業年金・個
人年金課

厚生年金基金の受給年齢に達していながら年金
の支払い請求を行っていない者（未請求者）の
状況を把握し、改善等の基礎資料として利用す
る。

平成25年 年 12月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/nenkin/nenkin/kou
sei/index.html

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － － 未請求者数・受給者数
各厚生年金基金及び企業年金連合会の年
金支払業務、裁定請求等状況に関する調
査のデータ

00450744 国民年金基金等の未請求者の状況 厚生労働省
年金局企業年金・個
人年金課

国民年金基金の受給年齢に達していながら年金
の支払い請求を行っていない者（未請求者）の
状況を把握し、改善等の基礎資料として利用す
る。

平成25年 年 12月
https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/0000059350.html

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － － 未請求者数・受給者数
各国民年金基金及び国民年金基金連合会
の年金支払業務、裁定請求等状況に関す
る調査のデータ

00450748 確定給付企業年金の事業状況等 厚生労働省
年金局企業年金・個
人年金課

確定給付企業年金の事業状況等を把握するため
の基礎資料として利用するため。

平成25年度 年
12月～３

月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/0000062851.html

有 － － － ○ － ○ － － － ○ 該当なし － －

・適用・給付の状況
・積立の状況
・運用資産残高・構成割合
・運用利回り

確定給付企業年金の事業及び決算に関す
る報告書（確定給付企業年金法第100条
に基づき提出されたもの）

00450749 厚生年金基金資産運用業務報告書 厚生労働省
年金局企業年金・個
人年金課

厚生年金基金の資産運用状況等を把握するため
の基礎資料として利用するため。

平成23年度 年
12月～３

月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/b
unya/nenkin/nenkin/kou
sei/index.html

有 － － － ○ － ○ － － － ○ 該当なし － －
・運用資産残高・構成割合
・運用利回り

厚生年金基金の資産運用業務報告書（公
的年金制度の健全性及び信頼性の確保の
ための厚生年金保険法等の一部を改正す
る法律の施行に伴う厚生労働省関係省令
の整備等及び経過措置に関する省令第17
条第1項の規定によりなおその効力を有
するものとされた同令第１条の規定によ
る廃止前の厚生年金基金規則第56条第２
項に基づき提出されたもの）

00450751
年金記録に係る訂正請求の受付・
処理状況

厚生労働省
年金局事業管理課年
金記録審査室

年金記録に係る訂正請求の受付・処理状況につ
いて、直近の状況を把握するため。

平成27年 月 毎月
http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bu
nya/0000086501.html

有 － － － ○ － － － － － － 該当なし － －
年金記録の訂正請求に係る受付・
処理件数

地方厚生（支）局及び年金事務所に提出
された年金記録訂正請求書に係る情報

なし 民間主要企業夏季一時金妥結状況 厚生労働省

政策統括官（統計・
情報政策、労使関係
担当）労使関係担当
参事官室

春闘時における交渉の妥結状況を把握するた
め。

昭和45年 年 ９月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_27853.ht
ml

無 － － － － － － － － － － － － － 妥結額・平均年齢

労使関係担当参事官室は、「労働組合そ
の他労働に関する団体に係る連絡調整
（厚生労働省組織令第16条9号）」等を
業務内容としており、その日常業務の一
環として、職員が提供を受けた資料の中
から、了解を得て、集計対象基準に適合
する数値を集計しているものである。

なし
民間主要企業春季賃上げ要求・妥
結状況

厚生労働省

政策統括官（統計・
情報政策、労使関係
担当）労使関係担当
参事官室

春闘時における交渉の妥結状況を把握するた
め。

昭和40年 年 ８月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_27034.ht
ml

無 － － － － － － － － － － － － －
妥結額・要求額・現行ベース・平
均年齢

労使関係担当参事官室は、「労働組合そ
の他労働に関する団体に係る連絡調整
（厚生労働省組織令第16条9号）」等を
業務内容としており、その日常業務の一
環として、職員が提供を受けた資料の中
から、了解を得て、集計対象基準に適合
する数値を集計しているものである。
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

なし 民間主要企業年末一時金妥結状況 厚生労働省

政策統括官（統計・
情報政策、労使関係
担当）労使関係担当
参事官室

春闘時における交渉の妥結状況を把握するた
め。

昭和45年 年 １月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_30127.ht
ml

無 － － － － － － － － － － － － － 妥結額・平均年齢

労使関係担当参事官室は、「労働組合そ
の他労働に関する団体に係る連絡調整
（厚生労働省組織令第16条9号）」等を
業務内容としており、その日常業務の一
環として、職員が提供を受けた資料の中
から、了解を得て、集計対象基準に適合
する数値を集計しているものである。

00450650
児童相談所における児童虐待相談
対応件数（速報値）

厚生労働省
子ども家庭局家庭福
祉課虐待防止対策推
進室

全国の児童相談所で対応した児童虐待相談の件
数を把握することで、今後の児童虐待防止対策
の推進に向けた方策を検討する上での参考資料
とすることを目的とする。

平成２年度 年
８月～10

月

https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/bun
ya/000019801_00005.ht
ml

無 － － － － － － － － － － － － －
・児童相談所における児童虐相談
対応件数

地方自治法第245条の４第１項

なし 外来機能報告制度 厚生労働省
医政局地域医療計画
課

地域の医療機関における外来機能の明確化・連
携に向けて、データに基づく議論を地域で進め
るため、医療機関を対象（無床診療所は任意）
として、都道府県に外来医療の実施状況を報告
する。都道府県では「地域の協議の場」におい
て報告結果を踏まえて協議を行い、紹介受診重
点外来を地域で基幹的に担う医療機関として、
紹介受診重点医療機関を明確化する。

令和４年度 年 ３月
各都道府県のホームペー
ジで公表中

無 － － － － － － － － － － － － －

・「医療資源を重点的に活用する
外来を地域で基幹的に担う医療機
関」となる意向の有無
・地域の外来機能の明確化・連携
の推進のために必要なその他の事
項
・医療資源を重点的に活用する外
来の実施状況

・医療法（昭和23年法律第205号）第30
条の18の２
・医療法第30条の３の２
・医療法施行規則第30条の27の２
・医療法施行規則第30条の33の11～第30
条の33の14

令和４年度におい
て、10月より報告
開始していたが、
一部確認を要する
事象が発見された
ことに伴い、報告
期間を延期してい
る。

00452001 賃金事情等総合調査 中央労働委員会（厚生労働省）
事務局総務課広報調
査室

中労委が労働争議の解決に向けて行うあっせ
ん・調停及び仲裁の参考資料として利用するた
めの情報収集

昭和27年 年、２年 ５月
http://www.mhlw.go.jp/
toukei/kouhyou/e-
stat_107-1.xml

有 ○ － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －

・賃金、退職金の事情及び労働時
間
・賃金改定額・率
・モデル所定内賃金・一時金

労働争議のあっせん、調停及び仲裁のた
め、民間企業等から収集した情報

なし
米穀等の取引等に係る情報の記録
及び産地情報の伝達に関する法律
違反に係る国による指導の件数等

農林水産省
消費・安全局消費者
行政・食育課

米トレーサビリティ制度適正化のための取組み
の一環として、国による指導件数等を公表

平成24年 半期
6月、12月

頃

https://www.maff.go.jp
/j/syouan/kanshitoppag
e.html

無 － － － － － － － － － － － － －

農林水産省が実施した半年間の指
導・勧告・命令の件数、施行年
月、事業者所在都道府県、事業者
の主な業種、主な違反内容

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産
地情報の伝達に関する法律違反に対する
指導文書

なし 有機ＪＡＳに係る指導の件数等 農林水産省
消費・安全局消費者
行政・食育課

JAS法に基づく指定農林物資に係る名称の表示等
の適正化のための取り組みの一環として、国に
よる指導件数等を公表

平成22年 半期
６月、12
月頃

https://www.maff.go.jp
/j/syouan/kanshitoppag
e.html

無 － － － － － － － － － － － － －

農林水産省が実施した半年間の指
導・命令の件数、施行年月、事業
者所在都道府県、違反品目、主な
違反内容

JAS法違反に対する指導文書

なし
食品表示法の食品表示基準に係る
指示及び命令件数

農林水産省
消費・安全局消費者
行政・食育課

食品表示法に基づく食品表示の適正化のための
取組みの一環として、国による指示及び命令件
数を公表

平成27年 半期
６月、12
月頃

https://www.maff.go.jp
/j/syouan/kanshitoppag
e.html

無 － － － － － － － － － － － － －
国（消費者庁、国税庁及び農林水
産省）及び都道府県等が実施した
半年間の指示・命令の件数

食品表示法違反に対する指示文書

なし
食品表示法の食品表示基準に係る
指導の件数等

農林水産省
消費・安全局消費者
行政・食育課

食品表示法に基づく食品表示の適正化のための
取組みの一環として、国による指導件数等を公
表

平成22年 半期
６月、12
月頃

https://www.maff.go.jp
/j/syouan/kanshitoppag
e.html

無 － － － － － － － － － － － － －

国（消費者庁、国税庁及び農林水
産省）が実施した半年間の指導等
の件数、施行年月、事業者所在都
道府県、違反品目、主な違反内容

食品表示法違反に対する指導文書

なし

牛の個体識別のための情報の管理
及び伝達に関する特別措置法の流
通段階における違反に係る指導の
件数等

農林水産省
消費・安全局消費者
行政・食育課

牛トレーサビリティ制度（流通段階）適正化の
ための取組みの一環として、国による指導件数
等を公表

令和２年 半期
６月、12
月頃

https://www.maff.go.jp
/j/syouan/kanshitoppag
e.html

無 － － － － － － － － － － － － －

農林水産省が実施した半年間の指
導・勧告・命令の件数、施行年
月、事業者所在都道府県、事業者
の主な業種、主な違反内容

牛トレーサビリティ法違反に対する指示
文書

なし 麦類のかび毒含有実態調査 農林水産省
消費・安全局農産安
全管理課

国産麦類についてかび毒の全国的な含有実態及
び年次変動を把握し、リスク管理措置の必要性
を検討。また、策定したリスク管理措置の有効
性を検証。

平成14年度 不定期 不定期

https://www.maff.go.jp
/j/syouan/seisaku/risk
_analysis/priority/kab
idoku/tyosa/index.html
#mugirui

無 － － － － － － － － － － － － － ・国産麦類のかび毒含有濃度 麦類のかび毒含有実態調査の結果

なし 遺伝子組換え植物実態調査 農林水産省
消費・安全局農産安
全管理課

遺伝子組換え植物の生育や近縁種との交雑の有
無についての実態を把握

平成18年度 年 12月頃
http://www.maff.go.jp/
j/syouan/nouan/carta/t
orikumi/index.html#2

無 － － － － － － － － － － － － －
輸入港周辺における遺伝子組換え
植物の生育数等

遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ
る生物の多様性の確保に関する法律第34
条による情報の収集

なし
国内産農産物における農薬の使用
状況及び残留状況調査結果

農林水産省
消費・安全局農産安
全管理課

農薬の適正使用の推進、農産物の安全性の向上
に関する施策の企画立案のための基礎資料を作
成

平成15年度 年 １月頃
https://www.maff.go.jp
/j/nouyaku/n_monitor.h
tml

無 － － － － － － － － － － － － －

･農産物販売農家における農薬の使
用状況
・産地段階における農産物への農
薬の残留状況

食品流通改善巡回点検指導業務のうち食
品安全対策事業の農産物安全対策業務の
調査結果

なし
農薬の使用に伴う事故及び被害の
発生状況

農林水産省
消費・安全局農産安
全管理課

農薬の使用に伴う事故及び被害の、より効果的
な再発防止対策の策定

不明 年 １月頃
https://www.maff.go.jp
/j/nouyaku/n_tekisei/a
ccident.html

無 － － － － － － － － － － － － －
農薬の使用に伴う事故件数及び被
害を受けた人等の数

農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状
況

なし 獣医師の届出状況 農林水産省
消費・安全局畜水産
安全管理課

獣医師の分布、就業状況等の把握 不明 ２年 11月
http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/zyui/

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物 職種別届出者数 獣医師法第22条による届出

なし
飼育動物診療施設の開設届出状況
（診療施設数）

農林水産省
消費・安全局畜水産
安全管理課

全国的な診療施設の開設の状況の把握 不明 年 3月
http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/animal
/

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物 診療施設の職種別等開設数
獣医療法第３条による診療施設の開設届
出

なし 農薬製造・出荷数量報告 農林水産省
消費・安全局農産安
全管理課

農薬の製造数量及び出荷数量の把握 不明 年 12月頃
https://www.maff.go.jp
/j/nouyaku/n_info/inde
x.html

無 － － － － － － － － － － － － － 農薬の製造数量及び出荷数量
農薬取締法施行規則第18条及び第24条に
基づき農薬の製造者又は輸入者からなさ
れた報告

00500400 動物検疫統計 農林水産省 動物検疫所
動物検疫所が実施する動物・畜産物の輸出入検
疫の実績等を公表するため

昭和38年 年
８～12月

頃
http://www.maff.go.jp/
aqs/tokei/toukei.html

有 ○ － － － － － － － － － － － 刊行物

・動物、畜産物の種類別輸出入検
疫状況、
・動物、畜産物仕出地域別輸入検
疫状況
・摘発監視伝染病とその措置状況
・水産動物の輸入許可状況

・犬等の輸出入検疫規則第２条及び第３
条に基づく犬等の輸出入検疫の結果に関
する情報
・家畜伝染病予防法第40条及び45条に基
づく動物・畜産物の輸出入検査の結果に
関する情報
・家畜伝染病予防法第46条に基づく検査
に基づく処置の実施状況に関する情報
・感染症の病原体を媒介するおそれのあ
る動物の輸入に関する規則第５条に基づ
く指定動物の輸入検査の結果に関する情
報
・水産資源保護法第13条の２に基づく輸
入の許可状況に関する情報

なし 植物検疫統計 農林水産省 横浜植物防疫所
植物防疫所が実施する植物検疫に係る輸出入検
査の実績等を公表するため。

昭和29年
（昭和61年に改

正）
年 7月

https://www.maff.go.jp
/pps/j/tokei/index.htm
l

無 － － － － － － － － － － － － －

・年次別輸出植物検査表
・年次別輸入植物検査表
・輸出植物所別・種類別検査表
・輸出植物国別・種類別検査表
・輸入植物所別・種類別検査表
・輸入植物国別・種類別検査表
・輸入植物品目別・国別検査表

・植物防疫法第８条に基づく輸入植物等
の検査に関する情報
・植物防疫法第10条に基づく輸出植物の
検査に関する情報
・植物検疫統計の作成について（昭和61
年12月15日61農蚕第7045号農蚕園芸局長
通知）
（旧通知）
・輸出入植物検査統計について（昭和29
年2月17日付け29改局第189号農林省農業
改良局長通達）

なし
米の相対取引価格・数量、契約・
販売状況、民間在庫の推移

農林水産省 農産局企画課
全国の出荷団体及び出荷業者における国内産米
穀の取引の状況を把握することが目的

平成18年 月 毎月
https://www.maff.go.jp
/j/seisan/keikaku/souk
atu/aitaikakaku.html

無 － － － － － － － － － － － － －
産地品種銘柄別及び全銘柄平均の
国内産米穀相対取引価格等

主要食糧の需給及び価格の安定に関する
法律第52条に基づく報告徴収

なし 農産物検査結果 農林水産省 農産局穀物課

市場において、銘柄毎の品質・数量に応じた適
正かつ合理的な価格形成が図られるために、国
が一元的に把握・集約した上で、全国的な品質
概要等の検査関連情報を市場関係者等に対し提
供する。

平成13年 年 毎月
http://www.maff.go.jp/
j/seisan/syoryu/kensa/
index.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・農産物検査を行った農産物の数
量
・農産物検査を行った農産物の種
類及び銘柄、量目、荷造り及び包
装並びに品位又は成分についての
検査の結果

農産物検査法第20条第３項による報告
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

00500502
園芸用施設及び農業用廃プラス
チックに関する調査

農林水産省
農産局園芸作物課花
き産業・施設園芸振
興室

全国の園芸用施設の設置・利用状況及び園芸用
施設等に由来する農業用廃プラスチックの処理
状況の実態を把握するとともに、把握した情報
を園芸作物の安定供給の確保、産地の収益力向
上など園芸作物の生産の改善及び増進に必要な
施策の企画立案を行うための基礎資料として活
用することを目的とする。

平成11年 ２年 不定期
https://www.maff.go.jp
/j/seisan/ryutu/engei/
sisetsu/index.html

有 － － － ○ － － － － ○ ○ ○ － ―

園芸用施設の面積、資材や設備別
面積、野菜等種類別の利用状況及
び園芸用施設等に由来する農業用
廃プラスチックの処理状況

園芸用施設の設置等の状況把握の実施

00500503 特産果樹生産動態等調査 農林水産省
農 産 局 果 樹 ・ 茶グ
ループ

都道府県において生産される多様な果樹につい
て、産地の状況に応じたきめ細かな果樹行政を
推進していく上で必要不可欠な基礎的資料を得
ること。

平成13年 年 2月頃
http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/tokusa
n_kazyu/

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ ○ － －
・果樹品種別生産動向
・特産果樹生産出荷実績等

果樹農業振興特別措置法（昭和36年法律
第15号）第６条に基づき地方公共団体か
らなされた報告

00500600
農業経営改善計画の営農類型別認
定状況

農林水産省 経営局経営政策課

本調査は効率的かつ安定的な農業経営及びこれ
を目指して経営改善に取り組む農業経営への施
策の集中化・重点化を図る観点から、農業経営
基盤強化促進法（昭和55年法律第65号。以下
「法」という。）に基づき市町村、都道府県及
び国が認定した農業経営改善計画の認定状況に
関する情報を整備すること。

平成６年 年 ３月頃
http://www.maff.go.jp/
j/kobetu_ninaite/n_sei
do/nintei_zyokyo.html

有 ○ － － ○ － ○ － － － ○ ○ － －
･認定農業者の認定状況
･農業経営改善計画の営農類型等別
認定状況

農業経営改善計画（法第12条第１項）の
認定状況

00500609 農地の権利移動・借賃等調査 農林水産省 経営局農地政策課

農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係
の調整に資するため、農地の権利移動及び転用
の状況等について、その面積、動向等の基礎的
な情報を収集・整理・分析すること。

平成22年 年
５～６月

頃

http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/nouti_
kenri/

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ ○ － 刊行物
農地法、農業経営基盤強化促進法
及び農地中間管理事業法による権
利移動及び転用の処理件数、面積

農業委員会等が業務上扱う農地法第３
条、第４条、第５条、第18条による許
可、通知、届出及び農業経営基盤強化促
進法第18条に規定する農用地利用集積計
画等に関する情報、農地中間管理事業の
推進に関する法律第18条に規定する農用
地利用配分計画に関する情報

00500603 農業協同組合等現在数統計 農林水産省 経営局協同組織課

農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組
合法人の毎年度末現在の設立、合併、解散等の
状況を把握し、農協指導をする際の基礎資料を
整備すること。
また、農協等一斉調査の調査対象を選定するた
めの「母集団名簿」の編集

昭和23年 年 ７月
http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/noukyo
/

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ 該当なし － 刊行物
農業協同組合、農業協同組合連合
会及び農事組合法人の毎年度末現
在数及び設立、合併、解散等の数

農林水産省及び都道府県が作成する農業
協同組合等の名簿

00500604 農作物共済統計表 農林水産省 経営局保険課
当該年産の事業実績を取りまとめ、料率等保険
設計データとして活用

昭和14年 年
１～３月

頃

http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/nousak
u_kyosai/

有 ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －
農作物共済事業における、引受・
被害・収支の事業実績

・農作物共済引受要綱（昭和47年１月31
日47農経B第209号農林省農林経済局長通
知）
・農作物共済損害評価要綱（昭和47年３
月23日47農経B第466号農林省農林経済局
長通知）

00500605 家畜共済統計表 農林水産省 経営局保険課
当該年度の事業実績の取りまとめ、料率等保険
設計データとして活用

昭和５年 年
11～１月

頃

http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/katiku
_kyosai/

有 ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －
家畜共済事業における、引受・被
害・収支の事業実績

家畜共済の事務取扱要領・事務処理要領
（昭和61年３月31日61農経B第804号農林
水産省経済局長通知）

00500606 果樹共済統計表 農林水産省 経営局保険課
当該年産の事業実績を取りまとめ、料率等保険
設計データとして活用

昭和44年 年
１～３月

頃

http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/kazyu_
kyosai/

有 ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －
果樹共済事業における、引受・被
害・収支の事業実績

・果樹共済引受要綱（昭和56年４月23日
56農経B第999号農林水産省経済局長通
知）
・果樹共済損害評価要綱（昭和61年２月
17日61農経Ｂ第384号農林水産省経済局
長通知）

00500607 畑作物共済統計表 農林水産省 経営局保険課
当該年産の事業実績を取りまとめ、料率等保険
設計データとして活用

昭和49年 年
１～３月

頃

http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/hatasa
ku_kyosai/

有 ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －
畑作物共済事業における、引受・
被害・収支の事業実績

・畑作物共済引受要綱（昭和54年４月３
日54農経B第933号農林水産省経済局長通
知）
・茶共済事務取扱要領（昭和56年11月11
日56農経B第3407号農林水産省経済局長
通知）
・畑作物共済損害評価要綱（昭和54年４
月23日54農経B第1018号農林水産省経済
局長通知）

00500608 園芸施設共済統計表 農林水産省 経営局保険課
当該年度の事業実績の取りまとめ、料率等保険
設計データとして活用

昭和49年 年
１～３月

頃

http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/engei_
kyosai/

有 ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －
園芸施設共済事業における、引
受・被害・収支の事業実績

園芸施設共済事務取扱要領（昭和54年３
月30日54農経B第871号農林水産省経済局
長通知）

なし 農用地区域内の農地面積 農林水産省
農村振興局農村政策
部農村計画課

農業振興地域の整備に関する法律第５条の２に
基づき、都道府県の基本方針に定める確保すべ
き農用地等の面積の目標の達成状況について把
握する。

平成23年 年 12月頃

https://www.maff.go.jp
/j/nousin/noukei/totir
iyo/t_sinko/sinko_04.h
tml

無 － － － － － － － － － － － － －
・農用地区域内の農地面積
・除外等、編入等の面積

確保すべき農用地等の面積の目標の達成
状況に関する資料（農業振興地域の整備
に関する法律第５条の２）

00500701
中山間地域等直接支払制度の実施
状況

農林水産省
農村振興局農村政策
部地域振興課

中山間地域等直接支払制度の実施状況を整備
し、本制度の今後の円滑な推進に資すること。

平成12年 年 ８月
https://www.maff.go.jp
/j/tokei/kouhyou/sanka
n_siharai/

有 ○ － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －
・協定数
・交付面積等

中山間地域等直接支払制度における協定
（中山間地域等直接支払交付金実施要領
第６の２の集落協定及び個別協定）の認
定状況

なし 家畜クローン研究の現状 農林水産省
農林水産技術会議事
務局研究開発官

家畜クローン研究についての情報公開 平成10年 半期
６月、
12月

http://www.affrc.maff.
go.jp/docs/clone/

無 － － － － － － － － － － － － －

クローン家畜に関する以下のデー
タを集計
・出生のあった研究機関数
・出生頭数及び出生時の状況別
（正常娩出、死産、生後直死）頭
数
・正常娩出したクローン家畜の出
生後の状況別（育成・試験中、病
死、事故死、試験供用等）頭数

・「クローン牛の取り扱いについて」
（平成11年11月11日付け畜産局長、農林
水産技術会議事務局長連名通知）の１の
（１）
【内容（一部抜粋）】
クローン技術を用いた牛等の研究情報

の公開については、（中略）、家畜のク
ローン技術を研究している機関の研究情
報をとりまとめ、公開してきたところで
あり、農林水産省は、今後もこれらの研
究情報の公開（プレスリリース及び農林
水産省のホームページへの掲載等）に努
めるものとする。

・「体細胞クローン家畜等の取扱いにつ
いて」（平成21年８月26日付け農林水産
省農林水産技術会議事務局長、農林水産
省生産局長連名通知）の２
【内容（一部抜粋）】
農林水産省は、（中略）、クローン研

究機関における体細胞クローン技術を用
いた家畜の研究情報の公表を行ってきた
ところであるが、（中略）、今後ともこ
れらの研究情報の公表に努めることとす
る。
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

00500800
農林水産関係試験研究機関基礎調
査

農林水産省
農林水産技術会議事
務局研究企画課

農林水産分野の都道府県試験研究機関、地方独
立行政法人、財団法人、国立試験研究機関及び
独立行政法人における人員及び資金の実態等を
調査し、農林水産関係試験研究の効率的推進を
図るために必要な基礎資料を得ること。

昭和40年 年 2～3月頃
http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/kenkyu
_kikan/index.html

有 ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －
・人員
・資金

・独立行政法人等
農林水産関係独立行政法人等試験研究機
関基礎調査実施要領（平成15年7月28日
付け15農会第549号 農林水産技術会議事
務局長通知（ 終改正令和2年7月16日付
け2農会第228号））
・都道府県、地方独立行政法人、財団法
人
農林水産関係試験研究機関基礎調査実施
要領（平成15年7月11日付け15農会第548
号 農林水産技術会議事務局長通知（
終改正令和2年7月16日付け2農会第230
号）

平成15年度～平成
21年度まで届出統
計調査である「農
林水産関係試験研
究機関基礎調査」
の結果から作成

00501007 森林資源の現況 林野庁（農林水産省） 森林整備部計画課

森林法第４条に定める全国森林計画の策定に必
要な基礎資料を得るために実施した「森林資源
現況調査」の主な調査結果をとりまとめたも
の。

昭和51年 ５年 10月頃
http://www.rinya.maff.
go.jp/j/keikaku/genkyo
u/index1.html

有 － － － ○ － ○ － － － ○ 該当なし － 刊行物
・森林資源の現況
・都道府県別樹種別齢級別面積・
蓄積状況

森林管理局長又は都道府県知事が、森林
法第７条の２又は森林法第５条に定める
「国有林の地域別の森林計画」又は「地
域森林計画」の作成のために、「地域森
林計画及び国有林の地域別の森林計画に
関する事務の取扱いについて」（平成12
年５月８日付け農林水産事務次官依命通
知）の第３の３により取りまとめた森林
簿情報等

00501009 森林病害虫被害量 林野庁（農林水産省）
森林整備部研究指導
課

松くい虫等による森林の被害状況を調査し、被
害対策に必要な資料を得ることを目的とする。

不明 年 10月頃
http://www.rinya.maff.
go.jp/j/hogo/higai/mat
ukui_R3.html

有 － － － ○ － ○ － － － ○ － － －
・松くい虫被害量
・ナラ枯れ被害量

各都道府県等から毎年度被害量の報告を
受け、取りまとめたもの。

00501005 国有林野事業統計書 林野庁（農林水産省）
国有林野部経営企画
課

国有林野事業における事業全般の推移の把握 昭和24年 年 ３月
http://www.rinya.maff.
go.jp/j/kokuyu_rinya/t
okei/

有 ○ － ○ ○ － ○ － － ○ ○ － － －
・国有林野の現況
・収穫
・造林　等

各森林管理局より報告のあった「森林管
理局事業統計」に基づき作成（国有林野
管理経営規程第23条）

00502003 水産業協同組合年次報告 水産庁（農林水産省） 漁政部水産経営課

大臣認可及び都道府県知事認可の水産業協同組
合の毎年度末現在の設立、合併、解散等の状況
を把握し、漁協を指導する際の基礎資料とする
こと。

昭和27年 年 5月
http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/gyokyo
/

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ 該当なし － 刊行物 漁協の設立、合併、解散等の状況
農林水産省及び都道府県が業務上入手す
る水産業協同組合に関する情報

00502004 水産業協同組合統計表 水産庁（農林水産省） 漁政部水産経営課

水産業協同組合の組織状況、事業実績、財務状
況、損益状況に関する実態を把握し、水産業協
同組合の行政施策の企画、推進等漁協に対する
指導を行う上での基礎資料とすること。

昭和25年 年 ３月
http://www.maff.go.jp/
j/tokei/kouhyou/suisan
_kumiai_toukei/

有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ 該当なし － 刊行物
漁協の組織状況、事業実績、財務
状況、損益状況

農林水産省及び都道府県が業務上入手す
る水産業協同組合に関する情報

なし
漁協系統金融機関の水協法開示債
権等の状況

水産庁（農林水産省） 漁政部水産経営課
水産業協同組合法等に基づき、漁協系統金融機
関が抱える不良債権の実態を把握し、更なる不
良債権処理への取組を促すること。

昭和23年 年 ９月
https://www.jfa.maff.g
o.jp/j/press/keiei/220
930.html

無 － － － － － － － － － － － － －
漁協系統金融機関の貸出金及び水
協法開示債権の額

農林水産省及び都道府県が業務上入手す
る水産業協同組合に関する情報

なし 漁業経営安定対策の加入状況 水産庁（農林水産省）

漁政部漁業保険管理
官、企画課
増殖推進部栽培養殖
課

①漁業共済及び漁業収入安定対策事業の加入
率・加入件数の把握
②漁業経営セーフティーネット構築事業におけ
る加入漁業者・養殖業者の把握

平成23年 年
５～６月

頃

http://www.jfa.maff.go
.jp/j/kikaku/syotoku_h
osyo/

無 － － － － － － － － － － － － －

①漁業共済及び漁業収入安定対策
事業の年度末の加入率・加入件数
②漁業経営セーフティーネット構
築事業における年度末の加入率、
加入件数

①漁業共済団体が業務上入手するデータ
を基に算定する漁業共済及び漁業収入安
定対策事業の加入状況の集計
②漁業経営安定化推進協会が業務上入手
するデータを基に算定する漁業経営セー
フティーネット構築事業の加入状況の集
計

なし 漁船統計表 水産庁（農林水産省）
資源管理部漁業取締
課

漁船法に基づき各都道府県知事が登録している
漁船の隻数等、我が国の漁船の勢力の状況につ
いて把握し、水産行政施策の検討・立案等の基
礎資料とすること。

昭和23年 年
８～12月

頃

http://www.library-
archive.maff.go.jp/Con
tents/200542181

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物
毎年12月31日現在において各都道
府県知事が登録している全ての漁
船の隻数等の状況

漁船法施行規則（昭和25年８月12日農林
省令第95号）第14条第２項に基づき各都
道府県から提出された統計表

なし 外国漁船取締実績 水産庁（農林水産省）
資源管理部漁業取締
課

水産庁における外国漁船取締実績の推移の把握 平成18年 年
１～２月

頃

https://www.jfa.maff.g
o.jp/j/press/kanri/220
225.html

無 － － － － － － － － － － － － －
水産庁における当該年の外国漁船
取締実績

水産庁における日々の外国漁船取締活動
において収集される情報

なし 国内のクロマグロ養殖実績 水産庁（農林水産省）

増殖推進部栽培養殖
課
資源管理部管理調整
課

・近年、国際社会において、くろまぐろの資源
管理に高い関心が集まる中で、我が国は、太平
洋くろまぐろの 大の漁業国かつ消費国である
ことから、その持続的な利用に大きな責任を有
する立場にある。
・こうした状況を踏まえ、太平洋くろまぐろの
資源管理措置に我が国が率先して取り組むべき
との考えの下、 「太平洋クロマグロの管理強
化についての対応」（平成22年５月11日農林水
産省発表プレスリリース）を公表しており 、
この中で養殖について、養殖業者に対して養殖
実績報告の提出を義務化」することとしてい
る。
・このため、平成23年１月から、漁業法第134条
第１項（現漁業法176条第１項）の規定に基づき
報告を求め、太平洋くろまぐろの養殖実態や養
殖に係る漁獲状況を把握し、我が国として、太
平洋くろまぐろの適切な管理措置を講じ、水産
資源の繁殖保護及び漁業調整を図る。

平成23年 年 ３月
http://www.jfa.maff.go
.jp/j/press/saibai/190
329.html

無 － － － － － － － － － － － － －

クロマグロ養殖を行っている経営
体の数、クロマグロ養殖場及び養
殖生簀の数、クロマグロ種苗活込
み数、養殖クロマグロ出荷数量

漁業法第176条第１項に基づき養殖業者
からなされた報告

550605 砂利採取業務状況報告書 経済産業省
製造産業局素材産業
課

砂利採取法の適正な執行をはかるため、認可事
業者から採取する砂利の種類、採取量や設備設
置状況、災害発生の有無等基礎情報を収集、集
計し、適切な災害防止策を検討するとともに砂
利採取業の健全な発達に資するため。

昭和45年度 年 ３月

http://www.meti.go.jp/p
olicy/mono_info_service
/mono/jyutaku/

有 － － － ○ － － － － － ○ － － －

・砂利採取量総括表
・河川砂利採取量
・河川を除く砂利採取量
・都道府県別・採取地別の砂利採
取量

砂利採取業務状況報告書（砂利の採取計
画等に関する規則第９条）

00552040
模倣品・海賊版対策の相談業務に
関する年次報告

特許庁（経済産業省）
総務部国際協力課模
倣品対策室

「知的財産推進計画2005」に基づき、政府模倣
品・海賊版対策総合窓口の業務内容を報告する
ため。

平成18年 年 6月

https://www.jpo.go.jp/r
esources/report/mohohi
n/nenji.html

有 － － － ○ － ○ － － － － 該当なし － －

政府模倣品・海賊版対策総合窓口
に寄せられた下記事項
・相談受付状況
・国・地域別の相談件数
・侵害を受けている知的財産別の
相談件数
・商品分野別の相談件数

政府模倣品・海賊版対策総合窓口に寄せ
られた相談等の情報

なし 消費者相談報告書 経済産業省

商 務 情 報 政 策 局商
務・サービスグルー
プ消費・流通政策課
消費者相談室

経済産業省で受け付けた消費者トラブル等の相
談について、集計・分析結果を公表することに
より消費者トラブルの未然の防止を図るととも
に、関係機関等へ情報提供し、消費者行政に的
確に反映させることを目的とする。

昭和41年度 年 12月頃
http://www.meti.go.jp/
policy/economy/consume
r/index.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・消費者相談件数（窓口別、受付
方法別、属性別、事項別、商品別
等）
・消費者相談の動向
・消費者相談事例

経済産業省消費者相談室で受付けた消費
者相談の内容を記録した相談カード

00550690 電気保安統計 経済産業省
商務情報政策局産業
保安グループ電力安
全課

電気工作物における事故の発生傾向を把握し、
安全で安定的な電気の供給のため、技術基準の
検討と、電気工作物設置者への適切な指導に資
するため。

昭和40年 年 12月頃

https://www.meti.go.jp
/policy/safety_securit
y/industrial_safety/sa
ngyo/electric/detail/d
enkihoantoukei.html

有 － － － － － ○ － － ○ － 該当なし － －

・設備別電気事故件数
・事故種類別事故件数
・電気供給支障事故の推移
・電力設備別事故の推移

・電気保安年報（電気関係報告規則第２
条）
・電気関係事故報告（電気関係報告規則
第３条）

00550700 鉱山保安統計月報 経済産業省
商務情報政策局産業
保安グループ鉱山・
火薬類監理官付

各鉱山の災害状況、各管内の災害状況ひいては
全国の災害状況を確実に把握し、統計結果は鉱
山労働者等に対する災害防止のための対策をた
てる資料の基礎になることを目的とする。

昭和24年 月 毎月

https://www.meti.go.jp/
policy/safety_security/in
dustrial_safety/sangyo/
mine/2017_newpage/sy
uukei.html

有 － － － ○ － ○ － － － － － － －
災害発生状況、鉱山労働者数、稼
働延人員、稼働延時間

災害月報（鉱山保安法施行規則第46条第
２項）
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形式

ＸＭＬ
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ＣＳＶ
形式

Excel
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テ キ ス
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ＰＤＦ
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政府統計コード
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作成目的
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作成開始
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(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
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公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
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②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
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④
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⑤
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なし
再生可能エネルギー発電設備の導
入状況

資源エネルギー庁（経済産業省）

省エネルギー・新エ
ネルギー部新エネル
ギー課

再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、国
民による賦課金で成り立つため、毎月の再生可
能エネルギー源の導入状況を公表することによ
り透明性を確保し、一般の理解を得る。また、
導入動向を把握することにより、適時適切な施
策立案に資するため。

平成24年
四半期に
１回

１、４、
７、１０

月

https://www.fit-
portal.go.jp/PublicInfoSu
mmary

無 － － － － － － － － － － － － －

・再生可能エネルギー発電設備の
認定件数
・再生可能エネルギー発電設備の
認定容量
・再生可能エネルギー発電設備の
導入件数
・再生可能エネルギー発電設備の
導入容量
・再生可能エネルギーの買取電力
量
・再生可能エネルギーの買取金額

電気事業者による再生可能エネルギー電
気の調達に関する特別措置法（以下、法
という。）に基づく下記の手続
・「再生可能エネルギー発電認定申請」
（法第９条第１項）
・「再生可能エネルギー発電変更認定申
請」（法第１０条第１項）
・「再生可能エネルギー発電軽微変更届
出」（法第１０条第２、３項）
・費用負担調整機関による交付金交付状
況

00551140 石油備蓄の現況 資源エネルギー庁（経済産業省）
資源・燃料部石油精
製備蓄課

我が国の石油の国家備蓄及び民間備蓄の維持・
確保を図るための措置を講じることにより、我
が国への石油の供給が不足する等の事態が生じ
た場合において石油の安定的な供給を確保し、
もって国民生活の安定と国民経済の円滑な運営
に資するため。

昭和53年 月 毎月

https://www.enecho.met
i.go.jp/statistics/pet
roleum_and_lpgas/pl001
/results.html

有 － － － ○ － ○ － － － ○ 該当なし － － 石油保有量　等

・石油備蓄状況届出書（石油の備蓄の確
保等に関する法律第36条）
・国家備蓄石油の数量報告（国家備蓄石
油管理等事業に関する委託契約書第５
条）

00551150 ＬＰガス備蓄の現況 資源エネルギー庁（経済産業省）
資源・燃料部石油流
通課

我が国のＬＰガスの国家備蓄及び民間企業によ
る備蓄の維持・確保を図るための措置を講じる
ことにより、我が国への石油の供給が不足する
等の事態が生じた場合において石油の安定的な
供給を確保し、もって国民生活の安定と国民経
済の円滑な運営に資するため。

昭和56年度 月 毎月

http://www.enecho.meti
.go.jp/statistics/petr
oleum_and_lpgas/pl002/
results.html

有 － － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －
・基準備蓄量
・石油ガス保有量
等

・基準備蓄量等届出書（石油の備蓄の確
保等に関する法律第10条第１項及び第36
条）
・石油ガス備蓄状況届出書（石油の備蓄
の確保等に関する法律第36条）
・国家備蓄石油ガスの数量報告（国家備
蓄石油ガス管理等事業に関する委託契約
書第５条）

なし
採石業者の業務の状況に関する報
告書の集計結果

資源エネルギー庁（経済産業省）
資源・燃料部鉱物資
源課

岩石資源は我が国の社会資本整備や民間需要に
大きく寄与することから、採石業者の業務状況
を把握し政策立案等に資するため。

昭和48年
（確認できるも

の）
年 1月頃

http://www.enecho.meti
.go.jp/category/resour
ces_and_fuel/mineral_r
esource/situation/004/

有 － － － ○ － － － － － ○ － － －

・報告書の提出状況（採石業者・
採取場）
・企業形態（採石業者数・採取
場）
・従業員規模別従業員数
・生産量（製品別・岩石別）
・採取場数（生産規模別・採取方
法別）
・採掘設備の状況
・災害の発生状況
等

採石業者の業務に関する報告書（採石法
施行規則第11条）

00551120 電力調査統計 資源エネルギー庁（経済産業省）
電力・ガス事業部電
力産業・市場室

我が国における経済活動及び国民生活の基盤を
成す電気事業における需要実績、発電電力量及
び燃料消費実績等を毎月明らかにし、我が国の
電力の安定供給に資するため。

昭和26年 月 毎月

http://www.enecho.meti
.go.jp/statistics/elec
tric_power/ep002/resul
ts.html#headline2

有 ○ － － ○ － － － － － － － － －
・発電実績
・電力需要実績　等

発受電月報（電気関係報告規則第２条）

2015年度実績まで
e-statに掲載。そ
れ以降について
は、HP上で公開し
ている。

00552020 特許行政年次報告書（統計情報） 特許庁（経済産業省） 総務部企画調査課

企業や大学等が戦略的な知的財産管理を推し進
め、技術経営力の強化を行う上で有用な情報を
提供すべく、企業や大学等における知的財産の
現状を把握するために必要な情報を収集・分析
し、公表している「特許行政年次報告書」のう
ち、「第2部詳細な統計情報」において、我が国
の産業財産権の出願等の状況について、基本的
なデータを提供するため。

昭和23年
（平成８年まで
は「特許庁年
報」の名称）

年 ７月
https://www.jpo.go.jp/
resources/statistics/n
enji/index.html

有 ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ 刊行物

・特許、実用新案、意匠、商標の
出願件数、登録件数、審判及び異
議申立て件数等
・内外国人別統計
・分類別統計
・出願種別出願・登録件数
・都道府県別出願・登録件数
・国際出願関係統計
・主要国・地域・機関に関する統
計
等

・特許行政年次報告書
特許法第36条（特許出願） ／特許法

施行規則第23条（願書の様式）／特許法
第27条（特許原簿への登録）／特許登録
令
・実用新案、意匠、商標にも同様の規定
有り

00600100 倉庫統計季報 国土交通省

総合政策局物流政策
課
大臣官房参事官（物
流産業）室

倉庫業者の入庫高・保管残高・所管面積等の実
態を把握・分析することにより、倉庫業の健全
な運営と発展に資することを目的とする。

昭和50年 四半期

４月、７
月、

10月、１
月

http://www.mlit.go.jp/
seisakutokatsu/freight
/seisakutokatsu_freigh
t_mn2_000007_2.html

有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －
・入庫高
・保管残高
・所管面積等

倉庫業法施行規則第24条（料金の届出
等）

なし 倉庫事業経営指標 国土交通省

総合政策局物流政策
課
大臣官房参事官（物
流産業）室

主要倉庫業者の財務・経営・原価等の実態を把
握・分析することにより、倉庫業における企業
経営の指針を明らかにするとともに、倉庫業の
健全な発展と経営の合理化に資することを目的
とする。

昭和44年 年 ３月
https://www.mlit.go.jp
/seisakutokatsu/freigh
t/butsuryu06000.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・売上高
・経常収支
・経常収支率等

倉庫業法第27条（報告及び検査）

なし 営業普通倉庫の実績（主要21社） 国土交通省

総合政策局物流政策
課
大臣官房参事官（物
流産業）室

大手倉庫事業者等の主要２１社（全国シェアの
約２割）を選定し、早期に普通倉庫の動向を把
握することを目的とする。

平成23年 月 毎月

http://www.mlit.go.jp/
seisakutokatsu/freight
/seisakutokatsu_freigh
t_mn2_000008.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・入庫高
・保管残高
・所管面積

大手倉庫事業者等の主要21社の営業普通
倉庫毎月の実績

00600240 建築物滅失統計調査 国土交通省
総合政策局情報政策
課建設経済統計調査
室

建築及び住宅に関する基礎資料を得ること。 昭和26年 月 毎月

https://www.mlit.go.jp/s
ogoseisaku/jouhouka/s
osei_jouhouka_fr4_0000
14.html

有 － － － ○ － － － － ○ ○ 該当なし － 刊行物
滅失建築物の原因別床面積の合計
及び戸数推移表

建築基準法第15条（届出及び統計）

00600910 災害統計 国土交通省
水管理・国土保全局
防災課

国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業につ
いての各種分類と国庫負担率に関する資料等を
整理し、防災行政の基礎資料とすること。

昭和27年 年 12月
http://www.mlit.go.jp/
toukeijouhou/chojou/ga
iyo_b5t2.html

有 ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ 該当なし － －
国土交通省所管決定総額（申請
額，決定額、工種別決定額）

公共土木施設災害事業費国庫負担法第7
条（災害復旧事業費の決定）

00600610 道路統計調査 国土交通省 道路局企画課
今後の道路行政に資するための基礎資料を得る
こと。

昭和24年 年 12月
http://www.mlit.go.jp/
road/ir/ir-data/tokei-
nen/index.html

有 － － － ○ － － － － ○ ○ 該当なし － 刊行物
道路種類別、都道府県整備別整備
状況

道路法第77条（道路に関する調査）

なし 鉄軌道輸送の安全にかかわる情報 国土交通省 鉄道局安全監理官
鉄軌道事業者自らの安全の確保に対する意識の
向上と、鉄道の安全利用に関する利用者や沿線
住民等の理解の促進を図るため。

平成18年度 年 ７月頃
http://www.mlit.go.jp/
tetudo/tetudo_tk8_0000
01.html

無 － － － － － － － － － － － － － 鉄道運転事故　等

・鉄道事業法第19条、第19条の2、第19
条の3
・鉄道事故等報告規則
　　等

00600680
鉄道事業実績報告、軌道事業実績
報告

国土交通省
鉄道局鉄道サービス
政策室

各種調査等の基礎資料とするため。 昭和62年度 年 １～３月
http://www.mlit.go.jp/
tetudo/tetudo_tk6_0000
32.html

無 － － － － － － － － － － － － － 鉄軌道事業者の輸送実績　等

・鉄道事業法第55条（報告の徴収）
・鉄道事業等報告規則第２条（事業報告
書及び鉄道事業実績報告書）
・軌道法施行規則第35条（事業報告書等
の提出）

なし
自動車運送事業用自動車事故統計
年報（自動車交通の輸送の安全に
かかわる情報）

国土交通省 自動車局安全政策課
事業用自動車の事故の発生状況や要因等につい
て整理・分析し、事故防止に資する資料とする
こと。

平成８年
（確認できる資

料）
年 ２月頃

http://www.mlit.go.jp/
jidosha/anzen/subconte
nts/statistics.html

無 － － － － － － － － － － － － － 重大事故の発生状況　等
自動車事故報告規則（昭和26年運輸省令
第104号）第３条

なし 貨物自動車運送事業報告 国土交通省 自動車局貨物課
貨物自動車運送事業の実績を把握するととも
に、政策立案・課題抽出等の基礎資料とするた
め。

平成２年 年 11月頃
https://www.mlit.go.jp
/statistics/details/ji
dosha_list.html

無 － － － － － － － － － － － － － 貨物自動車運送事業者数等
貨物自動車運送事業報告規則（平成２年
11月29日　運輸省令第33号）

なし 旅客自動車運送事業報告 国土交通省 自動車局旅客課
旅客自動車運送事業の実績を把握するととも
に、政策立案・課題抽出等の基礎資料とするた
め。

昭和39年 年 ４月頃
https://www.mlit.go.jp
/jidosha/jidosha_fr1_0
00084.html

無 － － － － － － － － － － － － － 旅客自動車運送事業者数等
旅客自動車運送事業報告規則（昭和39年
３月３１日　運輸省令第21号）

00600700 自動車保有車両数 国土交通省
自動車局自動車情報
課

自動車保有車両数の実態を把握し、各種調査等
の基礎資料とするため。 平成24年 月 毎月

http://www.mlit.go.jp/
toukeijouhou/toukei08/
sokuhou/car_possession
/car_possession08_02_.
html

有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － － 用途別・車種別・業態別の台数
自動車の登録等（道路運送車両法第四
条・第五十八条）

なし
船員災害疾病発生状況報告（船員
法第111条）集計書

国土交通省 海事局船員政策課
船員の災害・疾病の実態を明らかにするととも
に、船員災害防止対策に活用するため。

昭和42年度 年 ３月
https://www.mlit.go.jp
/maritime/maritime_tk4
_000006.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・災害発生状況
・疾病発生状況

船員法第111条及び船員法施行規則第73
条に基づき船舶所有者からなされた報告
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

なし
海上輸送（海上運送法及び内航海
運業法）の安全にかかわる情報

国土交通省 海事局安全政策課
船舶運航事業者及び利用者の輸送の安全確保に
対する意識の向上及び一層の海上輸送の安全確
保を図るため。

平成19年度 年 不定期
http://www.mlit.go.jp/
maritime/maritime_fr4_
000006.html

無 － － － － － － － － － － － － － 海難の発生状況　等
・海上運送法第19条の２の２
・内航海運業法第21条

00600720 外航船舶運航実績報告 国土交通省 海事局外航課
外航海運行政を行うための基礎資料とするた
め。

昭和26年 年 ７月
http://www.mlit.go.jp/
onestop/024/024-
003_.html

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物
我が国商船隊の輸送量及び運賃収
入

・海上運送法第24条（報告の徴収）
・船舶運航事業者等の提出する定期報告
書に関する省令第３条（運航実績等の報
告）

00600730 輸送実績報告書 国土交通省 海事局内航課

輸送実績報告書の集計結果を基に各種データを
作成することにより、国内旅客船事業の実態を
把握するとともに、政策立案や課題抽出等に役
立てるため。

昭和26年 年 ７月
http://www.mlit.go.jp/
statistics/details/kai
un_list.html

有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物 旅客輸送・自動車航送実績等

・海上運送法第24条（報告の徴収）
・船舶運航事業者等の提出する定期報告
書に関する省令第３条（運航実績等の報
告）

00600740 内航海運業事業概況報告書 国土交通省 海事局内航課

内航海運業事業概況報告書の集計結果を基に各
種データを作成することにより、内航貨物船事
業の実態を把握するとともに、政策立案や課題
抽出等に役立てるため。

平成17年 年 ７月
https://www.mlit.go.jp
/maritime/content/0014
16271.pdf

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物 内航海運事業者の資産、負債等
・内航海運業法第25条（報告及び検査）
・内航海運業報告規則第３条（報告書の
提出）

00600750 舶用工業統計 国土交通省 海事局船舶産業課
舶用工業に関する各種施策を講じていくための
基礎資料として活用するため。

昭和32年ごろ 年 ９月
http://www.mlit.go.jp/
statistics/details/kai
un_list.html

有 － － － － － ○ － － － ○ 該当なし － 刊行物
舶用工業事業所の施設状況、舶用
工業製品の生産、輸出入状況

・造船法第10条（報告）
・造船法施行規則第５条（報告）

00600850 公共測量実態調査 国土交通省
国土地理院企画部測
量指導課

各種測量の調整及び測量制度の改善発達のため
の資料を得ること。
公共測量等の実態を把握し、適切な測量行政に
役立つ基礎資料とするため。

昭和45年 不定期 ３月
https://psgsv2.gsi.go.
jp/koukyou/record/reco
rd.html

有 － － － － － ○ － － － ○ － － －
公共測量実施計画書届出件数と事
業量の内訳

測量法第35条に基づき測量計画機関から
提出された公共測量についての長期計画
もしくは年度計画の報告、測量法第36条
に基づき測量計画機関から提出された公
共測量実施計画書

平成 19 年度まで
は、届出統計調査
である「公共測量
実態調査」の結果
から作成

なし 土地取引規制実態統計 国土交通省
不動産・建設経済局
土地政策課

国土利用計画法にもとづき届出のあった土地取
引について、届出件数、面積、利用目的、取引
主体等ごとに全国や地域別に集計し、大規模な
土地の取得状況を把握するため。

平成17年 四半期
６月、９
月、１２
月、３月

http://www.mlit.go.jp/
totikensangyo/totikens
angyo_tk2_000020.html

無 － － － － － － － － － － － － －
届出等の受理・処理状況（集計
表）

・国土利用計画法第23条（事後届出）
・国土利用計画法第27条の7（事前届
出）

なし 航空機登録の件数 国土交通省 航空局総務課 航空機登録の件数を把握するため。 平成23年 月 毎月
http://www.mlit.go.jp/
koku/koku_tk1_000040.h
tml

無 － － － － － － － － － － － － － 航空機登録の件数
「登録受付帳」（航空機登録規則第3
条）

なし 登録航空機数 国土交通省 航空局総務課 登録航空機の機数を把握するため。 昭和42年 月 毎月
http://www.mlit.go.jp/
koku/koku_tk1_000040.h
tml

無 － － － － － － － － － － － － － 登録航空機の機数 「航空機登録原簿」（航空法第3条）

なし 主要旅行業者の旅行取扱状況速報 観光庁（国土交通省）
観光産業課（参事官
（旅行振興)）

主要旅行業者の取扱状況を把握するため。
平成17年度（確
認できる資料）

月 毎月
http://www.mlit.go.jp/
kankocho/siryou/toukei
/toriatsukai.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・取扱額
・取扱人数

主な旅行業者から任意で提出される旅行
取扱状況速報

なし
住宅宿泊事業法に基づく届出及び
登録の状況

観光庁（国土交通省） 観光産業課
住宅宿泊事業法に基づく届出と登録の状況を把
握するため。

平成30年 月 毎月

http://www.mlit.go.jp/
kankocho/minpaku/busin
ess/host/construction_
situation.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・届出件数
・事業廃止件数

住宅宿泊事業に関する届出（住宅宿泊事
業法第3条）、住宅宿泊管理業に関する
登録・届出（住宅宿泊事業法第22条、同
法第28条）住宅宿泊仲介業に関する登
録・届出（住宅宿泊事業法第46条、同法
第52条）。

個人情報取扱の同意
を取得する際に、業
務統計の取得情報利
用については包括的
な同意を得ている。

なし 住宅宿泊事業の宿泊実績 観光庁（国土交通省） 観光産業課 住宅宿泊事業の宿泊実績を把握するため。 平成30年 ２ヶ月

5月、7
月、9月、
11月、1
月、3月、

5月

http://www.mlit.go.jp/
kankocho/minpaku/busin
ess/host/construction_
situation.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・宿泊日数
・宿泊者数
・延べ宿泊者数

都道府県知事への定期報告（住宅宿泊事
業法第14条）

個人情報取扱の同
意を取得する際
に、業務統計の取
得情報利用につい
ては包括的な同意
を得ている。

なし 天候 気象庁（国土交通省） 観測部計画課 一般の利用に供するため。 昭和26年
月・季
節・年

毎月
https://www.jma.go.jp/
jma/press/tenko.html

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物 観測データ等に関する各種統計
気象等に関する各種観測成果等（気象業
務法第4条）

なし 平年値 気象庁（国土交通省） 観測部計画課 一般の利用に供するため。 昭和25年 １０年 随時
https://www.data.jma.g
o.jp/obd/stats/etrn/in
dex.php

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物 観測データ等に関する各種統計
気象等に関する各種観測成果等（気象業
務法第4条）

なし 二酸化炭素濃度 気象庁（国土交通省）
地球環境・海洋部環
境気象管理官

一般の利用に供するため。 昭和62年 不定期 不定期
https://www.data.jma.g
o.jp/ghg/kanshi/ghgp/c
o2_trend.html

無 － － － － － － － － － － － － 刊行物 観測データ等に関する各種統計
気象等に関する各種観測成果等（気象業
務法第4条）

00604010 海上保安統計年報 海上保安庁（国土交通省） 総務部政務課
海上保安庁部内及び関係行政庁等に対する業務
上の参考資料とするため。

昭和26年 年 ３月
https://www.kaiho.mlit
.go.jp/doc/hakkou/touk
ei/toukei.html

有 － － － ○ － ○ － － － ○ － － －

・警備統計
・救難統計
・港務統計
・通航統計
・海洋汚染統計
・水路統計

海上保安業務（取締り、捜査、海難の調
査、港長業務、情報提供等）において、
収集される情報

00650101 一般廃棄物処理事業実態調査 環境省
環境再生・資源循環
局廃棄物適正処理推
進課

一般廃棄物行政の推進に関する基礎資料を得る
こと。

昭和51年 年 ３月
http://www.env.go.jp/r
ecycle/waste_tech/ippa
n/

有 － － － ○ － ○ － － － ○ 該当なし － － 一般廃棄物（ごみ及びし尿） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

なし
ダイオキシン類の排出量の目録
（排出インベントリー）

環境省
水・大気環境局総務
課

ダイオキシン類対策特別措置法第33条第１項に
基づき定められた「我が国における事業活動に
伴い排出されるダイオキシン類の量を削減する
ための計画」に基づくダイオキシン類の削減目
標量の達成状況の評価に資する。

平成13年度 年 ３月
https://www.env.go.jp/a
ir/dioxin/post_89.html 無 － － － － － － － － － － － － －

我が国における事業活動に伴い排
出されるダイオキシン類の量

ダイオキシン類対策特別措置法

なし
ダイオキシン類対策特別措置法施
行状況

環境省
水・大気環境局総務
課、水環境課、土壌
環境室

ダイオキシン類対策特別措置法に定められてい
る各規定の施行状況について、その件数や内容
等を把握することにより、今後のダイオキシン
類対策行政の円滑な推進に資する。

平成13年度 年 ３月
https://www.env.go.jp/a
ir/dioxin/post_88.html 無 － － － － － － － － － － － － －

ダイオキシン類対策特別措置法の
適用を受ける特定施設の数、地方
公共団体による規制事務の実施状
況等

ダイオキシン類対策特別措置法

なし
ダイオキシン類に係る環境調査結
果

環境省

水・大気環境局総務
課、大気環境課、水
環 境 課 、 土 壌 環境
室、地下水・地盤環
境室

環境中のダイオキシン類濃度の実態及びその推
移を的確に把握することを通じて、ダイオキシ
ン類対策の効果の確認等に資する。

平成13年度 年 ３月

https://www.env.go.jp/a
ir/dioxin/kankyocyosake
ka.html

無 － － － － － － － － － － － － －
全国の大気、水質（水底の底質を
含む。）、地下水質及び土壌のダ
イオキシン類濃度

ダイオキシン類対策特別措置法

00650301 振動規制法施行状況調査 環境省
水・大気環境局大気
環境課大気生活環境
室

振動防止行政の一層の推進を図るため、振動規
制法施行状況について調査し、その結果を取り
まとめて公表しているもの。
具体的には、振動苦情の状況、振動規制法に基
づく地域指定の状況、規制に関わる特定工場等
の総数及び特定建設作業の状況、道路交通振動
に対する措置等の状況等に関する調査結果を掲
載している。

昭和54年度 年

概略版：
２月

全体版：
３月

https://www.env.go.jp/a
ir/sindo/ 有 － － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －

振動規制法に基づく規制地域の指
定状況及び届出状況、振動苦情の
状況、振動規制法に基づく措置等
の状況等

・公害苦情調査（公害紛争処理法第49条
の２）
・振動規制法

00650302 騒音規制法施行状況調査 環境省
水・大気環境局大気
環境課大気生活環境
室

騒音防止行政の一層の推進を図るため、騒音規
制法施行状況について調査し、その結果を取り
まとめて公表しているもの。
具体的には、騒音苦情の状況、騒音規制法に基
づく地域指定の状況、騒音に係る環境基準の類
型当てはめ地域数の状況、規制に関わる特定工
場等の総数及び特定建設作業の状況、道路交通
騒音に対する措置等の状況、低周波音に係る苦
情の状況、一般地域における環境基準の適合状
況等に関する調査結果を掲載している。

昭和54年度 年

概略版：
２月

全体版：
３月

https://www.env.go.jp/
air/noise/

有 ○ － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －

騒音に係る環境基準の現状、騒音
規制法に基づく規制地域の指定状
況及び届出状況、騒音苦情の状
況、騒音規制法に基づく措置等の
状況等

・公害苦情調査（公害紛争処理法第49条
の２）
・騒音規制法

DB形式はH30年度
のみ作成されてい
る。以後作成され
ていない。

00650303 悪臭防止法施行状況調査 環境省
水・大気環境局大気
環境課大気生活環境
室

悪臭防止行政の一層の推進を目的として、悪臭
苦情の状況及び悪臭防止法の施行状況等につい
て調査し、その結果を公表しているもの。
具体的には、悪臭苦情の状況、悪臭規制等（悪
臭防止法・条例）の状況、臭気判定士免状の取
得状況に関する調査結果を掲載している。

昭和54年度 年

概略版：
２月

全体版：
３月

https://www.env.go.jp/
air/akushu/

有 ○ － － ○ － － － － － ○ 該当なし － －

悪臭防止法に基づく規制地域の指
定状況、臭気判定士免状の取得状
況、悪臭苦情の状況、悪臭防止
法・条例に基づく措置等の状況等

・公害苦情調査（公害紛争処理法第49条
の２）
・悪臭防止法

DB形式はH30年度
のみ作成されてい
る。以後作成され
ていない。
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

00650305 大気汚染防止法施行状況調査 環境省
水・大気環境局大気
環境課

大気汚染防止法に基づき、地方自治体に届出さ
れたばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施
設、一般粉じん及び特定粉じん発生施設等の固
定発生源に係る届出状況並びに規制事務実施状
況等の大気汚染防止法に関する事務の施行状況
を把握することにより、合理的かつ効率的な大
気環境行政の推進に資することを目的とする。

昭和46年 年 ３月
https://www.env.go.jp/a
ir/osen/law/sekou.html 有 ○ － － ○ － － － － ○ ○ 該当なし － －

大気汚染防止法に基づき地方自治
体に届出されたばい煙発生施設、
揮発性有機化合物排出施設、一般
粉じん及び特定粉じん発生施設等
の固定発生源に係る届出状況並び
に規制事務実施状況等の大気汚染
防止法に関する事務の年度毎の件
数

大気汚染防止法等

なし 大気汚染状況 環境省
水・大気環境局大気
環境課

大気汚染防止対策の基礎資料とすることを目的
とする。

昭和46年 年 ３月
https://www.env.go.jp/
air/osen/

無 － － － － － － － － － － － － －

大気汚染防止法、都道府県及び大
防法上の政令市では大気汚染の常
時監視が行われており、毎年度常
時監視の対象である主な大気汚染
物質の濃度測定結果の概要を取り
まとめるもの。

大気汚染防止法等

なし 自動車交通騒音の状況 環境省
水・大気環境局自動
車環境対策課

騒音規制法に基づき報告された道路に面する地
域の環境基準の達成状況を把握することによ
り、自動車交通騒音防止行政の推進に資するこ
とを目的とする。

平成12年度 年 不定期
http://www.env.go.jp/a
ir/car/noise/

無 － － － － － － － － － － － － －
道路に面する地域の環境基準の達
成状況

騒音規制法第18条に基づき地方公共団体
からなされた報告

00650304 水質汚濁防止法等の施行状況調査 環境省
水・大気環境局水環
境課

水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法
及び湖沼水質保全特別措置法に定められている
各規定の施行状況について、その件数や内容等
を把握することにより、今後の水環境行政の円
滑な推進に資することを目的として実施する。

平成７年
（確認できるも

の）
年 1月

http://www.env.go.jp/w
ater/impure/law_chosa.
html

有 － － － － － ○ － － － ○ ○ － －
届出関係、計画変更命令、排水基
準違反等の法運用の実施状況

水質汚濁防止法等

なし 水浴場水質調査結果 環境省
水・大気環境局水環
境課

全国の水浴に供される公共用水域（水浴場）の
水質等の現状を把握するとともに、水浴場の開
設前の測定結果を公表して国民の利用に資す
る。

平成９年
（確認できるも

の）
年 ７月頃

http://www.env.go.jp/w
ater/suiyoku_cho/

無 － － － － － － － － － － － － －
各水浴場の現況水質の区分及び水
質区分毎の水浴場数、改善対策を
要する水浴場

「水浴に供される公共用水域の水質調査
の報告について」（依頼）に基づき地方
公共団体が実施した全国の水浴場に供さ
れる公共用水域の水質等の状況について
の報告

公表することを明
示的に通知してい
る。

なし 公共用水域水質測定結果 環境省
水・大気環境局水環
境課

都道府県等が実施した公共用水域における水質
測定の結果をとりまとめ、全国的な水質の状況
を把握することにより、今後の水環境行政の円
滑な推進に資する。

平成10年
（確認できるも

の）
年 12月頃

http://www.env.go.jp/w
ater/suiiki/

無 － － － － － － － － － － － － －
水域別の環境基準項目の達成状況
及びその推移、環境基準超過地
点、水質ランキング

水質汚濁防止法
公表することを明
示的に通知してい
る。

なし
土壌汚染対策法の施行状況及び土
壌汚染調査・対策事例等に関する
調査結果

環境省
水・大気環境局土壌
環境室

土壌汚染対策法の施行状況及び都道府県、政令
市が把握している土壌汚染対策事例を把握し、
整理することにより、土壌汚染調査対策の現状
について公表するとともに、今後の土壌汚染対
策の推進に資する資料として実施している。

平成15年 年 ３月
http://www.env.go.jp/w
ater/dojo/chosa.html

無 － － － － － － － － － － － － －

土壌汚染対策法に基づく要措置区
域等の指定状況及び基準超過事例
の状況、土壌汚染対策法に基づく
措置等の状況

土壌汚染対策法

なし 農用地土壌汚染防止法の施行状況 環境省
水・大気環境局土壌
環境室

農用地の土壌汚染対策の一層の推進を図るた
め、農用地土壌汚染防止法の施行状況について
調査し、その結果をとりまとめて公表している
もの。
具体的には、農用地土壌汚染防止法に基づき都
道府県が実施する常時監視結果、農用地土壌汚
染対策地域の状況、農用地土壌汚染対策の進捗
状況の年度ごとの推移等を掲載している。

昭和46年 年 12月
http://www.env.go.jp/w
ater/dojo/nouyo/

無 － － － － － － － － － － － － －

・農用地土壌汚染防止法に基づき
都道府県が実施する常時監視結果
・農用地土壌汚染対策地域一覧
・農用地土壌汚染対策の進捗状況
の年度ごとの推移
等

農用地土壌汚染防止法第11条の２に基づ
く常時監視結果報告等

なし 全国の地盤沈下地域の概況 環境省
水・大気環境局水環
境課地下水・地盤環
境室

全国の地盤沈下の現状の監視 昭和53年 年 ３月
http://www.env.go.jp/w
ater/jiban/chinka.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・全国の地盤沈下の状況（単年及
び５年）
・地下水採取に関する規制等の状
況

地盤沈下の観測状況や被害の状況等につ
いて、地方公共団体からなされた報告

なし 地下水質測定結果 環境省
水・大気環境局水環
境課地下水・地盤環
境室

全国の地下水の水質汚濁の状況の監視 平成２年 年 12～３月
http://www.env.go.jp/w
ater/chikasui/

無 － － － － － － － － － － － － －

・環境基準値超過井戸の存在状況
・項目別・都道府県別調査結果
・項目別・年度別地下水質測定結
果

水質汚濁防止法第15条第2項に基づき地
方公共団体からなされた報告

00650103 自然公園等利用者数調 環境省
自然環境局国立公園
課国立公園利用推進
室

自然公園等の利用者数を把握し、公園計画の策
定及び施設整備等、自然公園行政の推進に必要
な基礎資料を得ようとするもの。

昭和25年 年
とりまと
め次第

http://www.env.go.jp/p
ark/doc/data.html

有 － － － ○ － － － － ○ ○ ○ － －
・国立公園利用者数
・国定公園利用者数　等

公園計画の策定、施設整備等の自然公園
行政の推進に必要な基礎資料として、都
道府県及び地方環境事務所からの情報を
とりまとめたもの

なし 自然環境保全地域等指定一覧 環境省
自然環境局自然環境
計画課

自然環境保全法に基づき指定された自然環境保
全地域等の指定状況を把握することにより、自
然環境行政の推進に資することを目的とする。

昭和47年
（確認できるも

の）
年 ５月

http://www.env.go.jp/n
ature/hozen/data.html

無 － － － － － － － － － － － － － 自然環境保全地域等の指定状況 自然環境保全法

なし 自然公園の面積 環境省
自然環境局国立公園
課

自然公園法に基づき指定された自然公園の指定
状況を把握することにより、自然環境行政の推
進に資することを目的とする。

昭和48年
（確認できるも

の）
年 ３月

http://www.env.go.jp/p
ark/doc/data.html

無 － － － － － － － － － － － － － 自然公園の指定状況 自然公園法

なし 鳥獣関係統計 環境省
自然環境局野生生物
課鳥獣保護管理室

鳥獣保護管理法に基づき、狩猟鳥獣捕獲数や鳥
獣の許可捕獲数、狩猟免許所持者等を都道府県
から報告を受けることで、同法に基づく基本指
針の策定や変更、鳥獣保護管理事業計画の作成
等、同法の適正な運用に活用する。

大正12年 年
とりまと
め次第

https://www.env.go.jp/
nature/choju/docs/docs
2.html

無 － － － － － － － － － － － － －
・狩猟免許所持者数
・狩猟鳥獣捕獲数
・許可捕獲鳥獣数等

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

なし 動物愛護管理行政事務提要 環境省
自然環境局総務課動
物愛護管理室

動物愛護管理法に基づく動物取扱業者の登録・
届出や犬・猫の引取りなど、都道府県、政令
市、中核市の動物愛護管理行政に係るデータを
まとめ、動物の愛護及び管理に関する施策の参
考とするもの。

昭和53年
（確認できるも

の）
年 ３月頃

http://www.env.go.jp/n
ature/dobutsu/aigo/2_d
ata/statistics/gyosei-
jimu.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・動物取扱業者登録・届出状況
・特定動物飼養保管状況
・動物による事故状況
・犬・猫の引取り及び負傷動物等
の収容状況

動物の愛護及び管理に関する法律

00700006
防衛省と民間企業との間の人事交
流に関する報告

防衛省
人 事 教 育 局 人 事計
画・補任課

国と民間企業との間の人事交流に関する法律第
24条第１項において準用する同法第23条第２項
の規定に基づく国会報告のため。

平成13年 年
３月又は
４月

https://www.mod.go.jp/
j/profile/syogu/jinji_
kouryu/index.html

有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － －

・前年に交流派遣職員であった者
が同年に占めていた派遣先企業に
おける地位及び当該交流派遣職員
がその交流派遣に係る計画を記載
した書類の提出時に占めていた官
職
・３年前の年の１月１日から前年
の12月31日までの間に交流派遣後
職務に復帰した職員が前年に占め
ていた官職及び当該職員が当該復
帰の日の直前に派遣先企業におい
て占めていた地位
・前年に交流採用職員であった者
が同年に占めていた官職及び当該
交流採用職員がその交流採用をさ
れた日の直前に交流元企業におい
て占めていた地位

国と民間企業との間の人事交流に関する
法律第24条第１項において準用する同法
第７条第２項の規定に基づく交流派遣に
関する計画書、同法第24条第１項におい
て準用する同法第23条第１項の規定に基
づく任命権者による報告

00700007
防衛省における女性職員に関する
統計資料

防衛省
人 事 教 育 局 人 事計
画・補任課

わが国防衛の基本について国民の理解を深める
ため。

平成20年度 年
集計後速
やかに

https://www.mod.go.jp/
j/profile/worklife/kei
kaku/tokei.html

有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － －
男女別在職者推移（自衛官・事務
官）

・自衛官男女別人員状況
・女性自衛官人員状況
・事務官等男女人数

00700008 懲戒処分の状況について 防衛省
人事教育局服務管理
官

行政の透明性を高める等のため。 平成17年 年
集計後速
やかに

https://www.mod.go.jp/
j/press/news/2022/09/
22a.html

有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － －
隊員別、処分の種類別、処分の事
由別の統計

調査統計報告について（通達）に基づく
報告

00700009
自衛隊員の倫理に関する国会報告
について

防衛省
人事教育局服務管理
官

自衛隊員倫理法第４条の規定に基づき、自衛隊
員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び自
衛隊員の職務に係る倫理の保持に関して講じた
施策について、国会に報告するもの。

平成13年 年 ９月
https://www.mod.go.jp/
j/policy/agenda/meetin
g/rinri/index.html

有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － －
・各種報告書の提出件数
・倫理監督官への届出等の状況
・懲戒処分等の状況

自衛隊員倫理法第４条に基づく報告

00700003 自衛官などの応募及び採用状況 防衛省
人事教育局人材育成
課

我が国防衛の基本について国民の理解を深める
ため。

昭和52年 年 ７月 － 有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物
自衛官などの応募者数、採用者
数、倍率

各幕僚監部からの募集実績状況の報告
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ＤＢ
形式

ＸＭＬ
形式

ＣＳＶ
形式

Excel
形式

テ キ ス
ト形式

ＰＤＦ
形式

その他

左の項目で「そ
の他」と回答し
た 場 合 、 そ の
データ形式を回
答 し て く だ さ
い。

(1)
政府統計コード

(2)
統計の名称

(3)作成機関 ・部局課名
(4)

作成目的

(5)
作成開始
年・年度

(6)
作成
周期

(7)公表方法

(8)
主な集計事項・作成指標

(10)
備　考(7)ア．

公表月
(7)イ．

ＨＰ掲載ＵＲＬ

(7)ウ．
e-Statへ
の掲載の
有無

(7)エ．e-Statへの掲載状況（ウ.e-Statへの掲載の有無について「有」と回答した場合のみ回答してください。）

(7)オ．
その他（非公表の場合、

その理由等）

①　統計表（又は統計データ）の公表様式
(9)

業務統計の作成に活用されている
行政記録情報等及び

その収集等に関する根拠規定
②

時系列表の
掲載の有無

③
統計の概要
の掲載の
有無

④
地域区分の掲
載の有無（該
当がない場合
は、「該当な
し」と回答し
てくださ
い。）

⑤
分類項目・集
計項目一覧の
掲載の有無

00700004 自衛官の定員および現員 防衛省

整備計画局防衛計画
課
人事教育局人材育成
課

我が国防衛の基本について国民の理解を深める
ため。

不明 年 ７月
https://www.mod.go.jp/
j/profile/mod_sdf/kous
ei/

有 － － ○ ○ － ○ － － － ○ 該当なし － 刊行物 自衛官の現員及び充足率 各幕僚監部からの人員月報の報告

00700002 留学生受入実績 防衛省
人事教育局人材育成
課

我が国防衛の基本について国民の理解を深める
ため。

平成14年度 年 ７月 － 有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物
留学生受入れ機関、留学生出身
国、各国各機関ごとの受入れ合計
数

防衛省教育機関における留学生の教育の
受託決定に関する通知

00700005
退職自衛官の地方公共団体防災関
係部局における在職状況

防衛省
人事教育局人材育成
課

我が国防衛の基本について国民の理解を深める
ため。

不明 年 ７月
https://www.mod.go.jp/
j/profile/syogu/taisho
ku/index.html

有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － 刊行物
退職自衛官の地方公共団体防災関
係部署への再就職先状況（県・市
町村別）

退職自衛官の地方公共団体防災関係部署
への再就職状況に係る各幕僚監部からの
報告

00700010 自衛隊施設（土地）の状況 防衛省
整備計画局施設整備
官

我が国の防衛政策に対する内外の理解を得るた
め。

昭和45年 年 ７月 － 有 － － ○ ○ － － － － － ○ － － 刊行物 自衛隊施設（土地）の状況 自衛隊施設地域分布及び用途別面積

00700011 在日米軍施設・区域の状況 防衛省 地方協力局総務課
駐留軍に提供している施設及び区域の件数、財
産数量等を把握することにより、国民の理解を
得るため。

昭和47年 年 ３月頃
https://www.mod.go.jp/
j/approach/zaibeigun/u
s_sisetsu/index.html

有 － － ○ ○ － － － － － ○ ○ － －

・在日米軍施設・区域（専用施
設）面積
・在日米軍施設・区域（専用施
設）都道府県別面積
・在日米軍施設・区域（共同使用
施設を含む）別一覧

駐留軍提供施設に係る現況及び異動内訳
の報告

00700012 急患輸送実績 防衛省 統合幕僚監部
自衛隊の行う災害派遣の中で大きな割合を占め
る急患輸送を積極的に広報するため。

平成20年度 年、月

集計後速
やかに、
月※速報

値

https://www.mod.go.jp/
js/press/index.html

有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － －

（年）
年度急患輸送実績件数、要請都道
府県等別実績、陸海空別実績
（月）
月日、要請者、区間、実施部隊、
機種等

自衛隊の災害派遣に関する訓令の防衛大
臣への報告事項

00700013 緊急発進実施状況 防衛省 統合幕僚監部
航空自衛隊による緊急発進について、具体的な
データを示すことで、国民の理解を深めるた
め。

昭和33年

四半期
（平成21
年度以
降）、
月

（令和2
年4月以
降）

四半期、
月※速報

値

https://www.mod.go.jp/
js/activity/domestic.h
tml

有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － －

（四半期）
・年度緊急発進回数
・四半期毎の緊急発進回数
・航空方面隊別緊急発進回数
・国・地域別緊急発進回数
（月）
・月間緊急発進回数
・航空方面隊別緊急発進回数
・国・地域別緊急発進回数

「年度緊急発進状況等に係る公表の基準
及び手続きについて（通達）」に基づく
緊急発進回数に係る航空総隊司令部から
の報告

00700014 災害派遣及び不発弾等処理実績 防衛省 統合幕僚監部
自衛隊の行う災害派遣等の実績を積極的に広報
するため。

平成18年度 年
集計後速
やかに

https://www.mod.go.jp/
js/press/index.html

有 － － ○ ○ － － － － － ○ 該当なし － －
・年間の災害派遣等実績
・年間の不発弾等処理実績
・年間の機雷等処理実績

自衛隊の災害派遣に関する達第８条、陸
上において発見された不発弾等の処理に
関する達第１１条、海上自衛隊業務報告
規則第７条に基づく災害派遣及び不発弾
等処理実績の各自衛隊からの報告

なし
国家公務員の留学費用の償還等に
関する状況

共管
人事院人材局研修推
進課
内閣官房内閣人事局

国家公務員の留学費用の償還等に関する状況を
把握し、制度の適正な運営に資するため。

平成20年度 年 ６～８月

https://www.jinji.go.j
p/kisya/2208/syoukanR3
.html

https://www.cas.go.jp/
jp/gaiyou/jimu/jinjiky
oku/files/r04_fu.pdf

無 － － － － － － － － － － － － －
年度別留学実施状況、
年度別留学費用の償還状況

・国家公務員の留学費用の償還に関する
法律（附帯決議）
・一般職の国家公務員については、人事
院規則10－12第13条に基づき各府省から
提出された報告

なし
フロン排出抑制法に基づくフロン
類の再生量等及び破壊量等の集計
結果

共管

経済産業省製造産業
局化学物質管理課オ
ゾン層保護等推進室
環境省地球環境局地
球温暖化対策課フロ
ン対策室

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関
する法律（略称「フロン排出抑制法」）第94条
の規定に基づき、特定製品に係るフロン類の再
生及び破壊の状況に関する情報を公表するも
の。

平成15年度
（再生量に関し
ては、平成28年

度）

年 ７月頃

https://www.meti.go.jp
/press/2020/08/2020083
1003/20200831003.html

http://www.env.go.jp/e
arth/ozone/cfc/report2
.html

無 － － － － － － － － － － － － －

・年度当初の保管量
・引き取った量の合計
・再生した量
・破壊した量
・年度末の保管量

・フロン類再生量等に関する報告書（フ
ロン排出抑制法第60条第３項）
・フロン類破壊量等に関する報告書（フ
ロン排出抑制法第71条第３項）

なし
フロン排出抑制法に基づく業務用
冷凍空調機器からのフロン類の充
塡量及び回収量等の集計結果

共管

経済産業省製造産業
局化学物質管理課オ
ゾン層保護等推進室
環境省地球環境局地
球温暖化対策課フロ
ン対策室

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関
する法律（略称「フロン排出抑制法」）第94条
の規定に基づき、特定製品に係るフロン類の充
塡及び回収の状況に関する情報を公表するも
の。

平成15年度
（再生量に関し
ては、平成28年

度）

年 12月頃

https://www.meti.go.jp
/press/2020/12/2020122
5001/20201225001.html

http://www.env.go.jp/e
arth/ozone/cfc/report.
html

無 － － － － － － － － － － － － －

・充塡した第一種特定製品の台
数・量
・回収した第一種特定製品の台
数・量
・年度当初の保管量
・破壊業者に引き渡した量
・再生業者に引き渡した量
・再利用等された量
・年度末の保管量

第一種フロン類充塡回収業者のフロン類
の充塡量及び回収量等に関する通知書
（フロン排出抑制法第47条第４項）

なし
フロン排出抑制法に基づくフロン
類算定漏えい量報告の集計結果

共管

経済産業省製造産業
局化学物質管理課オ
ゾン層保護等推進室
環境省地球環境局地
球温暖化対策課フロ
ン対策室

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関
する法律（略称「フロン排出抑制法」）第20条
の規定に基づき、国に報告されたフロン類算定
漏えい量等の情報を集計・公表するもの。

平成28年度 年 1月頃

https://www.meti.go.jp
/press/2019/03/2020031
9002/20200319002.html

http://www.env.go.jp/e
arth/furon/operator/re
sult.html

無 － － － － － － － － － － － － － フロン類算定漏えい量等
フロン類算定漏えい量等の報告書（フロ
ン排出抑制法第19条第１項、第20条）

なし 温室効果ガス算定排出量の報告 共管

経済産業省産業技術
環境局環境経済室
環境省地球環境局地
球温暖化対策課

地球温暖化対策推進法に基づき、温室効果ガス
を一定量以上排出する事業者に、毎年度、排出
量を国に報告することを義務付け、国がそれを
集計して公表することにより、事業者における
より積極的な温室効果ガスの排出抑制の促進を
図るもの。

平成18年度 年
集計後速
やかに

http://ghg-
santeikohyo.env.go.jp/
result

無 － － － － － － － － － － － － － 温室効果ガスの排出量等
地球温暖化対策の推進に関する法律(第
26条)
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①　代替できた調査項目数 ②　報告者数

00200553 経済センサス‐活動調査
総務省
経済産業省 有価証券報告書

◆金融商品取引法
・第24条（有価証券報告書の提出）

金融庁
（総務企画
局）

◆金融商品取引法
・第25条（有価証券届出書等
の公衆縦覧）

平成27年 ○ － －
平成28年経済センサス‐活
動調査の調査対象名簿の作
成の際にEDINET情報を活用

－ － －

00200553 経済センサス‐活動調査
総務省
経済産業省

労働保険保険関係
成立届

◆労働保険の保険料の徴収等に関する
法律
・第４条の２（保険関係の成立の届出
等）
◆労働保険の保険料の徴収等に関する
法律施行規則
・第４条（保険関係の成立の届出）
・第５条（変更事項の届出）

厚生労働省
（労働基準
局）

－ 平成22年 ○ － －

平成28年経済センサス‐活
動調査の調査対象名簿の作
成の際に労働保険データを
活用

－ －

労働保険保険関係成立届は、事業単位で届け出
ることとなっており、一つの事業所で部署毎に労
働保険の保険関係が成立している場合は、その保
険関係ごとにデータ（届）が作られる場合があ
る。このため、「事業所」単位のデータを作成す
る必要がある。

00100201
男女間における暴力に関
する調査

内閣府 住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村

◆住民基本台帳法
・第11条（国又は地方公共団
体の機関の請求による住民基
本台帳の一部の写しの閲覧）
・第11条の２（個人又は法人
の申出による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧）

平成11年 ○ － －
・調査対象の抽出
（国勢調査の調査区を基に
住民基本台帳を活用）

－ － －

00100105
青少年のインターネット
利用環境実態調査

内閣府 住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村

◆住民基本台帳法
・第11条（国又は地方公共団
体の機関の請求による住民基
本台帳の一部の写しの閲覧）
・第11条の２（個人又は法人
の申出による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧）

平成23年 ○ － －
・調査対象の抽出
（国勢調査の調査区を基に
住民基本台帳を活用）

－ － －

00100004
市民の社会貢献に関する
実態調査

内閣府 住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村

◆住民基本台帳法
・第11条（国又は地方公共団
体の機関の請求による住民基
本台帳の一部の写しの閲覧）
・第11条の２（個人又は法人
の申出による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧）

平成28年 ○ － －
・調査対象の抽出
（国勢調査の調査区を基に
住民基本台帳を活用）

－ － －

00100005
特定非営利活動法人に関
する実態調査

内閣府

特定非営利活動促
進法に基づき提出
された事業報告書
の情報

◆特定非営利活動促進法
・第29条（事業報告書等の提出）

内閣府
◆特定非営利活動促進法
・第30条（事業報告書等の公
開）

平成29年 － ○ －

所轄庁が、毎年特定非営利
活動法人から提出される事
業報告書等を内閣府ＮＰＯ
ポータルサイトに登録し、
内閣府はこの情報を活用す
る。

財務状況の設問について、事業
報告書の情報を転記すること
で、記入項目を34か所代替し
た。

7347 －

00100501
公益法人の寄附金収入に
関する実態調査

内閣府

・公益認定処分の
情報
・財産目録等の情
報
・解散届出の情報
等

◆公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律
・第７条（公益認定の申請）
・第22条第１項（財産目録等の提出）
・第26条第１項（解散の届出）
等

内閣府

◆公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律
・第10条（公益認定の公示）
・第22条（財産目録等の閲覧
又は謄写）
・第26条第４項（解散等に係
る公示）
等

平成28年 ○ － － 左記情報で調査対象を把握 － － －

00200356 通信利用動向調査 総務省
住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村

◆住民基本台帳法
・第11条の２（個人又は法人
の申出による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧）

平成２年 ○ － －
・調査対象世帯名簿の作成

－ －

・閲覧できる情報が自治体によって異なるため、
調査対象世帯名簿を作成するのに必要な情報を得
られないことがある。また、閲覧手続き、閲覧期
間等が自治体によって異なるため、省内の手続き
及び調査委託事業者の事務手続きが煩雑となるほ
か、自治体によっては閲覧に手数料を要する。
・調査（対象）世帯への説明及び調査対象世帯名
簿の管理に留意することが必要。また、調査対象
市区町村には申請前に調査委託事業者が閲覧申請
する旨を通知している。

00200521 国勢調査 総務省 住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村

◆住民基本台帳法
・第11条（国又は地方公共団
体の機関の請求による住民基
本台帳の一部の写しの閲覧）

平成22年 － － ○

審査での活用
（調査事項のうち、氏名、
男女の別、出生の年月など
の調査事項に空欄があった
場合に左記情報を活用）

－ －

・市町村の個人情報保護条例による手続や個人情
報保護審査会への意見照会などが必要となる場合
がある。
・活用に係る円滑な手続に資するため、市町村の
事務処理基準に、審査事務において活用できる行
政資料として住民基本台帳を記載。

00200565 家計消費状況調査 総務省
住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村
（総務省自治
行政局住民制
度課）

◆住民基本台帳法
・第11条の２（個人又は法人
の申出による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧）

平成13年 ○ － －
・調査対象世帯名簿の作成

－ －

・閲覧できる情報が自治体によって異なるため、
調査対象世帯名簿を作成するのに必要な情報を得
られないことがある。また、閲覧手続き、閲覧期
間等が自治体によって異なるため、統計局及び調
査委託事業者の事務手続きが煩雑となるほか、自
治体によっては閲覧に手数料を要する。
・調査（対象）世帯への説明及び調査対象世帯名
簿の管理に留意することが必要。また、調査対象
市区町村には申請前に調査委託事業者が閲覧申請
する旨を通知している。

b.
調査事項
の代替

c.
欠測値補完、

審査での
活用等

a～cについての
具体的な活用方法

（1）ア.
政府統計
コード

(1)イ.
統計調査名

(2)エ．備考（閲覧、守秘義務
等について規定されている場

合の条項）

Ⅱ　行政記録情報等を活用している統計調査

（1）行政記録情報等を活用している統計調査 (2) 活用している行政記録情報等の概要

(3)
統計調査への
活用開始時期

(4)  統計調査に活用する際の形態

a.
 母集団情報

の整備

(1)ウ.
調査実施機関

(2)ア.
行政記録情報等

の名称

(2)イ．当該情報等の収集、作成又は
整備に関する主な根拠規定

(2)ウ.
保有機関名

(5) 調査事項の代替による効果
（(4)で「b. 調査事項の代替」を選択した場合に

のみ回答してください。）

(6) 活用条件、活用に当たっての制約・留意点
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①　代替できた調査項目数 ②　報告者数

b.
調査事項
の代替

c.
欠測値補完、

審査での
活用等

a～cについての
具体的な活用方法

（1）ア.
政府統計
コード

(1)イ.
統計調査名

(2)エ．備考（閲覧、守秘義務
等について規定されている場

合の条項）

（1）行政記録情報等を活用している統計調査 (2) 活用している行政記録情報等の概要

(3)
統計調査への
活用開始時期

(4)  統計調査に活用する際の形態

a.
 母集団情報

の整備

(1)ウ.
調査実施機関

(2)ア.
行政記録情報等

の名称

(2)イ．当該情報等の収集、作成又は
整備に関する主な根拠規定

(2)ウ.
保有機関名

(5) 調査事項の代替による効果
（(4)で「b. 調査事項の代替」を選択した場合に

のみ回答してください。）

(6) 活用条件、活用に当たっての制約・留意点

00200568
家計消費単身モニター調
査

総務省
住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村
（総務省自治
行政局住民制
度課）

◆住民基本台帳法
・第11条の２（個人又は法人
の申出による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧）

平成29年 ○ － －

・補完調査世帯の名簿の作
成
（委託事業者が保有する登
録モニターから調査世帯を
確保しているが、不足する
場合に住民基本台帳から抽
出した世帯を活用）

－ －

・閲覧手続き、閲覧期間等が自治体によって異な
るため、調査委託事業者の事務手続きが煩雑とな
るほか、自治体によっては閲覧に手数料を要す
る。
・調査（対象）世帯への説明及び調査対象世帯名
簿の管理に留意。
・調査対象市区町村には申請前に調査委託事業者
が閲覧申請する旨を通知している。

00200564 全国家計構造調査 総務省
住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村
（総務省自治
行政局住民制
度課）

◆住民基本台帳法
・第11条の１（国又は地方公
共団体の機関の請求による住
民基本台帳の一部の写しの閲
覧）

令和元年 ○ － －

・調査地域に居住している
世帯の名簿の作成
（調査予定世帯を選定する
ために作成する世帯の名簿
の作成に活用）

－ －

・住民基本台帳第11条第１項に基づく閲覧申請で
は、名簿の作成に必要な一部の情報が得られな
い。
・都道府県、市町村の事務処理を円滑に進めるた
め、住民基本台帳を利用して名簿の作成が可能で
あることや作成手順を事務要領に記載。

00250013
犯罪被害実態（暗数）調
査

法務省 住民基本台帳
◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付）
・第６条（住民基本台帳の作成）

市区町村

◆住民基本台帳法
・第11条（国又は地方公共団
体の機関の請求による住民基
本台帳の一部の写しの閲覧）
・第11条の２（個人又は法人
の申出による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧）

平成31年 ○ － －
左記情報から調査対象とな
る16歳以上の男女を抽出

－ － －

00350600 法人企業統計調査 財務省 有価証券報告書
◆金融商品取引法
・第24条（有価証券報告書の提出）

金融庁
（企画市場
局）

◆金融商品取引法
・第25条（有価証券届出書等
の公衆縦覧）

平成13年 － － ○
審査事務・計数照会事務へ
の活用（提出された調査票
の数値チェック）

－ －
四半期報告書では連結情報のみであることなどか
ら、年次別調査の審査事務・計数照会事務におい
て活用。

00350600 法人企業統計調査 財務省

商業・法人登記情
報
会社標本調査母集
団情報

◆商業登記法
・第６条(商業登記簿）等
◆法人税法
・第74条（確定申告）等

法務省
（民事局）
国税庁

◆商業登記法
・第10条（登記事項証明書の
交付）
◆統計法
・第29条（協力の要請）

昭和23年 ○ － － 母集団情報の変動等の把握 － － －

00350430 たばこ小売販売業調査 財務省
製造たばこ小売販
売業許可台帳

◆たばこ事業法
・第22条（製造たばこの小売販売業の
許可）

財務省
（理財局）

－ 令和元年 ○ － －
母集団情報として調査対象
の抽出

－ － －

00351000 民間給与実態統計調査 国税庁
商業・法人登記情
報

◆商業登記法
・第６条(商業登記簿）等

法務省
（民事局）

◆商業登記法
・第10条（登記事項証明書の
交付）

昭和24年 ○ － －

・母集団情報の精度の確
保・向上
（調査対象約29,000事業所
／母集団数約 350万 事業
所）

－ － －

00401101 宗教統計調査
文化庁（文部
科学省）

新たに設立した宗
教法人及び法人格
が消滅した宗教法
人に関する情報

◆宗教法人法
・第14条（規則の認証）
・第39条（合併の認証）
・第58条（清算結了の登記）、第9条
（登記の届出）

文化庁 － 昭和24年 ○ － －
前回調査結果に認証等によ
る情報を追加

－ － －

00450011 人口動態調査 厚生労働省

出生の届書
死亡の届書
婚姻の届書
離婚の届書
死産の届書

◆戸籍法
・第28条
・第49条
・第74条
・第76条
・第86条
◆戸籍法施行規則
・第59条
◆出生証明書の様式等を定める省令
・第２条
◆医師法施行規則
・第20条
◆死産の届出に関する規程
・第10条
◆死産届書、死産証書及び死胎検案書
に関する省令
・第３条

市区町村
◆戸籍法
・第10条の２第２項

明治32年 － ○ －
出生等の届書の情報を基に
調査票を作成

138 約1,900

・調査の円滑な実施を図るため、各法務局及び地
方法務局の戸籍課長及び支局長を現地指導官とし
て厚生労働事務官に任命している。
・また、平成15年６月13日衆議院法務委員会での
議論を受け、戸籍法に基づく各届書に、人口動態
調査に利用することが明記されている。

00450046 福祉行政報告例 厚生労働省

社会福祉関係諸法
規に基づいた届出
又は事業において
収集される情報

◆身体障害者福祉法施行令
・第９条
◆障害児福祉手当及び特別障害者手当
の支給に関する省令
・第２条
・第15条
◆特別児童扶養手当等の支給に関する
法律施行規則
・第１条
◆社会福祉法
・第31条
◆児童扶養手当施行規則
・第１条
・第４条
等

都道府県・指
定都市・中核
市

－ 昭和13年 － ○ －
左記届出情報等を基に調査
票を作成

17,636
（調査周期ごとの報告者数）

年度報：129
月報：1,548

－
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①　代替できた調査項目数 ②　報告者数

b.
調査事項
の代替

c.
欠測値補完、

審査での
活用等

a～cについての
具体的な活用方法

（1）ア.
政府統計
コード

(1)イ.
統計調査名

(2)エ．備考（閲覧、守秘義務
等について規定されている場

合の条項）

（1）行政記録情報等を活用している統計調査 (2) 活用している行政記録情報等の概要

(3)
統計調査への
活用開始時期

(4)  統計調査に活用する際の形態

a.
 母集団情報

の整備

(1)ウ.
調査実施機関

(2)ア.
行政記録情報等

の名称

(2)イ．当該情報等の収集、作成又は
整備に関する主な根拠規定

(2)ウ.
保有機関名

(5) 調査事項の代替による効果
（(4)で「b. 調査事項の代替」を選択した場合に

のみ回答してください。）

(6) 活用条件、活用に当たっての制約・留意点

00450021
医療施設調査（医療施設
動態調査）

厚生労働省
医療施設の開設、
廃止、変更等の届
出

◆医療法
・第８条の２第２項
・第９条第１項
◆医療法施行令
・第４条の２第１項　等

都道府県、保
健所を設置す
る市又は特別
区

－ 昭和28年 － ○ －
左記届出情報を基に都道府
県等において調査票を作成

26

1860(155*12ヶ月）
R2調査計画に記載の数

47（都道府県）＋85（保健所を設
置する市）＋23（特別区）=155

－

00450021
医療施設調査（医療施設
静態調査）

厚生労働省 施設基準の届出等

◆「特掲診療料の施設基準等」（平成
20年厚生労働省告示第63号）
◆「災害拠点病院整備事業の実施につ
いて」（平成８年５月10日健政発435
号）

厚生労働省 － 平成23年 － ○ －

左記情報により災害拠点病
院に指定されている病院等
を把握・特定して集計に活
用

5
8273

R2調査計画に記載の数
－

00450021
医療施設調査（医療施設
静態調査）

厚生労働省
救命救急センター
設置状況一覧

◆「救命救急センターの充実段階評価
における現況調について」（医政地発
0614第１号平成28年６月14日）

厚生労働省 － 平成29年 － ○ －

左記情報により救命救急セ
ンターに指定されている病
院を把握・特定して集計に
活用

1
8273

R2調査計画に記載の数
－

00450027 衛生行政報告例 厚生労働省

衛生関係諸法規に
基づいた届出又は
事業において収集
される情報

◆精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律
・第22から26条の３
・第29条第１項
◆栄養士法
・第２条及び第４条
◆食品衛生法
・第55条第１項
◆興行場法
・第２条第１項
◆旅館業法
・第３条第１項
◆公衆浴場法
・第２条第１項
◆母体保護法
・第25条
◆保健師助産師看護師法
・第33条
等

都道府県、指
定都市、中核
市

－ 昭和13年 － ○ －
左記届出情報等を基に調査
票を作成

16,842
（調査周期ごとの報告者数）

年度報：129
隔年報：47

－

00450025
地域保健・健康増進事業
報告

厚生労働省

地域保健法、健康
増進法等に基づい
た事業において収
集される情報

◆母子保健法
・第15条
・第12条
◆地域保健法
・第６条
・第10条
◆精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律
・第47条第１、４、５項
◆予防接種法
・第５条
◆健康増進法
・第17条第１項
・第19条の２
等

市区町村、保
健所

－ 昭和29年 － ○ －
左記届出情報等を基に調査
票を作成

37,700 2,096 －

00450041 社会福祉施設等調査 厚生労働省
生活保護法、老人
福祉法等に基づく
許認可等

◆生活保護法　第40条
◆老人福祉法　第15条
等

都道府県、指
定都市、中核
市

－ 平成24年 － ○ －

報告者の負担軽減の観点か
ら、毎年一部の調査項目に
ついては、各自治体から情
報を得て調査票にプレプリ
ントしている。

33項目（施設・保育以外12項
目、施設・保育12項目、事業所

９項目）

129(都道府県47・指定都市20・中
核市62)

約133,300（施設 約50,400、事業
所 約82,900）

－

00450042
介護サービス施設・事業
所調査

厚生労働省
介護保険法による
指定等

◆介護保険法
・第70条、第75条
・第78条の２、第78条の５
・第79条、第82条
・第86条、89条
・第94条、99条等

都道府県 － 平成24年 － ○ －

報告者の負担軽減の観点か
ら、毎年一部の調査項目に
ついては、各自治体から情
報を得て調査票にプレプリ
ントしている。

26項目（施設18項目、事業所８
項目）

47（都道府県）
約149,700（施設 約17,900、事業

所 約131,800）
－

00450071 毎月勤労統計調査 厚生労働省
雇用保険適用事業
所設置届等

◆雇用保険法施行規則
・第141条（事業所の設置等の届出）

厚生労働省
（職業安定
局）

－ 昭和32年 － － ○
・母集団労働者数の補正
（事業所の新設等による労
働者の増減を反映）

－ － －

00450094
労働安全衛生調査
(労働環境調査)

厚生労働省

「保険関係成立
届」、「名称、所
在地等変更届」、
「概算・増加概
算・確定保険料申
告書」に基づき作
成された台帳

◆労働保険の保険料の徴収等に関する
法律
・第４条の２（保険関係の成立の届出
等）
・第15条（概算保険料の納付）
・第19条（確定保険料）
◆労働保険の保険料の徴収等に関する
法律施行規則
・第４条（保険関係の成立の届出）
・第５条（変更事項の届出）
・第24条（賃金総額の見込額の特例
等）
・第33条（確定保険料申告書）

厚生労働省
（労働基準
局）

－ 昭和56年 ○ － －
ずい道工事現場調査（令和
元年調査）：左記届出等の
情報から調査対象を把握

－ －
行政記録情報の使用及び管理におけるセキュリ

ティ面での配慮が必要
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①　代替できた調査項目数 ②　報告者数

b.
調査事項
の代替
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活用等

a～cについての
具体的な活用方法
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政府統計
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等について規定されている場

合の条項）

（1）行政記録情報等を活用している統計調査 (2) 活用している行政記録情報等の概要

(3)
統計調査への
活用開始時期

(4)  統計調査に活用する際の形態

a.
 母集団情報

の整備

(1)ウ.
調査実施機関

(2)ア.
行政記録情報等

の名称
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（(4)で「b. 調査事項の代替」を選択した場合に

のみ回答してください。）

(6) 活用条件、活用に当たっての制約・留意点

00450100 労働災害動向調査 厚生労働省

「保険関係成立
届」、「名称、所
在地等変更届」、
「概算・増加概
算・確定保険料申
告書」に基づき作
成された台帳

◆労働保険の保険料の徴収等に関する
法律
・第４条の２（保険関係の成立の届出
等）
・第15条（概算保険料の納付）
・第19条（確定保険料）
◆労働保険の保険料の徴収等に関する
法律施行規則
・第４条（保険関係の成立の届出）
・第５条（変更事項の届出）
・第24条（賃金総額の見込額の特例
等）
・第33条（確定保険料申告書）

厚生労働省
（労働基準
局）

－ 昭和39年 ○ － －
総合工事業調査：左記届出
等の情報から調査対象を抽
出

－ －
行政記録情報の使用及び管理におけるセキュリ

ティ面での配慮が必要

00450212 労務費率調査 厚生労働省

「保険関係成立
届」、「名称、所
在地等変更届」、
「概算・増加概
算・確定保険料申
告書」に基づき作
成された台帳

◆労働保険の保険料の徴収等に関する
法律
・第４条の２（保険関係の成立の届出
等）
・第15条（概算保険料の納付）
・第19条（確定保険料）
◆労働保険の保険料の徴収等に関する
法律施行規則
・第４条（保険関係の成立の届出）
・第５条（変更事項の届出）
・第24条（賃金総額の見込額の特例
等）
・第33条（確定保険料申告書）

厚生労働省
（労働基準
局）

－ 昭和58年 ○ － －

日本全国の建設事業におけ
る単独有期事業及び一括有
期事業を対象として、労働
保険適用台帳から調査対象
を抽出

－ －
行政記録情報の使用及び管理におけるセキュリ

ティ面での配慮が必要

00450241
港湾運送事業雇用実態調
査

厚生労働省

港湾運送事業法に
基づく申請、届出
等

◆港湾運送事業法
・第５条（許可の申請）
・第20条（事業の休廃止の届出）
・第22条の２（港湾運送関連事業の届
出）

国土交通省
（港湾局）

－ 昭和60年以前 ○ － －
左記届出等の情報から調査
対象事業所を把握

－ － －

00450047
地域児童福祉事業等調査
（認可外保育施設調査）

厚生労働省
事業開始の届出
年次報告

◆児童福祉法
・第59条の２
・第59条の２の５

都道府県
◆児童福祉法
（公表関係）
・第59条の２の５第２項

平成９年以前 ○ － －
左記届出等の情報から調査
対象を把握

－ － －

00450273
児童養護施設入所児童等
調査

厚生労働省

里親委託児童、小
規模住居型児童養
育事業委託児童等
の情報

◆児童福祉法
・第46条

都道府県 － 平成15年以前 ○ － －
各都道府県市にて把握して
いる施設名簿に基づいて調
査

－ － －

00450275 全国ひとり親世帯等調査 厚生労働省 住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村

◆住民基本台帳法
・第11条の１（国又は地方公
共団体の機関の請求による住
民基本台帳の一部の写しの閲
覧）

令和３年 ○ － －
住民基本台帳から調査対象
を抽出

－ －

・市町村の個人情報保護条例による手続や個人情
報保護審査会への意見照会などが必要となる場合
がある。
・閲覧できる情報が自治体によって異なるため、
調査対象世帯名簿を作成するのに必要な情報を得
られないことがある。

00450291 家内労働等実態調査 厚生労働省

家内労働法に基づ
き提出された委託
状況届

◆家内労働法
・第26条（届出）

厚生労働省
（都道府県労
働局）

－ 昭和46年度 ○ － －
左記届出情報により母集団
名簿を作成

－ － －

00450331 中国残留邦人等実態調査 厚生労働省

永住帰国した中国
残留邦人等に対す
る一時金対象者名
簿

◆中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法
律施行規則
・第13条の３（一時金の支給の申請）

厚生労働省 － 平成21年 ○ － －
左記届出等の情報から調査
対象を把握

－ － －

なし

介護事業実態調査（介護
事業経営実態調査、介護
事業経営概況調査、介護
従事者処遇状況等調査）

厚生労働省 介護サービス情報
◆介護保険法
・第115条の35（介護サービス情報の
報告及び公表）

都道府県 － 平成23年 ○ － －
調査対象の法人番号等を左
記情報から補完

－ － －

なし

介護事業実態調査（介護
事業経営実態調査、介護
事業経営概況調査、介護
従事者処遇状況等調査）

厚生労働省
介護給付等に要す
る費用の額に関す
る情報等

◆介護保険法
・第118条の2（市町村介護保険事業計
画の作成等のための調査及び分析等）

厚生労働省
（老健局）

◆介護保険法第百十八条の二
第二項の規定に基づき市町村
が厚生労働大臣に提供する情
報の利用及び提供に関する指
針

令和元年 ○ － －
左記ファイルから調査対象
を一定の統計上の抽出法に
基づき抽出

－ － －

なし

介護事業実態調査（介護
事業経営実態調査、介護
事業経営概況調査、介護
従事者処遇状況等調査）

厚生労働省 法人番号等

◆行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律
施行令
・第41条（法人番号の公表）

国税庁 － 平成29年 ○ － －
調査対象の法人番号等を左
記情報から補完

－ － －

00450381
医療経済実態調査（保険
者調査）

厚生労働省
全国健康保険協会
等の財務諸表等

◆健康保険法
・第７条の28（財務諸表等）

厚生労働省
（保険局）

－ 平成23年以前 － ○ －
全国健康保険協会等を対象
とした保険者調査において
左記情報を活用

1014 約3,400 －
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00450411 年金制度基礎調査 厚生労働省 受給者ファイル
◆日本年金機構法
・第38条（年金個人情報の保護）
第５項第４号

日本年金機構

◆日本年金機構法
・第38条（年金個人情報の保
護）
第８項

昭和48年 ○ ○ ○

・母集団情報の整備
（左記ファイルから調査対
象者を一定の統計上の抽出
法に基づき抽出）
・調査事項の一部代替
（報告者本人の年齢、性別
を左記情報から把握）
・欠測値補完、審査での活
用等
（年金額や繰上げ受給の有
無等の審査に左記情報を活
用）

2 約50,000人 －

00450462
国民年金被保険者実態調
査

厚生労働省

・国民年金被保険
者ファイル
・市区町村民税課
税台帳
・固定資産課税台
帳
・住民基本台帳

◆日本年金機構法
・第38条第５項第４号
◆国民年金法
・第108条の３第２項

日本年金機構
市区町村

◆日本年金機構法
・第38条（年金個人情報の保
護）
第８項

平成８年 ○ ○ ○

・母集団情報の整備
（国民年金被保険者ファイ
ルより、調査対象となる国
民年金第１号被保険者を抽
出）
・調査事項の一部代替
（保険料納付状況等は日本
年金機構が有する情報を活
用し、所得金額等は市区町
村が有する情報を活用）
・審査での活用

８か所
約６万人 －

00450461 公的年金加入状況等調査 厚生労働省

・統合年金記録
・住民基本台帳
・市区町村民税課
税台帳
・国民健康保険料
（税）賦課台帳

◆日本年金機構法
・第38条第５項第４号
◆国民年金法
・第108条の３第２項

日本年金機構
市区町村

◆日本年金機構法
・第38条（年金個人情報の保
護）
第８項

平成25年以前 － － ○

・欠測値補完
（調査事項のうち公的年金
の加入状況が未回答等の場
合、左記情報で補完）
・審査での活用

－ － －

00450151
薬事工業生産動態統計調
査

厚生労働省

・医薬品、医薬部
外品、医療機器及
び再生医療等製品
の製造販売業許可
台帳、製造業許可
台帳及び外国製造
業認定台帳

◆医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律施行
令
・第８条（製造販売業の許可台帳）
等
・第15条（製造業の許可台帳）
・第18条の５（外国製造業の認定台
帳）
・第37条の5（製造販売業の許可台
帳）
・第37条の12（製造業の登録台帳）
・第37条の18（外国製造業の登録台
帳）
・第43条の7（製造販売業の許可台
帳）
・第43条の14（製造業の許可台帳）
・第43条の21（外国製造業の認定台
帳）

厚生労働省
都道府県　等

－

平成18年以前
（外国製造業
の認定台帳は
平成31年か

ら）

○ ○ －

・母集団情報の整備
（製造販売業の許可台帳上
の業者を全数調査）
・調査事項の代替
（台帳上の業者所在地情報
を利用）

０
※調査票上に代替できた調査項
目はないので０。台帳がなけれ
ば、追加で「製造販売業者所在
県」「製造業者所在県又は国

名」「製造業者名称」の調査項
目が必要だが、集計時にこれら
の項目を台帳から引用すること
ができるため、調査項目として
いない（調査項目の製造販売業
者業者コードと製造業許可番号

を照合キーとして使用）。

約4,800 －

00450151
薬事工業生産動態統計調
査

厚生労働省 ・法人番号

◆行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律
施行令
・第41条（法人番号の公表）

国税庁 － 平成31年 － ○ －
法人番号に紐付く業者の名
称及び所在地情報を利用

２
（製造販売業者名称、製造販売

業者所在地）
約4,800 －

00500201 農業経営統計調査 農林水産省 牛個体識別台帳

◆牛の個体識別のための情報の管理及
び伝達に関する特別措置法
・第３条
・第４条

農林水産省
（データベー
スの管理につ
いては、独立
行政法人家畜
改良センター
が実施）

◆牛の個体識別のための情報
の管理及び伝達に関する特別
措置法
・第６条（牛個体識別台帳に
関する情報の公表）

平成20年 － ○ －

調査客体が飼養している牛
個体ごとの性別、品種、出
生月、購入月、売却月、死
亡月を活用している。

6 1145 －

00500201 農業経営統計調査 農林水産省
経営所得安定対策
等加入申請者情報

◆農業の担い手に対する経営安定のた
めの交付金の交付に関する法律
・第５条（交付金の交付申請）
等

地域農業再生
協議会（市町
村等）
農林水産省
（農産局穀物
課）

－ 平成29年 ○ － －

経営所得安定対策等へ加入
申請した農業者の申請書類
の情報を基に集計した申請
者数を活用

－ － －

00500201 農業経営統計調査 農林水産省

・甘味資源作物生
産者要件審査申請
書
・でん粉原料用い
も生産者要件審査
申請書

◆砂糖及びでん粉の価格調整に関する
法律
・第19条（甘味資源作物交付金の交
付）及び33条（でん粉原料用いも交付
金の交付）等

独立行政法人
農畜産業振興
機構

－ 平成19年 ○ － －

さとうきび及びでん粉原料
用かんしょの経営所得安定
対策に係る生産者要件審査
申請者の情報を基に集計し
た申請者数を活用

－ － －
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の整備

(1)ウ.
調査実施機関

(2)ア.
行政記録情報等

の名称

(2)イ．当該情報等の収集、作成又は
整備に関する主な根拠規定

(2)ウ.
保有機関名

(5) 調査事項の代替による効果
（(4)で「b. 調査事項の代替」を選択した場合に

のみ回答してください。）

(6) 活用条件、活用に当たっての制約・留意点

00500209
農林業センサス
（農林業経営体調査）

農林水産省
農業生産法人、認
定農業者等に関す
る行政記録情報

◆農地法
・第６条第１項（農地適格所有法人の
報告等）
◆農業経営基盤強化促進法
・第12条第１項（農業経営改善計画等
の認定）
◆担い手経営安定法
・第5条（交付金の交付申請）
等

農業委員会
市区町村
農林水産省

－ 平成12年 ○ ○ －

・調査事項の一部代替
（市区町村確認欄の記入）
・母集団情報の整備
（前回調査名簿に経営所得
安定対策等交付金支払対象
等に基づく新規経営体を追
加）

3項目 約1,410,000 －

00500209
農林業センサス（農山村
地域調査）

農林水産省

・国土交通省ＨＰ
による、国土数値
情報における法制
上の指定地域デー
タ、及び市区町村
が保存する法制上
の指定地域に係る
行政記録情報
・筆ポリゴン情報

◆離島振興法
・第２条
◆作物統計調査規則
・７条

国土交通省
市区町村
農林水産省

－
平成21年

－ ○ －

・調査事項の一部代替
（国土交通省が整備してい
る国土数値情報及び市区町
村等が保存する法制上の指
定地域に係る行政記録情報
から法制上の指定地域を把
握し、各農業集落の調査結
果に付加する。）
・調査事項の代替
（農林水産省が整備してい
る耕地面積統計の筆ポリゴ
ン情報から農業集落ごとの
耕地面積を求積する。）

18項目 約140,000 －

00500210 漁業センサス 農林水産省 漁船登録データ
◆漁船法
・第10条（漁船の登録）

都道府県

◆漁船法
・第21条（登録謄本の交付）
・第23条（漁船原簿の副本の
提出等）

平成25年 ○ － －
前回調査名簿に漁船登録
データに基づく新規経営体
を追加

－ －
 漁船登録データの管理状況や個人情報保護条例
に基づく対応は各都道府県によって異なる。

00500210 漁業センサス 農林水産省
うなぎ養殖業の許
可名簿

◆内水面漁業の振興に関する法律
・第26条（指定養殖業の許可）

農林水産省
（水産庁）

－ 平成30年 ○ － －
左記情報で把握した事業所
を調査対象に追加

－ － －

00500210 漁業センサス 農林水産省

指定漁業等の許可
名簿（大臣許可漁
業、知事許可漁
業）

◆漁業法
・第52条（指定漁業の許可）
◆都道府県漁業調整規則
・（漁業の許可）

農林水産省
（水産庁）
都道府県（水
産主管課等）

－ 平成30年 ○ － －
左記情報で把握した事業所
を調査対象に追加

－ － －

00500211 農業構造動態調査 農林水産省
経営所得安定対策
等加入申請者情報
等

◆担い手経営安定法
・第5条（交付金の交付申請）
等

農林水産省 － 平成24年 ○ － －

・母集団情報の整備
（前回調査名簿に経営所得
安定対策等交付金支払対象
等に基づく新規経営体を追
加）

－

00500216
海面漁業生産統計調査

農林水産省 漁獲成績報告書等

◆漁業法
・第26、30条（漁獲量等の報告）
・第52、90条（資源管理の状況等の報
告）
・第176条（報告徴収等）
◆漁業の許可及び取締り等に関する省
令
・第78条（漁獲成績報告書等）

水産庁 － 昭和44年 － ○ －
漁獲成績報告書等の活用が
可能な魚種別漁獲量

400 約2,000

航海の長期化等から漁獲成績報告書等の提出が
遅れた場合、取りまとめ期間が十分に確保できな
いことにより全体の取りまとめが遅れるなどの支
障が生じるおそれ。

00500222 畜産統計調査 農林水産省 牛個体識別台帳

◆牛の個体識別のための情報の管理及
び伝達に関する特別措置法
・第３条
・第４条

農林水産省
（データベー
スの管理につ
いては、独立
行政法人家畜
改良センター
が実施）

◆牛の個体識別のための情報
の管理及び伝達に関する特別
措置法
・第６条（牛個体識別台帳に
関する情報の公表）

平成16年
（母集団整備
への活用は平
成16年から、
調査事項の代
替は令和２年

から）

－ ○ －

・家畜改良センターが有す
る情報を活用することによ
り、乳用牛及び肉用牛飼養
者への調査を回避（乳用牛
及び肉用牛調査票の廃止）

乳用牛：19項目
肉用牛：16項目

乳用牛：-
肉用牛：-

※令和２年調査から、乳用牛及び
肉用牛調査票を廃止し行政記録情
報や関係統計の活用により把握す

る加工統計に変更。

変更（代替）前の報告者数（平成
31年調査）は、
乳用牛：約5,400
肉用牛：約5,400

　畜産統計調査のうち、乳用牛及び肉用牛につい
ては、令和２年調査より行政記録情報や関係統計
の活用により把握する加工統計に変更。
　加工統計の作成に際し、届出者（保有機関）か
ら同意を得て当該行政記録情報を使用（利用請求
及び利用承認）。
 出生時の届出は、確認等の作業により遅延が生
じることがある。
　これにより、「月別出生頭数」などの月別デー
タについて、若齢牛のデータほど誤差が大きくな
る傾向がある。

00500227
畜産物流通調査
（と畜場統計調査）

農林水産省
と畜場法に基づく
検査結果、検査申
請書の記載事項

◆と畜場法
・第14条（獣畜のとさつ又は解体の検
査）
◆と畜場法施行令
・第七条（検査の申請）
◆と畜場法施行規則
・第十五条（検査申請書の記載事項）

都道府県、地
域保健法に基
づく政令で定
める市

－ 平成28年 － ○ －
都道府県等が有する情報を
活用することにより、と畜
場への調査を回避

(日別）９

(月別) 15

(日別)1,205

(月別)  492

　調査対象であると畜場に代えて、と畜検査を行
う都道府県等において、調査協力が可能な場合の
み活用している。

00500227
畜産物流通調査
（食鳥流通統計調査）

農林水産省
と畜・食鳥検査等
に関する実態調査

◆食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査
に関する法律
・第37条（報告の徴収）

厚生労働省 －
平成28年

（平成27年調
査より）

○ － －
左記の実態調査の結果にお
いて公表される処理場名簿
を母集団名簿として利用

－

00500602
農業協同組合及び同連合
会一斉調査

農林水産省

農業協同組合法に
基づく業務報告書
及び設立、解散等
の認可の情報

◆農業協同組合法
・第54条の２
・第59条
・第64条

農林水産省又
は都道府県知
事

－
平成24年度

(23事業年度調
査より)

－ ○ －
業務報告書から得られる情
報を 大限活用

農業協同組合：542項目
連合会：153項目

農業協同組合：569
連合会：82

農林水産省又は都道府県に提出される業務報告
書（農業協同組合法第54条の２）について、
(1)農協、連合会からの提出時期が遅いこと
(2)会計データに誤記が多く、農協等への確認に
多大な時間を要すること
(3)記載様式が区々であり突合作業に多大な労力
を要すること
等により、取りまとめが遅れるなどの支障が生じ
るおそれがある。
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①　代替できた調査項目数 ②　報告者数

b.
調査事項
の代替

c.
欠測値補完、

審査での
活用等

a～cについての
具体的な活用方法

（1）ア.
政府統計
コード

(1)イ.
統計調査名

(2)エ．備考（閲覧、守秘義務
等について規定されている場

合の条項）

（1）行政記録情報等を活用している統計調査 (2) 活用している行政記録情報等の概要

(3)
統計調査への
活用開始時期

(4)  統計調査に活用する際の形態

a.
 母集団情報

の整備

(1)ウ.
調査実施機関

(2)ア.
行政記録情報等

の名称

(2)イ．当該情報等の収集、作成又は
整備に関する主な根拠規定

(2)ウ.
保有機関名

(5) 調査事項の代替による効果
（(4)で「b. 調査事項の代替」を選択した場合に

のみ回答してください。）

(6) 活用条件、活用に当たっての制約・留意点

00500246 農道整備状況調査 農林水産省 農道台帳
「農道台帳について」（平成２年３月
22日付け２構改Ｄ第46号構造改善局長
通知）

市区町村 － 平成22年 － ○ －
行政記録情報等として得ら
れた情報を基に調査票を作
成

45項目 1350 －

00500247 ６次産業化総合調査 農林水産省

地域資源を活用し
た農林漁業者等に
よる新事業の創出
等及び地域の農林
水産物の利用促進
に関する法律に基
づく事業計画の申
請書類

◆地域資源を活用した農林漁業者等に
よる新事業の創出等及び地域の農林水
産物の利用促進に関する法律
・第５条（総合化事業計画の認定）
・第６条（総合化事業計画の変更等）

農林水産省
－ 平成26年 ○ － －

前回調査結果に左記行政記
録の情報を反映して、調査
対象を把握

－ － －

00500225 牛乳乳製品統計調査 農林水産省

食品衛生法に基づ
く、乳処理業及び
乳製品製造業の営
業許可申請書の情
報

◆食品衛生法
・第55条
・第56条

都道府県 － － ○ － － ・母集団情報の整備 － － －

00500248
野生鳥獣資源利用実態調
査

農林水産省

食品衛生法に基づ
く、食肉処理業の
営業許可申請書の
情報

◆食品衛生法
・第55条
・第56条

都道府県 － 平成29年 ○ － － ・母集団情報の整備 － － －

00502000
都道府県知事認可漁業協
同組合の職員に関する一
斉調査

水産庁（農林
水産省）

水産業協同組合法
に基づき設立され
た漁協の職員の情
報

◆水産業協同組合法
・第58条の２（業務報告書）
・第64条（設立の認可）
・第68条（解散事由）
・第69条（合併の手続）

都道府県 － 平成21年 ○ － － ・母集団情報の整備 － － －

00501001 森林組合一斉調査
林野庁（農林
水産省）

森林組合法に基づ
く設立、解散等の
認可の情報

森林組合法
第79条（設立）
第83条（解散）
第84条（合併）

都道府県 － 平成23年 ○ － － ・母集団情報の整備 － － －

00550510 工場立地動向調査 経済産業省

各種申請・届出
（工場立地法、農
地法、建築基準
法、都市計画法又
は国土利用計画法
に基づく）情報

◆工場立地法
・第６条（届出）
◆農地法
・第４条（農地の転用の制限）
◆建築基準法
・第６条（建築物の建築等に関する申
請及び確認）
◆都市計画法
・第29条（開発行為の許可）
◆国土利用計画法
・第23条（土地に関する権利の移転又
は設定後における利用目的等の届出）

都道府県又は
市町村

－ 昭和42年 ○ ○ ○

・母集団情報の整備
（各種申請・届出情報を活
用）
・調査票へのプレプリント
・欠測値の補完（報告者か
らの回答内容が不十分な場
合、左記情報で補完）

2 約1,300 －

00551020
石油製品需給動態統計調
査

資源エネル
ギー庁（経済
産業省）

石油の備蓄の確保
等に関する法律に
基づいた申請・届
出情報

◆石油の備蓄の確保等に関する法律
・第16条（石油輸入業の登録）
・第26条（石油精製業の届出）
・第27条（石油販売業の届出）
・第28条（石油ガス輸入業の届出）

資源エネル
ギー庁
（資源・燃料
部石油精製備
蓄課、石油流
通課）

－ － ○ － － 各種届出情報等を活用 － － －

00551030 石油輸入調査
資源エネル
ギー庁（経済
産業省）

石油の備蓄の確保
等に関する法律に
基づいた申請・届
出情報

◆石油の備蓄の確保等に関する法律
・第16条（石油輸入業の登録）
・第26条（石油精製業の届出）

資源エネル
ギー庁
（資源・燃料
部石油精製備
蓄課、石油流
通課）

－ － ○ － － 各種届出情報等を活用 － － －

00551130
ガス事業生産動態統計調
査

資源エネル
ギー庁（経済
産業省）

ガス事業法に基づ
いた申請・届出情
報

◆ガス事業法
・第４条(登録の申請)･･ガス小売事業
・第36条(許可の申請)･･一般ガス導管
事業
・第72条(事業の届出)･･特定ガス導管
事業

資源エネル
ギー庁
(電力・ガス事
業部ガス市場
整備室)、経済
産業局

－ 昭和26年 ○ － － 許可、届出等の情報を活用 － － －

00551011
総合エネルギー統計補足
調査（電気事業者の発電
量内訳調査）

資源エネル
ギー庁（経済
産業省）

電気事業法に基づ
く報告・届出等の
情報

◆電気事業法
・第106条（報告の徴収）
◆電気関係報告規則
・第２条（定期報告）
　　一　発受電月報

資源エネル
ギー庁
（電力産業・
市場室）

－ 平成30年 ○ ○ －

・母集団情報の整備
・調査対象事業者の選定
（発電量実績を使用）
・調査票へのプレプリント

1 約 730 －

00551005 エネルギー消費統計調査
資源エネル
ギー庁（経済
産業省）

・エネルギーの使
用の合理化に関す
る法律に基づく報
告、許可申請等の
情報
・熱供給事業法に
基づく報告、許可
申請等の情報

◆エネルギーの使用の合理化に関する
法律
・第15条（定期の報告）
◆熱供給事業法
・第３条（事業の登録）
・第４条（登録の申請）

資源エネル
ギー庁
（省エネル
ギー対策業務
室、熱供給産
業室）

－ 平成19年 ○ － －
当該報告、許可申請等の情
報を基に調査対象を選定

－ － －
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①　代替できた調査項目数 ②　報告者数

b.
調査事項
の代替

c.
欠測値補完、

審査での
活用等

a～cについての
具体的な活用方法

（1）ア.
政府統計
コード

(1)イ.
統計調査名

(2)エ．備考（閲覧、守秘義務
等について規定されている場

合の条項）

（1）行政記録情報等を活用している統計調査 (2) 活用している行政記録情報等の概要

(3)
統計調査への
活用開始時期

(4)  統計調査に活用する際の形態

a.
 母集団情報

の整備

(1)ウ.
調査実施機関

(2)ア.
行政記録情報等

の名称

(2)イ．当該情報等の収集、作成又は
整備に関する主な根拠規定

(2)ウ.
保有機関名

(5) 調査事項の代替による効果
（(4)で「b. 調査事項の代替」を選択した場合に

のみ回答してください。）

(6) 活用条件、活用に当たっての制約・留意点

00552010 知的財産活動調査
特許庁（経済
産業省）

特許・実用新案・
意匠・商標出願人
に関する情報

◆特許法
・第36条（特許出願）
◆特許法施行規則
・第23条（願書の様式）
（実用新案、意匠及び商標にも同様の
規定有り）

特許庁
◆特許法
・第200条（秘密を漏らした
罪）

平成14年 ○ － －
特許出願等の情報から調査
対象を抽出

－ －

・特許法第64条の規定に基づき、出願人の情報は
１年６月後に初めて公開されるため、それまで当
該情報は活用できない。
・出願人の情報は、 新の情報とは限らない。
（企業の名称変更など）
・出願人の情報は申請人識別番号によって管理さ
れているが、同一の者でも複数の申請人識別番号
を持つケースがあり、名寄せ等の作業が必要。

00600120
建築着工統計調査（建築
物着工統計調査及び住宅
着工統計調査）

国土交通省 建築着工等届出
◆建築基準法
・第15条（届出及び統計）

都道府県 － 昭和25年 － ○ －
左記届出情報を基に調査票
を作成

40 564

・建築基準法第15条第２項第４項において、都道
府県知事は届出を基に建築統計を作成することと
定められている。
・法律により義務付けられている届出（行政記録
情報）を活用しているため、精度が高い。

00600120
建築着工統計調査（建築
工事費調査）

国土交通省 建築工事届
◆建築基準法
・第15条（届出及び統計）

都道府県 － 令和3年 ○ － －
左記届出情報を基に調査情
報を抽出・整備。

－

00600130
建設工事統計調査（建設
工事施工統計調査、建設
工事受注動態統計調査）

国土交通省 建設業許可データ
◆建設業法
・第５条（許可の申請）

国土交通省
（不動産・建
設経済局建設
業課）

◆建設業法
・第13条（提出書類の閲覧）

昭和31年
平成３年

○ ○ －
・母集団情報の整備
・調査事項のプレプリント

8 約11万業者 －

00600400 旅客県間流動調査 国土交通省

「道路運送法」の
一般旅客自動車運
送事業及び「海上
運送法」に基づく
各種許可等情報

◆道路運送法
・第４条（一般旅客自動車運送事業の
許可）
◆海上運送法
・第３条（一般旅客定期航路事業の許
可）
・第19条の３（特定旅客定期航路事
業）
・第21条（旅客不定期航路事業の許
可）

国土交通省
（自動車局）
（海事局）

－

乗合バス旅客
県間流動調査
昭和37年度

旅客船旅客県
間流動調査
昭和48年度

○ － －
左記情報により調査対象事
業者を把握

－ － －

00600300 造船造機統計調査 国土交通省
船舶用機関等施設
状況報告書

◆造船法
・第５条（船舶の製造事業等の開始、
休止及び廃止）

国土交通省
（海事局）

－ 昭和25年 ○ ○ －

・母集団情報の整備
（左記情報により調査対象
事業者を把握）
・調査事項の一部プレプリ
ント

5 11600 －

00600340 内航船舶輸送統計調査 国土交通省
内航海運業者登録
簿等

◆内航海運業法
・第３条（登録及び届出）
・第５条（登録の実施）
・第７条（変更登録等）
・第22条（事業の休止及び廃止の届
出）
・第25条の4（自家用船舶）

国土交通省
（海事局）

－ 昭和38年 ○ ○ －

・母集団情報の整備
（左記情報により調査対象
事業者を把握）
・調査事項の一部プレプリ
ント

2 2310 －

なし
内航船舶輸送統計母集団
調査

国土交通省
内航海運業者登録
簿等

◆内航海運業法
・第３条（登録及び届出）
・第５条（登録の実施）
・第７条（変更登録等）
・第22条（事業の休止及び廃止の届
出）

国土交通省
（海事局）

－ 平成25年 ○ ○ －

・母集団情報の整備
（左記情報により調査対象
事業者を把握）
・調査事項の一部プレプリ
ント

1 600 －

00600320 船員労働統計調査 国土交通省
船員法に基づき作
成された事業状況
報告書

◆船員法
・第111条（報告事項）

国土交通省
（海事局）

－ 昭和32年 ○ ○ －

・母集団情報の整備
（第1号調査：左記情報に
より調査対象船舶を抽出）
（第2号調査：左記情報に
より調査対象船舶を把握）
（第3号調査：左記情報に
より調査対象船舶を把握）
・調査事項の一部プレプリ
ント

12 1900 －

なし 船員労働統計予備調査 国土交通省
船員法に基づき作
成された事業状況
報告書

◆船員法
・第111条（報告事項）

国土交通省
（海事局）

－ 令和元年 ○ ○ －

・母集団情報の整備
（左記情報により調査対象
船舶を把握）
・調査事項の一部プレプリ
ント

10 3000 －

00600330 自動車輸送統計調査 国土交通省
自動車登録ファイ
ル等

◆道路運送車両法
・第72条（検査記録）
◆道路運送車両法の一部を改正する法
律の施行に伴う経過措置を定める政令
・第１条（軽自動車検査記録簿への記
録等）

国土交通省
（自動車局）

軽自動車検査
協会

◆道路運送車両法
・第22条（登録事項等証明書
等）

昭和35年 ○ ○ －

・母集団情報の整備（自動
車登録ファイルを用いて調
査対象を抽出）
・調査事項のプレプリント

6 240000 －

00600330 自動車輸送統計調査 国土交通省
自動車運送事業所
台帳データ

◆道路運送法
・第４条（一般旅客自動車運送事業の
許可）
・第43条（特定旅客自動車運送事業）

国土交通省
（自動車局）

－ 令和２年度 ○ ○ －

・自動車運送事業所台帳
データを用いて調査対象を
抽出
・調査事項のプレプリント

3 75600 －
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①　代替できた調査項目数 ②　報告者数

b.
調査事項
の代替

c.
欠測値補完、

審査での
活用等

a～cについての
具体的な活用方法

（1）ア.
政府統計
コード

(1)イ.
統計調査名

(2)エ．備考（閲覧、守秘義務
等について規定されている場

合の条項）

（1）行政記録情報等を活用している統計調査 (2) 活用している行政記録情報等の概要

(3)
統計調査への
活用開始時期

(4)  統計調査に活用する際の形態

a.
 母集団情報

の整備

(1)ウ.
調査実施機関

(2)ア.
行政記録情報等

の名称

(2)イ．当該情報等の収集、作成又は
整備に関する主な根拠規定

(2)ウ.
保有機関名

(5) 調査事項の代替による効果
（(4)で「b. 調査事項の代替」を選択した場合に

のみ回答してください。）

(6) 活用条件、活用に当たっての制約・留意点

00600370 自動車燃料消費量調査 国土交通省
自動車登録ファイ
ル等

◆道路運送車両法
・第６条（自動車登録ファイル等）
◆道路運送車両法の一部を改正する法
律の施行に伴う経過措置を定める政令
・第１条（軽自動車検査記録簿への記
録等）

国土交通省
（自動車局）

軽自動車検査
協会

◆道路運送車両法
・第22条（登録事項等証明書
等）

平成22年 ○ － －
・母集団情報の整備
（自動車登録ファイル等を
用いて調査対象を抽出）

－ － －

00600350 鉄道輸送統計調査 国土交通省
鉄道事業許可情報
等

◆鉄道事業法
・第３条（許可）
・第４条（許可申請）
・第32条（許可）
・第33条（許可申請）
◆軌道法
・第３条

国土交通省
（鉄道局）

－ 昭和62年 ○ ○ －

・母集団情報の整備
（左記情報により調査対象
事業者を把握）

・調査事項の一部プレプリ
ント

5 5760 －

00600280 港湾調査 国土交通省 輸出入申告情報

◆関税法
・第67条（輸出又は輸入の許可）
◆電子情報処理組織による輸出入等関
連業務の処理等に関する法律
・第３条（情報通信技術利用法の適
用）　　　等

財務省
（関税局）

◆電子情報処理組織による輸
出入等関連業務の処理等に関
する法律
・第18条（秘密保持義務）

平成15年 － ○ －
・調査事項の一部代替及び
内容確認

12 2504
輸出入申告情報の活用に当たっては、事前に申告
者（報告者）の同意を得るとともに、データの集
計等に係る経費負担が必要。

00600280 港湾調査 国土交通省 入出港届
◆港湾法
・第50条（入出港届の統一）
　　　　　　　　　　　　等

港湾管理者
（都道府県、
市町村等）

－ 昭和22年 － ○ －
・調査事項の一部代替及び
内容確認

7 2504
入出港届は条例で定めることから、港湾によって
取扱が異なる。

00600360 航空輸送統計調査 国土交通省
航空運送事業許可
情報等

◆航空法
・第100条（許可）
・第123条（航空機使用事業）

国土交通省
（航空局）

－ 昭和32年 ○ ○ －

・左記情報により調査対象
事業者を把握
・調査事項の一部プレプリ
ント

3 1368 －

00600620 全国貨物純流動調査 国土交通省
登録倉庫事業者棟
別リスト

◆倉庫業法
・第３条（登録）
・第４条（登録の申請）
・第５条（登録の実施）

国土交通省
（総合政策
局）

－ 昭和45年 ○ － －
左記情報により倉庫業にお
ける調査対象事業所を把握
し、母集団推計を実施

－ － －

00600010 建設副産物実態調査 国土交通省
産業廃棄物処理施
設の許可等情報

◆廃棄物処理法
・第15条（産業廃棄物処理施設）

都道府県 － 平成2年 ○ － －
左記情報等を基に調査対象
施設を把握

－ － －

00600010 建設副産物実態調査 国土交通省 建築着工等届出
◆建築基準法
・第15条（届出及び統計）

都道府県 － 平成2年 ○ － －
左記情報等を基に、新築工
事における区分毎の全体量
を把握

－ － －

00600010 建設副産物実態調査 国土交通省 建設業許可データ
◆建設業法
・第５条（許可の申請）

国土交通省
（不動産・建
設経済局建設
業課）

◆建設業法
・第13条（提出書類の閲覧）

平成2年 ○ － －
左記情報等を基に、土木工
事における区分毎の全体量
を把握

－ － －

00600060
主要建設資材需給・価格
動向調査

国土交通省 建設業許可データ
◆建設業法
・第３条（建設業の許可）
・第５条（許可の申請）

国土交通省
（不動産・建
設経済局）

◆建設業法
・第13条（提出書類の閲覧）

昭和50年 ○ － －
業界団体の会員名簿及び建
設業許可業者から調査対象
事業者を把握

－ － －

00600050 建設労働需給調査 国土交通省 建設業許可データ
◆建設業法
・第３条（建設業の許可）
・第５条（許可の申請）

国土交通省
（不動産・建
設経済局）

◆建設業法
・第13条（提出書類の閲覧）

昭和54年 ○ － －
左記情報により調査対象事
業所を抽出

－ － －

00600470 法人土地・建物基本調査 国土交通省
各種法人に係る名
簿

（宗教年鑑）
◆宗教法人法
　・第12条（設立の手続）
（地域別社会福祉法人一覧）
◆社会福祉法
　・第31条（申請）

文化庁
厚生労働省

◆宗教法人法
第25条（財産目録等の作成、
備付け、閲覧及び提出）
◆社会福祉法
第59条の２（情報の公開等）

平成25年 ○ － －
事業所母集団データベース
に収録されている法人を左
記情報を用いて更新

－ － －

00600550 パーソントリップ調査 国土交通省 住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村

◆住民基本台帳法
・第11条（国又は地方公共団
体の機関の請求による住民基
本台帳の一部の写しの閲覧）
・第11条の２（個人又は法人
の申出による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧）

東京都市圏：
昭和43年

近畿圏：
昭和45年

中京都市圏：
昭和46年

○ － －
住民基本台帳から調査対象
を抽出

－ －

・市町村の個人情報保護条例による手続や個人情
報保護審査会への意見照会などが必要となる場合
がある。
・自治体により、申請に必要な書類の種類・記載
事項等が異なることや紙媒体でしか整備されてい
ない自治体もあり、住民基本台帳の平仄が統一さ
れていないため、作業が繁雑となる。
・電算抽出ではなく、閲覧となった場合、住民基
本台帳から得られる情報は同じであるにも関わら
ず、調査準備期間や調査コストを大幅に押し上げ
ることになる。

00600545 全国都市交通特性調査 国土交通省 住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村

◆住民基本台帳法
・第11条（国又は地方公共団
体の機関の請求による住民基
本台帳の一部の写しの閲覧）
・第11条の２（個人又は法人
の申出による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧）

平成17年 ○ － －
住民基本台帳から調査対象
を抽出

－ －

・市町村の個人情報保護条例による手続や個人情
報保護審査会への意見照会などが必要となる場合
がある。
・自治体により、申請に必要な書類の種類・記載
事項等が異なることや紙媒体でしか整備されてい
ない自治体もあり、住民基本台帳の平仄が統一さ
れていないため、作業が繁雑となる。

00600580
全国道路・街路交通情勢
調査　自動車起終点調査

国土交通省
自動車登録ファイ
ル等

◆道路運送車両法
・第６条（自動車登録ファイル等）
◆道路運送車両法の一部を改正する法
律の施行に伴う経過措置を定める政令
・第１条（軽自動車検査記録簿への記
録等）

国土交通省
（自動車局）
軽自動車検査
協会

◆道路運送車両法
・第22条（登録事項等証明書
等）

－ ○ － －
自動車登録ファイル等を用
いて調査対象を抽出

－ － －
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00600590
水害統計調査
（一般資産水害統計調
査）

国土交通省 被害状況等報告

◆災害対策基本法
・第53条（被害状況等の報告）
◆災害対策基本法施行令
・第21条（被害状況等の報告）

都道府県 － 平成22年 ○ － －
左記報告を基に水害を受け
た家屋等の世帯主又は事業
所の代表者を把握

－ － －

00600590
水害統計調査
（公益事業等水害統計調
査）

国土交通省 被害状況等報告

◆災害対策基本法
・第53条（被害状況等の報告）
◆災害対策基本法施行令
・第21条（被害状況等の報告）

都道府県 － 平成22年 ○ － －
左記報告を基に水害を受け
た公益事業者を把握

－ － －

00600630 住宅市場動向調査 国土交通省 建築着工等届出
◆建築基準法
・第15条（届出及び統計）

都道府県 － 平成15年 ○ － －
左記情報により調査対象者
である注文住宅建築主を把
握

－ －
　所有者住所が更新されておらず、調査票が到着
しない場合がある。

00600630 住宅市場動向調査 国土交通省 不動産登記情報

◆不動産登記法
・第16条（当事者の申請又は嘱託によ
る登記）
・第18条（申請の方法）

法務省
（民事局）

◆不動産登記法
・第119条（登記事項証明書の
交付等）

平成30年

令和2年

○ － －

左記情報により調査対象者
である中古住宅の所有者を
把握

左記情報により調査対象者
である注文住宅建築主の住
所を把握

－ －
　所有権保存登記は義務ではないため、所有者や
所有者住所が更新されておらず、調査票が到着し
ない場合がある。

00600980 土地保有・動態調査 国土交通省
所有権移転登記情
報

◆不動産登記法
・第16条（当事者の申請又は嘱託によ
る登記）
・第18条（申請の方法）

法務省
（民事局）

◆不動産登記法
・第119条（登記事項証明書の
交付等）

令和元年 ○ － －
左記情報により調査対象を
把握

－ － －

00600780
全国輸出入コンテナ貨物
流動調査

国土交通省 通関業の許可情報
◆通関業法
・第３条（通関業の許可）
・第４条（許可の申請）

財務省
（関税局）

－ 平成５年 ○ － － － － － －

00600780
全国輸出入コンテナ貨物
流動調査

国土交通省
海上貨物通関情報
処理システムで保
有するデータ

◆関税法
・第67条（輸出又は輸入の許可）
◆電子情報処理組織による輸出入等関
連業務の処理等に関する法律
・第３条第１項（情報通信技術利用法
の適用）

財務省
（関税局）

◆電子情報処理組織による輸
出入等関連業務の処理等に関
する法律
・第18条（秘密保持義務）

平成５年 － ○ －
左記情報の活用により輸出
入申告される貨物について
の調査事項を廃止

輸出：11項目
輸入：12項目

約1500事業者
・報告者の同意を得ることが必要
・行政記録情報の使用及び管理におけるセキュリ
ティを確保することが必要

00600960
ユニットロード貨物流動
調査

国土交通省
港湾施設の使用許
可情報

◆港湾法
・第12条（入出港届の受理）
・第48条の３（入出港書類の統一）

港湾管理者
（都道府県、
市町村等）

－ － ○ － －
港湾管理者における左記情
報により調査対象事業者を
把握

－ － －

00600930 バルク貨物流動調査 国土交通省
外航船舶運航実績
報告書

◆船舶運航事業者等の提出する定期報
告書に関する省令
・第３条

国土交通省
（海事局）

－ 平成26年 ○ － －
業界団体名簿及び左記情報
から調査対象を把握

－ － －

00600810 航空貨物動態調査 国土交通省
貨物利用運送事業
の登録・許可情報

◆貨物利用運送事業法
・第３条（第一種貨物利用運送事業の
登録）
・第20条（第二種貨物利用運送事業の
許可）

国土交通省
（総合政策
局）

－ 平成17年度 ○ － －
左記情報により調査対象を
把握

－ － －

00600810 航空貨物動態調査 国土交通省

・航空運送事業者
の許可情報
・航空運送代理事
業者の届出情報

◆航空法
・第100条（航空運送事業の許可）
・第133条（航空運送代理店業の届
出）

国土交通省
（航空局）

－ 平成28年度 ○ － －
左記情報により調査対象を
把握

－ － －

00600830 国際航空貨物動態調査 国土交通省
貨物利用運送事業
の登録・許可情報

◆貨物利用運送事業法
・第３条（第一種貨物利用運送事業の
登録）
・第20条（第二種貨物利用運送事業の
許可）

国土交通省
（総合政策
局）

－ 平成28年度 ○ － －
左記情報により調査対象を
把握

－ － －

00600830 国際航空貨物動態調査 国土交通省
航空運送代理事業
者の届出情報

◆航空法
・第133条（航空運送代理店業の届
出）

国土交通省
（航空局）

－ 平成28年度 ○ － －
左記情報により調査対象を
把握

－ － －

00600030 建設業構造実態調査 国土交通省 建設業許可データ
◆建設業法
・第３条（建設業の許可）
・第５条（許可の申請）

国土交通省
（不動産・建
設経済局）

◆建設業法
・第13条（提出書類の閲覧）

昭和50年 ○ － －
左記情報により調査対象事
業所を抽出

－ － －

00600220
産業連関構造調査（不動
産業投入調査）

国土交通省
宅地建物取引業者
名簿

◆宅地建物取引業法
・第４条（免許の申請）
・第８条（宅地建物取引業者名簿）

国土交通省
（不動産・建
設経済局）

◆宅地建物取引業法
・第10条（宅地建物取引業者
名簿等の閲覧）

平成8年 ○ － － ・母集団の整備 － － －

00601020 宿泊旅行統計調査
観光庁（国土
交通省）

旅館業の許可情報
◆旅館業法
・第３条

都道府県、特
別区、保健所
設置市

－ 平成22年度 ○ ○ －

・母集団情報の整備
（事業所母集団データベー
スの情報に左記情報を追
加）
・調査事項のプレプリント

第1号様式～第3号様式それぞれ
6項目

調査対象施設数約20,000施設/母
集団施設数約70,000施設

－
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①　代替できた調査項目数 ②　報告者数

b.
調査事項
の代替

c.
欠測値補完、

審査での
活用等

a～cについての
具体的な活用方法

（1）ア.
政府統計
コード

(1)イ.
統計調査名

(2)エ．備考（閲覧、守秘義務
等について規定されている場

合の条項）

（1）行政記録情報等を活用している統計調査 (2) 活用している行政記録情報等の概要

(3)
統計調査への
活用開始時期

(4)  統計調査に活用する際の形態

a.
 母集団情報

の整備

(1)ウ.
調査実施機関

(2)ア.
行政記録情報等

の名称

(2)イ．当該情報等の収集、作成又は
整備に関する主な根拠規定

(2)ウ.
保有機関名

(5) 調査事項の代替による効果
（(4)で「b. 調査事項の代替」を選択した場合に

のみ回答してください。）

(6) 活用条件、活用に当たっての制約・留意点

00601010 旅行・観光消費動向調査
観光庁（国土
交通省）

住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村

◆住民基本台帳法
・第11条（国又は地方公共団
体の機関の請求による住民基
本台帳の一部の写しの閲覧）

平成15年度 ○ － －
住民基本台帳を用いて調査
対象を抽出

－ －

・閲覧申請に必要となる依頼文が自治体担当者に
到着してはじめて、閲覧条件（一日あたりの閲覧
可能数）等が提示される場合があるため、円滑に
調査実施を行う上では、閲覧の１～２ヶ月前より
自治体担当者と調整をしておく必要がある。
・自治体により、申請に必要な書類の種類・記載
事項等が異なることや紙媒体でしか整備されてい
ない自治体もあり、住民基本台帳の平仄が統一さ
れていないため、作業が煩雑となる。
・自治体によっては、マンション名、部屋番号等
が削除されて提供される場合があり、調査票が対
象者へ到達しない場合がある。

00650203
水質汚濁物質排出量総合
調査

環境省

水質汚濁防止法で
規定する特定施設
等の設置届出等の
情報

◆水質汚濁防止法
・第５条（特定施設等の設置の届出）
・第７条（特定施設等の構造等の変更
の届出）

都道府県又は
政令市

－ 昭和53年 ○ － －
左記情報により調査対象工
場又は事業場を把握

－ － －

00650202
大気汚染物質排出量総合
調査

環境省

大気汚染防止法で
規定するばい煙発
生施設の設置届出
等の情報

◆大気汚染防止法
・第６条（ばい煙発生施設の設置の届
出）
・第８条（ばい煙発生施設の構造等の
変更の届出）
・第27条（適用除外等）等

都道府県又は
大防法政令市

－ 昭和51年 ○ － －
左記情報により調査対象施
設であるばい煙発生施設を
把握

－ － －

00650102
産業廃棄物排出・処理状
況調査

環境省
廃棄物処理計画作
成の情報

◆廃棄物処理法
・第５条の５（都道府県廃棄物処理計
画）

都道府県 － － － ○ －

都道府県が有する情報を活
用することにより、産業廃
棄物の排出・処理業者への
調査を回避

8 47 －

なし
動物愛護管理基本方針
フォローアップ等検討調
査

環境省
第一種動物取扱業
の登録情報

◆動物の愛護及び管理に関する法律
・第10条（第一種動物取扱業の登録）
・第11条（登録の実施）

都道府県

◆動物の愛護及び管理に関す
る法律
・第15条（第一種動物取扱業
者登録簿の閲覧）

平成28年 ○ － －
左記情報により調査対象を
把握

－ － －

00650408
家庭部門のＣＯ２排出実
態統計調査

環境省 住民基本台帳

◆住民基本台帳法
・第５条（住民基本台帳の備付け）
・第７条（住民票の記載事項）
・第30条の45（外国人住民に係る住民
票の記載事項の特例）

市区町村

◆住民基本台帳法
・第11条の２（個人又は法人
の申出による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧）

平成28年 ○ － －
調査対象世帯名簿の作成
（住民基本台帳を用いて調
査対象を抽出）

－ － －
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